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平成27年９月17日（木曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成27年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第７号 宮崎県がん対策審議会条例

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県移植推進財団

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ー

公益財団法人宮崎県健康づくり協会

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

○請願第２号 子どもの医療費無料化を中学校

卒業まで引き上げることを求め

る請願

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

○その他報告事項

・宮崎県子どもの貧困対策計画（仮称）につい

て

・宮崎県家庭的養護推進計画（案）について

・医師・看護師確保に係る取組みについて

出席委員（８人）

委 員 長 後 藤 哲 朗

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 井 上 紀代子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

県立宮崎病院長兼
菊 池 郁 夫

病 院 局 医 監

病 院 局 次 長 兼
緒 方 俊

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 長 倉 芳 照

県立日南病院長 鬼 塚 敏 男

県立日南病院事務局長 稲 吉 孝 和

県立延岡病院長 栁 邊 安 秀

県立延岡病院事務局長 古 川 壽 彦

病院局県立病院
松 元 義 春

整 備 対 策 監

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

福祉保健部次長
髙 原 みゆき

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健･医療担当）

こども政策局長 椎 重 明

部参事兼福祉保健課長 渡 邊 浩 司

部参事兼医療薬務課長 孫 田 英 美

薬 務 対 策 室 長 甲 斐 俊 亮

看 護 大 学
河 野 譲 二

法人化準備室長

国保・援護課長 日 髙 裕 次

長 寿 介 護 課 長 松 田 広 一

医療・介護連携
横 山 浩 文

推 進 室 長

障がい福祉課長 川 原 光 男

衛 生 管 理 課 長 竹 内 彦 俊

健 康 増 進 課 長 木 内 哲 平

感染症対策室長 片 平 久 美

こども政策課長 川 畑 充 代

こども家庭課長 徳 永 雅 彦
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事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 原 田 一 徳

○後藤委員長 それでは、ただいまから厚生常

任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、報告事項に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○渡邊病院局長 おはようございます。病院局

でございます。よろしくお願いします。

それでは、病院局から９月の定例県議会にお

願いしております議案はございませんが、医師

・看護師確保に係る取り組みの現状等につきま

して御報告させていただきたいと思います。

病院局では、医師確保、看護師確保について、

毎年さまざまな取り組みを行っているところで

ございますが、それを御報告させていただきた

いと思います。

また、先月に実施しました看護師の選考採用

試験の実施結果につきましても、あわせて御報

告させていただきます。

今後とも医療に熱意を持った優秀な人材の確

保に取り組んでまいりたいと考えております。

詳細につきましては、次長より説明させます

ので、よろしくお願いします。

私からは、以上でございます。

○緒方病院局次長 それでは、医師・看護師確

保に係る取り組みについて御説明をさせていた

だきます。

お手元の常任委員会資料の１ページをお開き

いただきたいと思います。

まず最初に、１の医師（臨床研修医）確保に

ついてであります。

まず、（１）の病院説明会の実施についてでご

ざいます。

病院局では、臨床研修医確保対策の一環とい

たしまして、県内外の医学生向けの病院説明会

に県内の基幹型研修病院と合同で参加をしてお

ります。

今年度は、これまでに宮崎大学医学部での学

内説明会や民間会社が主催をいたします東京・

大阪での説明会に参加いたしまして、先輩研修

医等から、病院の概要や臨床研修の状況等を説

明いたしまして、学生からは、実際の研修の状

況が聞けてよかった等の感想が寄せられており

ます。

今後の予定でございますが、福岡で開催され

る説明会に参加をいたしまして、引き続き研修

医の確保に努めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

次に、（２）の医学生病院見学ツアーの実施で

ありますが、同じく臨床研修医を確保するため、

実際に医学生に県立病院の魅力を発信する機会

として、県立３病院を見学するバスツアーを年

２回、実施しております。

今年度は、８月11日から13日にかけて実施い

たしまして、県内外から医学生12名が参加をし
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ております。各病院では、手術室、ＩＣＵの見

学や症例検討、夜間救急当直の体験などを行い

まして、参加者からは、先輩研修医や指導医の

方と直接話ができ、今後の進路を考える上で大

変参考になったとか、大学病院のほかに市中病

院のよさがわかった等の声が聞かれるなど、非

常に好評でございました。

なお、この見学ツアーにつきましては、来年

３月にも実施する予定でございます。

参考資料として、各県立病院の医師数の推移

を掲載しております。

県立病院の医師数でございますが、病院局全

体では増加傾向にありまして、過去最高となり

ました平成26年度と同じく、今年４月１日で193

名となっているところでございます。

ただ、日南病院、延岡病院は、依然として休

診中の診療科があるなど、厳しい状況が続いて

おりますので、引き続き大学医局等への派遣要

請など、医師確保に向け全力で取り組んでいく

必要があると考えております。

次に、臨床研修医でございますけれども、下

の表でございますが、今回説明をいたしました

病院説明会の参加や医学生向けバスツアーの開

催などによりまして徐々に増加をしておりまし

て、今年度は18名、これは自治医大卒医３名を

含んでおりますけれども、18名の臨床研修医を

受け入れることができたところでございます。

２ページをお開きください。

次に、２の看護師確保についてでございます。

まず、（１）の看護学生インターンシップの実

施についてでございますが、看護学生に県立病

院への理解を深めてもらうため、夏休みを利用

いたしまして県立病院の看護を体験するインタ

ーンシップを実施しております。

今年度は、８月５日から11日にかけまして実

施し、62名の看護学生が参加しております。当

日は、手術室の施設見学や、患者の日常生活援

助を体験いたしまして、参加者からは、学校で

は学べない内容を学ぶことができ、参加してよ

かったとか、実際の様子を近くで見学できたこ

とで就職のイメージがより鮮明になった等の声

が聞かれております。

次に、（２）のナースガイダンス＆バスツアー

の実施についてでありますが、これは来年３月

に卒業を予定しております看護学生を対象とい

たしまして、病院の概要を知っていただき、必

要な人材の確保を図ることを目的といたしまし

て、病院説明会や県立３病院をめぐるバスツア

ーを実施しているものでございます。

今年度は、５月23日から24日にかけて実施い

たしまして、来春卒業予定の65名の看護学生が

参加、県立病院の概要説明や先輩看護師からの

ＰＲを初め、各病院の病棟見学や救急救命セン

ター、看護師宿舎等の見学を行っております。

なお、資料にはございませんが、参加者65名

のうち、50名が今年度の採用試験を受験してお

りまして、一定の成果が上がっているものと考

えております。

最後に、（３）の平成27年度看護師選考採用試

験の結果について御報告をいたします。

今年度の看護師選考採用試験につきましては、

８月１日から３日にかけまして、宮崎市、東京

都、大阪市の３会場で実施いたしまして、９月

３日に合格発表を行ったところでございます。

その結果につきましては、表記載のとおりで

ありますが、新卒者・経験者合計で、採用予定

数50名程度に対しまして、申し込み者数が179名、

受験者数が170名、合格者が63名、競争倍率は2.7

倍となっているところでございます。

なお、合格者の採用は、原則として来年の４
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月１日もしくは４月15日となりますが、既に免

許を保有している方については、平成27年11月

以降、前倒しで採用することもあるということ

でございます。

一番下のほうに、現在の各県立病院の看護師

数の推移等を掲載しておりますけれども、看護

師につきましては、ここ数年の育休取得者の増

加等に対応するため、採用者をふやした結果、

現在、病院局発足以来、過去最高の1,034名となっ

ております。

今後ともさまざまな取り組みを通じまして、

広く優秀な人材の確保に努めてまいりたいと考

えているところでございます。

私からの説明は、以上でございます。

○後藤委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終了いたしました。質疑はありませ

んか。

○中野委員 臨床研修医の件ですが、27年度は18

名、うち自治医科大生が３名ということですが、

この研修医はどういう病院であっても受けられ

るわけですか。例えばえびの市の市立病院も受

けようと思えば受けられるんですか。

○緒方病院局次長 初期の臨床研修医は基幹型

研修病院というのがあります。そこが宮大を初

め、県立３病院、古賀総合病院、そして生協病

院、それと藤元病院と。まず、この基幹型病院

に籍を置くということになります。それで、大

学との協力関係で、例えばえびの市立病院にも

一部で研修をするということはあり得るという

ことでございます。

○中野委員 いわゆる基幹型の病院に籍を置く

というのが条件で、その一部、中身によっては、

そこから派遣か分かりませんけれども、別の病

院でも研修はできるということですね。

そういう例があるんですか。この県立病院で、

過去21年から受けた中で、そういう研修をされ

た人がおるわけですか。また積極的にさせてい

るわけですか。今、中山間地を中心に医師不足

ですよね。

○緒方病院局次長 宮崎の基幹型研修７病院は、

協力関係にありまして、特に大学とも協力関係

にありまして、大学は各市町村の公立病院に派

遣したりとかやっています。美郷では病院の中、

研修医を受け入れるために宿舎を整備したりと

か、そういう努力もしていただいております。

そういう関係で、県病院も大学のほうに派遣を

したりとか、相互に派遣関係にあったりという

形で、臨床研修医を育てるための連携関係はで

きているということで考えているところでござ

います。

○中野委員 大学病院、いろいろやっていると。

しかし、私は県病院が、地方の病院に派遣した

実態があるのということをお聞きしたつもりで

すが。

○緒方病院局次長 県病院の臨床研修医が、僻

地の※病院に行ったりという事例は今のところあ

りません。ただ、民間病院で研修をするとか、

そういうのがありますけれども、そういうこと

を考えますと、やっぱりいろいろと研修プログ

ラムのあり方というのは今後とも検討していく

必要があるかと思っております。

○中野委員 大学の病院は、積極的に受け入れ

るみたいな話でしたが、私がさっきお尋ねした

地方の公立病院の方ですよね。そこにも積極的

にという意味ですか。大学と病院のことですか

ら把握されているかどうかはわかりませんが。

○緒方病院局次長 大学病院は民間病院、正確

な数字は覚えていませんけれども、30から40の

病院と協力病院という連携関係にありまして、

※10ページに発言訂正あり
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そこで研修医が希望する病院での研修をするこ

とが可能な状況はつくっていらっしゃると考え

ております。

○中野委員 あまり把握していないと聞こえま

した。

それから、いいですか。看護学生のナースガ

イダンスとかバスツアー実施とかで受験者をふ

やそうという努力をされているわけですが、私

たちは看護師の免許をもって受験したい人を紹

介するけれども、ほとんど採用してくれない。

あまり通らんよと言って、もう流しているんで

すが、せっかく紹介しているわけだから、２倍

だから、４人のうちの１人ぐらいは採用してく

れればいいのにな。私たちが紹介するのは、え

びの出身者ぐらいだけれども、採用してくれん

ですよ。だから、将来的にはもう受験者はいな

いと思いますよ。

○緒方病院局次長 採用試験は、やはり基本的

には学力試験と面接試験で実施をしておりまし

て、そういう中でやっぱり上位の順番からとっ

ているというようなことでございますので、御

理解いただきたいと思います。

○中野委員 何のための資格やないですから。

資格があるから受験生だから。そのうちで立派

な看護師になるかならんかは、採用してから社

内教育というのあるわけですから病院で教育し

て、一人前、二人前にせにゃいかん。だから、

我々議員が１人当たりでノルマをやればみんな

探してくると思います。やっぱり私はそういう

ことも必要じゃないかなと。そうしないと、倍

率が過去からするとどのくらい下がってきたも

んかわかりませんが、どんどん少なくなります。

なぜこういうことを言うかというと、私はえ

びの市の市立病院のことしか実態は知りません

が、もうしょっちゅう看護師、臨床検査士の募

集が来ているんです。医師が足らんから医師の

募集とは来ておりませんが、臨床検査士と看護

師は、毎回毎回来ているんです。それだけ、な

かなか応募者もいないんだと思うんです。いず

れ県立病院もそうなります。やっぱりそういう

波がどんどん中央に、あんまり中央という言葉

は好かんとですけれども、県立病院にも来てい

るんじゃないかなと思うんです。

看護師さんたちもやっぱり条件のいいところ

に就職したい。そしてまた、よその看護学校を

出て、わざわざ来るという人も少ないでしょう

から、そういう流れになるんじゃないかなと思っ

て、将来は職員やら議員に、ひとつ採用するか

ら見つけてくれという時代が来ると思うんです。

えびの市だけがそういう形かどうかわかりませ

んが。

○緒方病院局次長 議員が言われるとおり、看

護師確保については、平成18年の診療報酬改定

で７対１、患者７に対して看護師１を確保すれ

ば急性期病院として認定できますという形での

診療報酬改定が行われました結果、看護師を確

保しようという病院が相当ふえまして、大都市

なんかに看護師が流れるというような状況が起

こったところでございます。その関係で、県立

病院も一時期が、平成18年ですけれども、受験

者数が91名というようなことで、今回の半分程

度に減ったということもございます。そういう

ことで、今回のインターンシップとかナースガ

イダンス事業をこの18年度ぐらいから始めてい

るわけなんですけれども、今のところその効果

等もありますし、今、急性期病院、回復期病院

等の役割分担が地域包括ケアでやられようとし

ておりますので次第に落ち着いてきています。

その関係で、平成19年とかは競争倍率２倍を割っ

ていたんですけれども、ことしは2.7倍という形



- 6 -

平成27年９月17日(木)

で若干回復をしてきていると考えているところ

でございます。

○中野委員 その平成18年の合格者は何名だっ

たんですか。そのときの競争倍率を教えてくだ

さい。

○緒方病院局次長 受験者数が91名で、合格者

は36名でしたので、倍率としては2.5倍あります。

○中野委員 採用予定者は何名だったんですか。

○緒方病院局次長 済みません。当時の採用予

定者数は数字がございませんけれども、基本的

には採用予定者数よりか合格者のほうが多いと

いうのが普通でございますので、その程度の数

字だと思います。

○中野委員 それから、試験会場ですよね。宮

崎市、それから東京、大阪ありますが、それぞ

れの受験者総数を教えてください。

○緒方病院局次長 東京都が４名、大阪市が２

名の受験者でございました。

○中野委員 宮崎は。

○緒方病院局次長 164名です。

○中野委員 余り大阪、東京でしても大したこ

とはないですよね。であれば、少なくて、もっ

とというんであれば、受験生の便宜を図って、

恐らくこの県内の人が多いんだと思うんです。

だから、県北にも県立病院がある、日南にもあ

るわけだから、そことか。あるいはちょっと引っ

込んだ西諸と北諸とか、小まめにできんのです

か。それと、鹿児島県あたりには看護学校がた

くさんありますが、そういうところでするとか。

○緒方病院局次長 宮崎の場合、言っては悪い

ですけど、看護学校が都会の病院との連携があっ

て、卒業したら行かないといけないというよう

な方がおります。実際、私は大阪なんかの会場

に行って試験をしたんですけれども、やっぱり

そこの学校を卒業して勤務しましたと。しかし、

親御さんが宮崎にいるから帰ってきたいという

ような形で受験をされています。そういうよう

なことで、Ｕターンとかにもこの試験はつなが

ると私たちは認識をしておりまして、数として

は若干少ないとは思いますけれども、そういう

方々を、宮崎に帰ってきなさいというような形

での一つのメッセージにもつながるんじゃない

かなと思っております。

あと、県内各地で試験をするということは、

やはりそこの市町村とか民間の方々の採用にも

影響を与えるのかなと思いますので、県内１カ

所が妥当ではないかなと思っているところでご

ざいます。

○中野委員 今、次長のでまかせの発言であっ

て。延岡の県立病院はコンビニ受診とかで地域

の病院と協力しながら今日まで来ましたよね。

だから、理解はあると思うんです。病院がある

わけやから延岡でもするとか、ましてや日南と

か。そこに、延岡、宮崎、都城、日南っていう

のは市立病院なんかどこも持っていませんから、

大きなところは市立病院を抱えていないんです

よね。

本当は県立病院はもうかっているときに市に

払い下げ、そのまま払い下げればいいというの

が昔からの私の持論なんだけれども。県都に市

立病院を持たない。田野があるじゃないかと言

われるけれども、もらったらあんな形ですぐ出

しますからね。やっぱり県都は県都らしく市立

病院を抱えて、末端というか、そういう病院行

政をしてほしいなと。県が持つ必要はないじゃ

ないかなと。かえって県が持つのは、そういう

郡部で苦しいところをやる。お医者さんは宮崎

に一括集めて、そして郡部に派遣しながら、そ

こが不足にならんような、そういう管理をした

ほうが県の本来あるべき福祉行政だと思うんで
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す。皆さん方は病院局だから、任された病院の

運営をどうするかということだけで宣伝をすれ

ばいいわけだから、今言ったことを心配や、い

ろいろ危惧する必要はないとは思うけれども、

私はそういう思いがするんです。だから、せめ

てそういうことで、市町村の病院を持っていな

い日南、延岡ぐらいは配慮して。

それと、受験した人の看護師は私も聞いてお

りますが、看護師さんたちは、みんな宮崎に来

たがっているわけでしょう。だから、現地採用

というわけじゃないけれども、何とか少しでも

受験者数をふやしたいということでこれを紹介

しているわけだから、それも工夫の一つじゃな

いかなと思って発言したところです。いかがで

すか。

○渡邊病院局長 まず、看護師採用試験から県

立病院のあり方まで今、お話がありましたけれ

ども、中野議員がおっしゃる県立病院のあり方

については、昨年、中期計画を、新たに新しい

計画をつくるとき、大分議論させていただきま

した。とりあえず今後５年間は今の経営形態で

いきましょう。あわせて、県立宮崎病院、延岡、

日南病院が経営形態として今のままでいいのか

というのをまた検討していきましょうというこ

とで、一応ことし４月から新しい経営計画がス

タートしたわけでございます。

それから、看護師の採用試験については、今、

中野議員がおっしゃったことに、私はここ数年、

病院局長に就任してからいろいろ議論しまして、

そして採用試験の枠を見ていただければ分かる

と思うのですが、地域枠というのをつくったん

です。そこを見ておられなかったかもしれませ

んけど、延岡と日南を主たる勤務場所とする看

護師採用試験を２年前から導入しました。いわ

ゆる地域枠で延岡病院を主たる勤務場所にする、

日南病院を主たる勤務場所にするということで、

採用枠Ｃの１、Ｃの２という枠で採用しており

まして、この方々は本来的にずっとその場所で、

病院で勤務していただく。そういう地域枠採用

を新たに導入したところでございます。大変好

評でございまして、競争倍率も最初は心配して

いたんですが、非常に高くなった。したがいま

して、受験場所については宮崎の１カ所でやっ

ておりますけれども、勤務場所については、そ

ういう配慮した採用試験を２年前から導入して

いるということでございます。我々としては、

看護師というのは夜勤とか非常に特殊な勤務形

態があります。それから災害対策や、地方創生

というのも出てきた。やはり各延岡と日南で職

をつくっていくということも一つ大きな要素で

あります。だから、そういうことも含めて、地

域枠採用を導入しまして非常に受験者数は多い

状況でございます。したがいまして、我々は今

こういう形でずっと取り組んでおります。今、

中野議員が御心配しておられますけれども、少

なくとも受験者は、優秀な方が多く受けていた

だいているという現状でございますので、御心

配いただいているのはありがたいわけでござい

ますが、そういうことで、我々は今後とも積極

的にやっていきたいと考えております。

○中野委員 その地域枠をどんどん、倍率も高

いわけですから。ぜひこっちのほうに力点を置

いて、来年はこの倍ぐらいを地域枠にしてくだ

さい。そのことをお願いして看護師の問題を終

わります。

続けて、今、医療機器はいろんなものが出て、

ＣＴから、今、ＭＲＩですか、あんなのがどん

どんできて、まだいいのができてくると思うん

です。そういう医療機器というんですか、医療

器械というんですか、それは電磁波の心配があ
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るところには設置できないんですか。

○松元病院局県立病院整備対策監 私、余り医

療器械には詳しくないんですけれども、電磁波

を嫌うＭＲＩとか磁気でありますので、電磁波

があるところではやっぱりだめとか、あと、心

電図をとる場合なんかは電磁波が来るとはっき

りできないので、建物にシールド、壁の中にそ

ういう金属を埋め込んで電波が入ってこないよ

うにするとか、そういう必要がある器械もござ

います。

○中野委員 私は、ＭＲＩのことを言いました

が、ＭＲＩもその一つなんですか。

○松元病院局県立病院整備対策監 エレベータ

ーの近くとかは設置場所としてはよくないと言

われておりますので、そういう影響があるのだ

と思います。

○中野委員 例えば、九電の高圧線ですよね。

あれが、電磁波が出ているか出てないか、よく

わかりませんが、そういうところも何か電磁波

が出ておって、ＭＲＩ含めて、そういう医療機

器は設置できないんですか。

○松元病院局県立病院整備対策監 私も医療機

器の専門家じゃないんであれなんですけれども、

仮に建物に電磁波が来ているとしても、建物を

つくるときにその器械を置く場所を電磁波の影

響を受けないようにしておくということはでき

ますので、もし九電の高圧線から出ていたとし

ても、必ずしも設置が不可能ということではな

い、できないことはないと思います。

○中野委員 医療機器の部屋に何かそういう工

夫をすれば、電磁波は遮断できるということで

すね。

○松元病院局県立病院整備対策監 はい、そう

いうことでございます。

○中野委員 何かそっちの技術の方ですか。間

違いないですか。

○松元病院局県立病院整備対策監 建築のほう

の専門でして、先ほど申しました心電図とかと

るときにはそういう設備をしますので、それは

できないことじゃないと思います。

○中野委員 九電の高圧線に電磁波は出ていな

いということで、菱刈から、えびのを通って、

小林を通って都城まで来ているんです。ある病

院で、小さな高圧線が通っている電磁波がある

から医療機器は入れられないんだという話を聞

いたもんだから、そんなもんかなと思ったとこ

ろでした。

対策監の言うことは信用するから理解はする

んだけれども、もし、それが本当でなかったら、

遮断できないとか、それでもだめよということ

があれば、調べていただいて、後日、回答をい

ただければと思うんですが。よろしくお願いし

ておきます。

○松元病院局県立病院整備対策監 わかりまし

た。調べてみます。

○後藤委員長 済みません。その他になって申

しわけないです。

○宮原委員 医師確保、医師数ですよね、県立

病院の医師数。平成21年で173人ということなん

ですが、この医師は大学側から派遣をしていた

だいているのがほとんどだと思いますが、この

数というのは病院局が一括で相談をかけるもの

なのか、それぞれの病院が派遣を要請するもの

なのか。これはどうなんですか。

○緒方病院局次長 基本的には各病院の院長先

生方も大学に行っていただきまして、各医局に

派遣要請をしていただいています。うちも経営

管理課として局長が全体を統括して、また大学

に派遣をするということで、総合的にやってい

るという状況でございます。
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○宮原委員 総合的にそういうことで派遣をし

ていただく。今度はここの派遣される先生が、

例えば、日南に行きたいんだと言われれば、そ

こに優先的に行くことができるんですか。医師

の判断で行けるのか。

○緒方病院局次長 基本的には、大学医局から

派遣をされているドクターでございますので、

大学で、あなたは、希望が日南だったら日南に

と。やはり大学医局の判断が大きく作用してい

るということです。

○宮原委員 平成21年のこの数から見て、平成27

年、どこが変わっているのかなと見ると、宮崎

だけが21名オーバー、ふえてきていることにな

りますが、延岡もこの前、委員会の視察で見せ

ていただいて、救急の部分とか、新しく取り組

みをされているわけだから、医者の数はふえな

いといかんはずなんですけれども。非常に医師

確保に苦労されているという判断でいいんで

しょうか。

○渡邊病院局長 後で、延岡の院長先生もお話

しされると思うんですけど、日南病院は医局が

ほとんど宮崎大学100％でございまして、宮崎大

学に引き続き強くプッシュしているわけですが、

延岡病院の場合は宮崎大学と熊本大学が中心に

なっております。それで、熊大に行ったり、宮

大に行ったり、院長も日々いろいろ行っている

わけでございます。私も行っているわけでござ

いますが、なかなか延岡病院に対する勤務とい

いますか、昔からでございますけれども、なか

なかうまく足が向かないという状況もあります。

我々としましては、交通網も大分整備されまし

た、勤務環境も非常によくなったわけでござい

ますので、そういうことで引き続き、大学には

お願いしていると。大学も御理解があるわけで

ございますが、何せ宮大の医局そのものが非常

に医師の数が少ない状況でございます。

それから、宮崎病院がなぜ多いかというと、

やっぱり宮崎病院は地の利でございます。教育

環境とかいろんな面でいいわけで、医局の先生

方、各教授、講座の先生に聞きますと、やはり

希望者は宮崎病院の希望が多いと。そういうこ

とが結果としてこういう形に出ているというこ

とでございます。

延岡病院長から。

○栁邊県立延岡病院長 延岡病院として医師確

保、非常に苦労しているんです。渡邊病院局長

が言われたみたいに、当院は熊本大学と宮崎大

学の医局派遣なんです。年２～３回以上は各医

局を回ったり、あるいは休診科の医局とかお願

いをしているわけでございますけれども、宮崎

大学の医局そのものの入局者が少ないとか、あ

るいは、最近、非常に女子学生がふえているわ

けでございます。医師になられた後に産休に入

られるというのがありまして、実働が減ってい

るというところがあって、なかなか派遣に至ら

ないところなんです。

熊本大学は比較的入局者は、ある医局は多い

んですけれども、熊本県内をまず優先しなくちゃ

いけないと。県内が充足したら延岡にという形

で、診療科ごとのでこぼこはあるわけですけれ

ども、医局派遣はそういう状況で、なかなか現

状維持がやっとと。診療科によっては、ふえた

ら一つの診療科が減るとか、そういう状況でな

かなか苦労しているところでございます。

○宮原委員 ありがとうございます。局長も言

われたんだけれども、高速がつながったという

こともあって、陸の孤島じゃないが、非常に厳

しいという状況があったんだけれども、高速が

通って逆に行きやすくなった環境はあると思い

ます。日南も足りてないんだろうと思いますが、
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延岡は調査で施設を見せていただいて、当然こ

こはふえてこないといけないなと思ったんです

けど、数的にはそういう状況でないので、宮崎

が多いから向こうへ回しなさいよという、そん

な問題ではないと思いますが、よろしくお願い

をしたいなと思います。要望にしておきます。

○外山委員 この前、県の執行部から道路の開

通によって、いわゆるストック効果の中に、延

岡の医師確保も非常に環境がよくなったという

話がありますが、まだ、その効果はこれからで

すか。まだ、顕著にあらわれてないのですか。

○緒方病院局次長 今、延岡病院の休診科が神

経内科と眼科なんですが、眼科が週３回、外来

だけなんですけれども、宮崎大学から派遣をい

ただけるということもあります。そういうこと

と、市郡医師会病院ですけれども、御存じのと

おり神経内科の先生が来られるとか、そういう

意味では、医師の派遣ということで、東九州の

開通効果は上がっているんじゃないかなと思っ

ています。

○外山委員 看護師が、Ａなんか、25名程度の

採用予定数で合格者数が10名多いというのは、

場合によっては国家試験に残念ながら通らない

とか、これはそういうのを見越しての採用です

か。

○緒方病院局次長 委員がおっしゃるとおり、

例年やはり保健師に行くとか、そういう形で辞

退が出ます。それと、国家試験にも通らなかっ

たという形も出ますので、そういうような辞退

者等を見越して多く採用しているということで

す。

○外山委員 もう一点だけいいですか。

一般枠というのは、延岡、宮崎、日南、いず

れかに異動するわけですね。

○緒方病院局次長 委員がおっしゃるとおりで

ございます。

○山下委員 看護師の男女の比率はどうなって

いますか。

○緒方病院局次長 済みません。今、手元に数

字がありません。ちょっとお時間をください。

時間の間に、先ほど中野委員から、県病院の

研修医が僻地等に行っていないのかということ

で、行っていないというような答弁をさせてい

ただきましたけれども、実際はプログラムで僻

地医療、地域医療という中で、１カ月行く必要

がありますので、実際は行っているということ

です。おわびして訂正をさせていただきたいと

思います。

○中野委員 西郷病院あたりに行っているので

すか。

○緒方病院局次長 西米良とか西郷とか高千穂

とか、そういうような僻地病院に行っていると

いうようなことでございます。

○中野委員 研修医というのは、医師免許に合

格した人ですよね。えびのにも行かせてくださ

いよ。えびのがなかったから。

○緒方病院局次長 今のところ、えびのと宮病、

県病院が連携病院になってないということです

ので、そこ辺を探って、今後の検討課題にさせ

ていただきたいと思います。

今回の採用者数ではございませんけれども、

現在の看護師さんの数で、男性が約8.9％、女性

の方が91.1％ということで、ほとんど女性とい

うような状況になっています。

○山下委員 27年度の1,034名の看護師の中での

実数ですか。

○緒方病院局次長 失礼しました。先ほどの数

字は、こども療育センターの数字が入っていま

したので、県病院だけ申しますと、※男性が93

※次ページに発言訂正あり
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名、8.7％、女性が941名、87.5％で1,034人となっ

ております。

○山下委員 もうちょっと男性が多い状況かな

と思ったんですが、やっぱり女性が圧倒的に多

いということですね。都会との給与関係のこと

がいつも出てくるんですけど、県病院と都会と

の給与の差というのはどれほどあるもんですか。

○緒方病院局次長 これは、公立病院だけの比

較でございますけれども、25年度で、全国が564

万円、平均年齢が38歳です。そして、宮崎県が529

万2,000円で、約40万ほど低いというような状況

で、全国順位としては、公立病院では33都道府

県のうちの27位という状況になっています。

○山下委員 もしわかっていれば教えてほしい

んですけれども、民間病院との差というのは、

実数はわかりますか。民間病院と県との。とい

うのは、一般病院で看護師が足らなくて、その

分が都会に流れているという情報やらいろいろ

聞くもんですから、今、公立病院としての給料

差は、年間の所得で三十何万ということが出た

んですが、一般の病院との差というのはかなり

あるのかなと思ったのですが。

○緒方病院局次長 民間病院との比較というこ

とで、平成25年度で、年間で60万ほど県病院が

高いという状況にはあるようでございます。

○中野委員 関連。さっき、看護師の男女比率

の数字を言われましたが、足しても100％になら

んようですが。

○緒方病院局次長 大変申しわけありません。

先ほどの数字は、こども療育センターを入れた

比率でございました。本当に何回も申しわけあ

りません。比率を言いますと、先ほどの数字は

変わりません。男性が93名で9.0％、そして、女

性が941人で91.0％ということでございます。失

礼いたしました。

○中野委員 100％になりました。私は、看護師

採用のことで、肝心なことを聞き忘れていまし

た。一般枠と地域枠では競争率がかなり違いま

すよね。特に、看護師Ｃ２については、受験者

からすると40名、採用されなかった形になりま

したよね。この40名のうちに一般枠に回った人

がいるのかということを聞きたかったんですが。

○緒方病院局次長 両方併任で申し込みという

のはできませんので、回った方はいらっしゃい

ません。延岡の地域枠から一般に回ったという

方はいらっしゃらないということです。

○中野委員 それは正解だと思います。さっき

も言いましたが、それで採用枠を、地域枠を、

これが実態であればふやしてもらいたいなとい

う気で、そこを質問したかったんです。

○緒方病院局次長 先ほど局長も申しましたけ

れども、地域枠というのはやはり災害時の看護

師確保という問題もありますので、その地域に

住んでいただく看護師を確保するという観点か

ら、今後もふやしていきたいなと思っています。

現在、１割程度の数でございますので、基本的

には３割程度は地域枠の看護師を確保できれば

なと思っているところでございます。

○中野委員 ぜひお願いします。かといって、

地域枠ばっかりをたくさんしたら、また、いろ

んな弊害がありますから、そこをうまく、３割

ぐらいだったら弊害なくできるということの判

断でですよね。それはいいことだと思います。

その辺の決め方が大変だと思いますが、３割ぐ

らいを目指してということで、悪かったらまた

上下すればいいですから。

続けて。勉強不足で申しわけございません。

日ごろお尋ねすればいいんだけれど、さっき、

えびのと県立病院は連携していないと言われま

したよね。連携していない市町村立の病院がほ
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かはどこにあるのかということと、肝心の連携

とは何かということを教えてください。

○緒方病院局次長 初期研修のプログラムを作

成するときに、地域医療はどこの病院と連携し

て研修をさせますという形でのプログラムを作

成する必要があります。そこに指導医が要るか

どうかとかもあろうかと思います。そういうこ

とで、協力病院として連携をするということが

必要になってくるということです。

今、何カ所と連携していないかというのは、

ちょっと数字でまだありませんので、確認をさ

せてください。

○中野委員 いや、連携しているところだけを

逆に教えてもらえばわかるんですよね。

○緒方病院局次長 現在、実績があるところと

しましては、美郷の西郷病院です。それと、西

米良と椎葉です。

○中野委員 高千穂も入っているの。さっきは

高千穂も言われた。

○緒方病院局次長 済みません。今まで実績が

あるのは、先ほどの高千穂もでございます。そ

れと、日南病院は串間の市民病院と中部病院が

連携になっているようでございます。

○渡邊病院局長 臨床研修医の協力型病院とい

うのは、いろいろ要件がありまして、それにつ

いては、各病院ごとに違いますので、そのあた

りは資料を提出させていただきます。例えば指

導医が必要だとか、いろいろ要件があります。

そのあたりはちゃんとデータとして、正確を期

して委員会のほうに報告させていただきたいと

思います。

○後藤委員長 お願いします。ほかによろしい

ですか。

○前屋敷委員 県内の７つの病院で、合同で臨

床研修医のガイダンスをしたり、実際受け入れ

るということで、宮崎病院で18名の臨床研修医

を受け入れて研修をしていくということですが、

ほかの４病院、このあたりの状況を聞かせてい

ただきたい。

○緒方病院局次長 27年度から臨床研修医を始

めた数でございますが、宮崎大学が33名、生協

病院が２名で、古賀総合病院はゼロでございま

す。藤元総合病院が２名となっております。

○前屋敷委員 県内全体の医師数の底上げがど

うしても必要だということもあって、できるだ

け県内で臨床研修医の皆さん方を受け入れると。

数を増やしていくこと、非常に大事なことなん

ですけれども。実際そこの病院あたりに医師と

して勤務するという状態ですか。

○緒方病院局次長 臨床研修が終わった後に、

後期研修医という、いわゆる専門研修に入ると

いうことになるんですけれども、後期研修医に

残るというのが非常に難しいという状況があり

ます。

ちなみに、県病院も今まで若干難しかったん

ですが、26年度に臨床研修を修了した方、全体

で12名おりますけれども、県病院に残っていた

だいたのは３人でございますが、８名が県内に

残っているということでございますので、県病

院で臨床研修した12名中８名は何らかの形で県

内に残っていただいています。県病院に本当は

残っていただきたいんですけれども、県内に残っ

ていただくということもやっぱり大事かなと

思っておりまして、今後、そういう取り組みも

していきたいと思っています。

○前屋敷委員 研修医としての必要最低限の研

修をされるのはどこの病院も一緒なんでしょう

が、実際選ぶのは御本人が選ぶということなの

で、宮崎が選ばれるための努力、もっと研修医

をふやすための御努力のほうは。
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○渡邊病院局長 この臨床研修医制度そのもの

の、県内にいかに医者を定着させるかというの

は、福祉保健部の医療薬務課が所管しておりま

して、我々が終わった後、次、福祉保健部でご

ざいますので、そこで突っ込んだ議論をしてい

ただいたほうがいいのかなと思っています。た

だ、県病院としてやっぱり努力はしているわけ

でございまして、県病院は指導医が豊富でござ

いますので、できるだけ後期研修で残っていた

だきたいということ。やはり県立宮崎病院に非

常に人気があるということです。

それからもう一つは、宮崎大学の医学部に初

期臨床研修が終わった後、後期に行く研修医に、

延岡病院と日南病院が非常に不足しているもん

ですから、そこに優先的に勤務していただくと

いう後期研修修学資金制度というのを病院局独

自でやっています。これは、宮崎大学を卒業し

て宮崎大学の臨床医、県立宮崎病院でもいいん

ですけど、そこで終わって、後期研修を宮大で

やると、宮大の講座でやる。そういう人を対象

に、できるだけ日南病院と延岡病院に行ってほ

しいという誘導策もやっております。そういう

取り組みもやっているということを御紹介させ

ていただきます。臨床研修医全般については、

やはり県立病院だけの問題じゃありませんので、

福祉保健部の医療薬務課が所管しておりまして、

かなり詳しいデータも持っておりますので、そ

こでお聞きいただきたいと思っています。

○前屋敷委員 ちなみに、後期の研修というの

は、期間としては１年間なんですか。

○緒方病院局次長 基本的には専門医をとるた

めということで、大体３年でございます。

○中野委員 福祉保健部よりも病院局のほうが

聞きやすいですから関連して聞きますが、いわ

ゆる臨床研修医も後期研修医も、その研修医た

ちの自己判断でどこでも行けるわけですか。大

学が云々というわけじゃないわけですよね。そ

れを前提に、さっき12名中、かなりが県内の病

院に後期研修に行ったということですが、これ

はさっき各病院との連携をしていないからとい

う話もありましたが、その連携は関係なく、民

間も含めて後期研修はどこでも行けるというわ

けですか。

○緒方病院局次長 委員がおっしゃるとおりで

ございます。

○岩切副委員長 看護師の採用に関してなんで

すが、応募要件というのがおありだろうと思い

ますが、一般枠、地域枠の採用に応募する年齢

制限等がありましたら教えてください。

○緒方病院局次長 年齢制限は43歳でございま

す。

○岩切副委員長 43歳ということで、随分広く

窓口を開いていただいているようなんですけれ

ども、とりわけ地域枠に応募される方、民間医

療機関を経験されて、より高度な医療または賃

金的な処遇面での安定を求めて県病院を選択さ

れる方がおありだと伺っておりますが、やっぱ

り学校で勉強したてと、そこを一定期間離れる

と差が生じるのかなとは思うんです。やはり年

齢が高い方が受験をすると、なかなか合格しづ

らいという傾向はおありでしょうか。

○緒方病院局次長 委員がおっしゃるような状

況ではあります。といいますのが、やはり普段

の仕事をしながら勉強もされますので、点数が

なかなかとれないというようなこともあります

し、やはり急性期病院とやはり民間の病院、普

通の回復期とかとは差が非常にあるもんですか

ら、そこ辺で、実際入ってこられた方がなじめ

なくて、やめていかれるというギャップも多少

あるような感じを受けております。
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○岩切副委員長 やはり県病院の果たしている

医療というものは民間の開業医の先生方とやは

り違うかなと思いますので、支える看護師も、

そのほかのスタッフも、それぞれのレベルに必

要な能力があるんだろうと思います。そういっ

たものを全体的に支える意味で、1,000名を超え

る看護師、３病院の中にいらっしゃる看護師を

しっかりとリードする看護師長、総師長等の役

割が必要だろうと思うんです。それが今やっぱ

り過去の位置づけと余り変わってないような状

況を感じるんですけれども、これから先はやは

り看護師の代表が経営に参画をする、または、

その医師、事務長等々と同等に経営をリードす

る、またはそういう処遇について、また、医療

体制について議論をする。そういった位置づけ

が必要ではないかなと前々から考えているんで

すが、そのあたりについての御検討なりお考え

がありましたらお聞かせいただけませんでしょ

うか。

○緒方病院局次長 委員がおっしゃるとおり、

経営を考える中にあって、1,000名を抱える看護

師の数というのは非常に大きな形であるし、質

の問題もあります。そういう意味では、看護師

長を初め、主には今、私たちが話しているのは

看護部長、副看護部長といろいろと経営につい

ても議論をしております。そういうような形で、

次第に経営の観点から看護はどうあるべきかと

いうような意識も持っていただいているように

なっています。看護師長の研修をずっとやって

います。それぞれのレベルに応じた主任の方と

か、主査とか、ずっと段階に応じた研修を行っ

ておりますけれども、その中で、看護の質と、

それと経営の面という両面をやはり考えていた

だくというような研修も行っているところでご

ざいます。

○岩切副委員長 看護師長って、総看護部長と

いうんですか、については、やはり病院の中の

病院長を筆頭に、そのナンバー２として同等の

位置づけ、副院長さん方や事務長先生と同等の

位置づけまで引き上げて、しっかりと参画させ

ていくことも今は必要ではないかなと考えてお

りますので、ぜひ看護師全体の処遇面を御検討

いただけたらと思っております。

続けて、医師の確保の問題についてなんです

が、病院長の先生方にお伺いしたい点でもある

んですけれども、つい先日、厚生労働省が医大

の定数を削減という方向性を出したニュースが

出ました。90年代にも当時の厚生省が、その医

大定数を削減するということを発表して以降、

今日の地方の医師不足を招いていると思うんで

すけれども、これが本格的に実施されますと、

より一層医師の確保が困難になるのではないか

なと思っております。そういった厚生労働省が

発表した内容について、どのような思いを抱い

ていらっしゃるかをお聞かせいただけたらと。

特に、宮崎病院長、病院局医監としての立場で

いただければ。

○菊池県立宮崎病院長 医師の定数を減らすと

いうのがこの前、出たんですけれども、結局、

何が足らないかというと、今、医療崩壊だ何だ

といっているのは、時間外に対応するドクター

が少ないということなんです。日勤に勤務する

ドクターは、いっぱいといったら悪いんですけ

ど、十分いるんじゃないかなということです。

これからはどうなるかというと、結局専門医制

度が新しくなりますので、それである程度、専

門医の数が絞られてくる方向になってくると思

います。例えば、今は希望すれば何でも、心臓

外科医になったり脳外科医になったりしたんで

すが、トータルの脳外科医の数が決まってくる、
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心臓外科医が決まってくる。それと同時に、窓

口になる総合診療医、今、話題ですけれども、

総合診療医の数も決まってくるということで、

もうちょっと全体的なバランスというか、整理

ができるのかなと思っています。もちろん何名

だ、何名だと決めることはなかなか難しいんで

すけれども、そういうふうにして、ちょっと時

間はかかりますけど、ゆっくり誘導はできてい

くのかなというようなことでニュースを見てい

ました。

○栁邊県立延岡病院長 全体の数と、あるいは

地域の偏在あるいは診療科ごと、あるいは臓器

別あるいは菊池院長が言われたみたいに、昼間

だけ診るんじゃなくて夜に診る。そうすると、

医師はある程度いないといけない。あるいは、

臓器別になっている。昔は内科だったと思いま

すけれども、それが臓器別になっていたら臓器

ごとに数名ずつ配置しなけりゃならない。ある

いは、宮崎市はいっぱいいるけれども郡部に行っ

たらいないと。また、女医の問題とか、そうい

う細かいところを見なければ10万人当たり幾ら

という話をしても余り意味がないと思っていま

す。専門医制度がどういう形で始まっていくの

かと。一応走り出すことになっていると思いま

すけれども、現場サイドではまだかなり見えな

いところがあるんです。そういう中で、数が減

るというのは、長期的にはわかりませんけれど

も、短期的には非常に医師不足を助長するので

はないかと危惧しています。

○鬼塚県立日南病院長 今まで、宮崎にいたわ

けですけれども、日南病院におきましては、い

かに地域が医師不足かというのが改めてわかり

ました。各診療科によって、もうどうにもなら

ない科もあるわけです。大学にその都度行って

お願いするんですが、大学がもういないという

ことで大変困っている状況がずっと続いていま

す。

だから、専門医制度が始まって、いろんな各

診療科の専門医制度が、プログラムが決まって

いっていますけれども、クリアするのにかなり

厳しくなっているんです。だから、専門医が多

分、今までよりも数が少なくなるだろうという

ことは容易に推定できる。ただし、ハードルが

高くなれば専門医としての、資格といいますか、

キャリアといいますか、今までよりもレベルが

上がっていくということになりますので、そう

いう意味ではいいと思うんですけれども、なか

なか地域の現状は厳しい状態が続いているとい

うことです。

○岩切副委員長 医療薬務課の所管のようなお

話でございましたけれども、やはり３病院の中

で県内の、県民の特に頼りにしているところで

ございますので、医師不足というのが今後起こ

るとすれば県民の不安につながると思っており

ます。県立病院がしっかりとした医師の確保が

継続的にできるようにするためには、一定量の

医師の養成は行われるべきではないかなと個人

的には思っておるもんですからお尋ねさせてい

ただきました。

○井上委員 環境整備みたいなものの中で、

ちょっとお話させていただきたいんですけれど

も、院内保育の活用状況、利用状況というのは、

今どのようになっているのか。それを教えてく

ださい。

○緒方病院局次長 今現在、院内保育があるの

は宮崎病院と延岡病院でございますが、26年度

の実績では、宮崎病院が2,559名で、１日平均

が7.12人。そして、延岡病院が2,334名で、１日

平均が6.39人でございます。

○井上委員 １日が7.12人というのは、総体的
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な看護師さんの状態の中で、多いと理解してい

いのか、それとも少ないと理解してもいいので

すか。子供さんがいる看護師さんが全体的に少

ないということであれば、この状態なんでしょ

うけれども、保育が必要な人たちがどのくらい

いて。

○緒方病院局次長 例えば、26年度は、育休が68

名、産休の方が31名ということで、99名の方が

産休・育休をとっていらっしゃいます。そうい

う意味で、大体１年半ぐらい産休、育休をとり

ますので、そういう方々は自分たちで育児され

るということです。復帰されてから、利用され

るんでしょうけど、数字としては若干少ないの

かなという感じも個人的な感想でございますが、

私はしています。

○井上委員 院内保育があるということは、働

き続けていくのには環境として恵まれていると

思うんです。ナースガイダンスのときでも、そ

こを一つの売りとして出していただいているの

で、そこは私もすごくうれしいなと思いながら

見せていただいたんですが、それプラス、ほか

に夜勤があったりとかいろいろあるので、その

ほかに環境として考えなければならない何かが

あるとするなら、あと何を考えればいいのかを

教えていただきたいのですが。

○緒方病院局次長 この院内保育は病児保育、

病になった後の回復期の病後児保育、それと、

夜勤等の一時保育というようなことでございま

す。普通の保育は、民間とか町立の保育所なん

かを使われるため、そういう意味では使い勝手

はいいと思うんですけれども、数としてはそん

なに上がってこないのかなと思います。ただ、

何か院内保育に問題があるかというようなお話

は聞いておりません。

それと、今後女性が職場復帰をするためには、

やはり育休からの短時間の勤務制度とか、そう

いうようなものも今後、考えていかないといけ

ないなと。一遍に夜勤全体を全部やってしまう

というのは、やっぱりなかなか復帰するには厳

しいでしょうから、そういうものを今後、考え

ていかなければいけないと思っているところで

す。

○井上委員 県外にも幾つか見に行かせていた

だいたときには、女性医師だけみたいな、そう

いう条件がつけられていたり、いろいろあった

わけですけれども、宮崎の場合は、そういう意

味では院内保育というのは大変皆さんから活用

され、重宝されていると理解していいというこ

とですよね。

だったら、ここが一つの売りだというふうに

していくと、働き続けていくための環境の大き

なステップになると思うんです。女性医師の皆

さんがどれくらい利用していただいているのか。

女性医師の確保にどれほどの効力を発揮するも

のなのかどうかが、よくわからないわけですが、

そのあたりについてはどのように積極的なアピ

ールをされているのか。そこをお聞かせくださ

い。

○緒方病院局次長 宮崎病院で利用登録をされ

ていらっしゃる方が、医師で21名いらっしゃい

ます。県立延岡病院では２名いらっしゃるとい

うようなことでございます。女性医師が今後ふ

えていきますので、そういう意味で、当然ドク

ターにもＰＲをしているんですけれども、積極

的な活用をＰＲしていくということが必要かな

と思っております。

○井上委員 労働環境の一つのテーマとして一

回、考えていただけるといいなと思っています。

それと、この看護師さんの数というのは、こ

れはもう正規の方だけですよね。正規の看護師
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さんの数ですよね。

○緒方病院局次長 はい、正規の看護師です。

○井上委員 それじゃ、それ以外の必要な数と

いうのはどういうふうにされていくのかは。

○緒方病院局次長 臨時の看護師ですけれども、

なかなか日南病院は、そういう資格を持ってい

らっしゃる方がいないようなこともあります。

そういう関係で、育休、産休の方々の代替を正

規職員で採用してきたということがあります。

ただ、臨時の看護師はまだいらっしゃいまして、

現在76人ぐらいの臨時の看護師がいらっしゃる

状況でございます。

○井上委員 各病院別でわかりますか。

○緒方病院局次長 宮崎が31名、日南が19名、

延岡が26名でございます。

○井上委員 その方たちが正規になられる道と

いうか、何かアプローチというのはされている

んですか。

○緒方病院局次長 そのような臨時の看護師が

正規になっていただくというのはやっぱり一つ

の道が必要だと思いますので、そういう意味も

ありまして地域枠なんかをつくっております。

今回、県の臨時職員の方で正規になられた方は10

名いらっしゃるというような状況で、積極的に

試験を受けてくださいと言っているようなとこ

ろでございます。

○井上委員 ぜひ、正規への道を開くというこ

との点から言えば、しっかりとしたアプローチ

をしていただきたいと思いますし、そこを、ま

た改めてお願いをしておきたいと思っています。

だから、地域枠の持ち方というのは、大変いい

設定の仕方だと思うんです。労働環境を十分に

していくと同時に、そこが道筋にもなっていく

と思いますので、積極的な取り組みをお願いし

たいと思います。

続けて、看護学生のインターンシップの方た

ちとナースガイダンス、バスツアーの実施のと

きの方たちというのは重なりますか。

○緒方病院局次長 インターンシップの方々は、

卒業する前の前年度の方という形で募集をして

います。ナースガイダンスは、来春は卒業され

る方という形で、基本的には対象は違うという

ことでございます。

○井上委員 私が申し上げているのは、インタ

ーンシップに来ていただいた方たちは、このガ

イダンスにつながるかどうかということなんで

す。看護学生のインターンシップの実施は、本

当にやるべきだと思うし、ここは非常に大事な

ことだと思うんです。ですから、各病院も看護

学生のインターンシップを受け入れた場合は、

きちんとした取り組みをされるべきだと思いま

すし、それがナースガイダンスにきちんとつな

がっていくような状況をつくり上げるというこ

とが大切ではないかなというのが私の主張なん

です。

○緒方病院局次長 今年度の実績でございます

が、インターンシップ参加者が49名おりまして、

そのうちガイダンスにも来られたという方が15

名いらっしゃるというような状況でございます。

○井上委員 やっぱり看護学生のインターン

シップというのは、大変重要だと思うんです。

自分がどのような方向に進んでいくのか、自分

はどのような仕事がしたいのか、どういうとこ

ろで働きたいのかというのを、来ていただいた

ほうの側がメッセージするのには大変重要な場

所だと思うんです。できたら看護学生のインタ

ーンシップをきちんとして受けとめていただい

て、その後のガイダンスのときには、もう自覚

していただくというか、確信していただくとい

うぐらいになっていただけるように、ここがき
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ちんとリンクしていくというんですか、それを

ぜひお願いしたいと思います。私ども委員会も、

うちの県立看護大とかにそういう意味での積極

的な意見とかを申し上げたりもしているわけで

すが、看護学生のインターンシップイコールナ

ースガイダンスに、本当に積極的に来ていただ

けるような状況をぜひつくり上げていただくよ

うに、その取り組みを、各病院長さんも大変で

しょうけれども、そこは丁寧にやっていただく

と。先ほど岩切副委員長が言われた看護師長さ

んみたいな方たちからのメッセージというのは

きちっと伝わっていくと思うんです。ですから、

そこは研修医の方たちが先輩の研修医がいると

ころに行ってみようと考えられるのと同じよう

に、先輩看護師のお話が聞けるというのは大変

いいことだと思うので、そこらあたりをリンク

させていただけたらと思うんですけれども。

○緒方病院局次長 まさに、委員のおっしゃる

とおりだと思います。そういう観点から、うち

の看護班というのがおりますけれども、担当主

幹を中心に各学校に回りまして、こういうのを

やりますということでＰＲをしたりしています。

実際面接試験の面接調査表の中にも、インター

ンシップとかナースガイダンスを受けて、そう

いう先輩の看護師の話を聞いて研修体制が整っ

ているとか、そういうことで受験をしようと思っ

たとかいうようなことを書いていただいている

学生もいらっしゃいます。そういう意味で効果

があると思いますので、積極的に引き続きやっ

ていきたいと思います。

○井上委員 もう最後ですが、知事は、今回、12

府県でしたか、府県の知事と一緒になって移住

だとかということについての取り組みを積極的

にやろうとしておられるわけです。それで、例

えばインターンシップもそうですけれども、ナ

ースガイダンスも含めて、東京にできたＵＩＪ

ターンセンターとかにも、ぜひこういうのを上

げていただくと。ここは、非常にいいと思うん

です、おもしろいと思うんです。だから、おも

しろがって来ていただけるぐらいの気持ちで受

け入れができるようにしていただけたらと思っ

ているんです。

先ほど中野委員から指摘がありましたが、東

京と大阪市でやってどうなんだというような御

意見が出ましたが、逆に、宣伝をして、都会の

人たちは移住してくるぐらいの気持ちでこっち

を受けていただけるようにしていただけたらと

思います。ですから、東京と、大阪市、これも

やっぱり私は続けてやるべき内容でもあると思

いますが、そのときにやはり発信をしていただ

いて、数が４名と２名とかじゃなく、そこは少

し重なっていくぐらいの数になっていけるよう

に。子育てにはぴったりの地域であるというこ

とも含めて、そちらに住んでおられる看護師さ

んのお力をこっちに持ってくるというのは大変

いいのではないかなと思うんです。せっかく努

力されているので、そこらあたりを県の施策と

一緒に積み重ねていくという努力をお願いでき

たらと思っております。いかがでしょうか。

○緒方病院局次長 先ほども申しましたけれど

も、やはり県内から医学生として、看護師とし

て県外に出ていっているという状況もあります。

そういう方々を宮崎県に帰っておいでという形

で情報を発信していくということは、今後の県

の全体の産業構造等も考えた上で必要なことか

なと思っております。そういうことで、今、委

員の御指摘、御提案のあったことは、真摯に受

けとめまして、前向きに検討していきたいと思

います。

○後藤委員長 ほかにありませんか。ほかによ
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ろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、以上をもちまして病

院局を終了させていただきます。執行部の皆さ

ん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時33分休憩

午前11時34分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。午後

の再開は１時からということで、再開させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。

暫時休憩します。

午前11時34分休憩

午後０時59分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、当委員会に付託されました議案等

について概要説明を求めます。

○桑山福祉保健部長 まず、説明に先立ちまし

てお礼を一言申し上げたいと思います。

去る７月に宮崎市のメディキット県民文化セ

ンターで開催いたしました、子育てを考える県

民シンポジウムには、後藤委員長を初め、委員

の方々に御臨席をいただきまして、まことにあ

りがとうございました。

当日は、約700名の県民の皆さんに御参加いた

だいたところであります。この場を借りまして

厚くお礼を申し上げます。

それでは、委員会に御審議をお願いしており

ます議案等につきまして、御説明を申し上げま

す。

まず、議案についてでございます。

お手元の平成27年９月定例県議会提出議案の

目次をごらんいただきたいと思います。

福祉保健部関係の議案は、議案第１号「平成27

年度宮崎県一般会計補正予算（第２号）」及び議

案第７号「宮崎県がん対策審議会条例」の２件

でございます。

このうち、議案第１号、福祉保健部の補正予

算の概要につきまして簡単に御説明をさせてい

ただきます。

歳出予算説明資料をごらんいただきたいと思

います。福祉保健部のインデックスのところ、21

ページをお開きいただきたいと思います。

このページの補正額欄の上から２番目でござ

いますが、福祉保健部では、一般会計で５億7,834

万8,000円の増額補正をお願いしております。

主な内容といたしましては、地域医療介護総

合確保基金を活用した介護従事者の確保・定着

・資質向上に関する事業などとなっております。

この結果、補正後の一般会計予算額でありま

すが、右から３番目の行の補正後の額の欄で、

上から２つ目でございますが、1,040億5,443

万4,000円となっております。

各課の補正予算の詳細、それから条例案１件

につきましては、後ほど担当課長のほうから御

説明申し上げますので、よろしく御審議いただ

きますようお願い申し上げます。

それから次に、報告事項についてであります。

９月定例県議会の提出報告書をごらんくださ

い。

１ページの一覧表がございますが、福祉保健

部は、一番上の損害賠償額を定めたことについ

ての中に、１件、該当の案件がございます。

詳細につきましては、関係課長から御説明申

し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

次に、提出報告書のうち、県が出資している

法人等の経営状況についてと記載ある報告書を

ごらんいただきたいと思います。
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一覧表をごらんください。

福祉保健部関係で経営状況について御説明申

し上げますのは、上半分の地方自治法に基づい

て報告を行う法人の上から４つ目でございます

が、公益財団法人宮崎県移植推進財団の１法人

であります。

また、中ほどから下に記載がございます宮崎

県の出資法人等への関与事項を定める条例に基

づき報告を行います法人は、上から４つ目の公

益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センター、

その下の公益財団法人宮崎県移植推進財団、そ

の下の公益財団法人宮崎県健康づくり協会、そ

して、一番下になりますが、社会福祉法人宮崎

県社会福祉事業団の４つの法人でございます。

詳細につきましては、後ほど関係課長から御

説明申し上げます。

最後に、その他の報告事項についてでありま

す。

常任委員会資料をごらんいただきたいと思い

ます。目次がございます。

今回、その他の報告として御説明申し上げま

すのは、宮崎県子どもの貧困対策計画（仮称）

について、それから、宮崎県家庭的養護推進計

画（案）についての２件でありまして、これに

つきましても、詳細は関係課長から御説明申し

上げます。

以上、よろしくお願いいたします。

○後藤委員長 部長の概要説明が終了いたしま

した。

次に、議案に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いをいたします。

○横山医療・介護連携推進室長 議案第１号の

福祉保健部補正予算でございますけれども、補

正に係ります事業のほとんどが地域医療介護総

合確保基金事業でございまして、複数の課で予

算を計上しておりますので、まず、私のほうか

ら基金の全体概要について説明をさせていただ

きます。

厚生常任委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。

まず、１の目的・背景でございますけれども、

団塊の世代が後期高齢者となります2025年に向

けて、医療、介護の総合的な確保を図るため、

各種の事業を実施するものでございます。

２の事業概要でありますが、毎年度、都道府

県が国に事業計画を提出しまして、その事業費

の３分の２が、消費税増税分を財源とします国

の交付金として国から交付をされまして、残る

３分の１を県が負担するというものでございま

す。

制度の対象となります事業は、枠囲みの中の

（１）から（５）の５項目でございまして、医

療、介護に係る施設整備や人材確保に関する事

業とされておりまして、今回の補正予算では、

医療分が（１）の病床の機能分化・連携に関す

る事業として、２事業、２億6,510万円、介護分

が（５）の介護従事者の確保に関する事業とし

て、12事業、3,830万3,000円で、計３億340

万3,000円を計上させていただいております。

なお、各事業費の後ろのほうに括弧書きの数

字がございますけれども、こちらは当初予算、

それから６月補正の分を含めました補正後の額

となっております。

一番下の表に、参考としまして、今年度の基

金積立額の状況を記載しております。

現計予算の欄が、当初予算及び６月補正予算

で積み立てました額で、医療分、介護分を合わ

せまして11億8,000万余でございますが、今回、

医療分１億5,608万4,000円と、介護分7,147
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万6,000円の計２億2,756万円を追加計上させて

いただきまして、補正後の額は14億955万7,000

円となります。

なお、一部26年度からの基金残額の充当がご

ざいまして、その関係で事業費総額とは一致を

してございません。

次のページをお願いいたします。３の事業効

果でございますが、地域包括ケアシステムの構

築など、急性期医療から在宅医療・介護までの

一連のサービスが切れ目なく提供される体制づ

くりが進むものと考えております。

４に基金活用事業の具体的な内容を記載して

おりますけれども、こちらは、後ほど各担当課

長から説明をさせていただきます。

なお、基金積立額の予算計上でございますけ

れども、こちらのお手元の平成27年度９月補正、

歳出予算説明資料のほうをごらんいただきたい

と思います。こちらの長寿介護課のところの33

ページをごらんいただきたいと思います。

下のほうの（事項）の地域医療介護総合確保

基金事業費の説明欄のとおり、１の基金積立金

２億2,756万円と、２の基金運用利子32万7,000

円を計上させていただいております。

説明は以上でございます。

○渡邊福祉保健課長 福祉保健課でございます。

それでは、議案第１号「平成27年度宮崎県一

般会計補正予算」について御説明をさせていた

だきます。

お手元の平成27年度９月補正、歳出予算説明

資料の福祉保健課のインデックスのところ、23

ページをお開きください。

今回お願いしております福祉保健課の補正予

算額は、左の補正額欄のとおり97万6,000円の増

額補正でございます。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にございますように、81

億7,917万6,000円となります。

補正の内容について御説明をさせていただき

ます。25ページをお開きください。

（事項）社会福祉総務費として、説明欄の１、

新規事業「腰に優しい介護技術普及事業」を行

いますため、97万6,000円の増額をお願いするも

のであります。

この事業は、先ほど担当室長から御説明があ

りましたけれども、地域医療介護総合確保基金

を活用して実施するものでございまして、事業

内容につきましては、厚生常任委員会資料で御

説明をさせていただきます。

３ページでございますけれども、ごらんのペ

ージの一番下になりますけれども、⑫にありま

すとおり、腰痛対策及び予防教育のためのマニュ

アルを作成した上で、介護従事者を対象といた

しまして研修を実施して、腰痛を予防するため

の技術や対策の普及・啓発を進めることとして

おります。

福祉保健課からは以上であります。

○孫田医療薬務課長 医療薬務課でございます。

お手元の平成27年度９月補正、歳出予算説明

資料の医療薬務課のところ、27ページをお開き

ください。

医療薬務課の補正予算額は、左側の補正額欄

のとおり、２億8,287万3,000円の増額補正をお

願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄のとおり、46億512万円となり

ます。

それでは、以下、主なものについて、御説明

いたします。29ページをごらんいただきたいと

思います。

まず、（事項）地域医療再生基金事業費1,777
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万3,000円でございます。

これは、消防救急無線が、現在のアナログ通

信方式からデジタル通信方式に切りかわります

のに伴いまして、現在、ドクターヘリに搭載し

ております消防救急無線をデジタル通信方式に

切りかえるための整備に要する費用を支援する

ものであります。

次の、（事項）地域医療介護総合確保基金事業

費２億6,510万円でございます。

詳細については、今度は、厚生常任委員会資

料のほうで御説明させていただきます。

委員会資料の２ページをお開きいただきたい

と思います。

中ほどにあります、４、地域医療介護総合確

保基金事業〔医療分〕にあります（１）病床の

機能分化・連携に関する事業、１○改「地域医療

介護総合確保計画推進事業」２億4,670万円でご

ざいます。

これは、高齢化の進展により増大する医療・

介護サービスの需要を見据え、病床の機能分化

・連携等を促進するため、病床の機能転換等を

図る医療機関の施設・設備整備やＩＣＴを活用

した医療機関間のネットワーク構築等への支援

を行うものであります。

②の○新「脳卒中連携体制構築支援事業」1,840

万円でございます。

これは、脳卒中患者の救命率向上や後遺症の

軽減を図るため、宮崎大学医学部附属病院が実

施いたします関係機関との連携体制構築、急性

期脳梗塞患者に対する血栓溶解療法の普及促進

などを支援するものであります。

医療薬務課の説明は以上であります。

○松田長寿介護課長 続きまして、長寿介護課

分を説明させていただきます。

お手元の平成27年度９月補正、歳出予算説明

資料、長寿介護課のところ、31ページをお開き

ください。

長寿介護課の補正予算額は、左側の補正額の

欄のとおり、２億6,521万4,000円の増額をお願

いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目、

補正後の額の欄のとおり、187億1,158万4,000円

となります。

それでは、33ページをお開きください。

（事項）地域医療介護総合確保基金事業費２

億6,521万4,000円であります。

１の基金積立金及び２の基金運用利子につき

ましては、先ほど医療・介護連携推進室長から

説明をさせていただいたところでございます。

３の基金を活用いたしまして実施いたします

事業費3,732万7,000円でありますが、事業の内

容等につきましては、常任委員会資料で説明さ

せていただきます。

なお、基金積立金と基金事業の額が一致して

おりませんが、これは、長寿介護課以外の課の

事業にも基金を充当する事業があるためでござ

います。

それでは、厚生常任委員会資料の２ページを

お開きください。

４の「地域医療介護総合確保基金事業」でご

ざいます。ページ、中ほどの介護分でございま

すが、（４）の介護施設等の整備に関する事業に

つきましては、９月補正での計上はございませ

ん。

（５）の介護従事者の確保に関する事業とい

たしまして、①の新規事業「介護人材確保連携

強化事業」は、介護の関係者全体で人材確保に

向けました総合的な取り組みを実施していくた

め、行政、職能団体、事業者団体等による協議

会を設置し、介護従事者の確保・定着に向け、
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各団体が連携・協働しながら、具体的な取り組

み等の検討を行うものでございます。

②の新規事業「「介護のしごと」理解促進事業」

は、介護の心をテーマとしたシンポジウムや小

中学生等を対象とした職場体験等を開催するこ

とによりまして、介護の魅力を発信し、介護の

しごとに関する理解促進を図るものでございま

す。

③の新規事業「介護未経験者就業支援事業」

は、介護人材の裾野を広げ、多様な人材の参入、

促進を図っていくため、介護を就職の選択肢と

考えている学生、主婦や定年を控えた中高年齢

層などの介護未経験者を対象に、就業実践講座

を開催いたしまして、就業に向けた不安の解消

や意欲の向上を図ることで、介護への入職の支

援を行うものでございます。

次の④、⑧、⑩の事業につきましては、後ほ

ど医療・介護連携推進室長より御説明をさせて

いただきます。

続きまして、⑤の新規事業「介護職員就業・

定着促進事業」は、離職する者が多い、経験年

数の浅い職員のスキルアップや定着促進を図る

ため、介護関係の資格を持たない初任段階の介

護職員を雇用している法人に対しまして、初任

者研修の受講費用への助成を行うものでござい

ます。

⑥の新規事業「介護人材キャリアアップ研修

支援事業」は、研修の機会が十分でない施設の

職員の資質向上を図っていくため、介護老人保

健施設や有料老人ホーム等の職員を対象といた

しまして段階別のキャリアアップ研修を実施す

ることにより、離職防止や介護職のイメージアッ

プを図るものでございます。

⑦の新規事業「潜在介護職員再就業促進事業」

は、介護に従事した経験のある方の再就業を促

進するため、介護福祉士等を対象に、基礎的技

術から専用の福祉用具を使った実用段階レベル

まで、現場で使える介護技術の研修を行うもの

でございます。

⑨の新規事業「権利擁護人材育成・資質向上

支援体制づくり事業」は、成年後見制度におき

ます市民後見人の養成に向けまして、市町村の

市民後見人養成研修修了者を、判断能力が不十

分な人の保護・支援を行う法人後見支援員とし

て養成いたしますとともに、市町村社会福祉協

議会が法人後見を受任する体制づくりの支援を

行うものでございます。

最後に、⑪の新規事業「雇用管理制度整備支

援事業」は、小規模の事業所におきます職員の

処遇や労働環境の改善を図るため、事業者によ

ります連絡協議会を県内各地域で組織いたしま

すとともに、人事・人材育成制度を整備するた

めの研修を行うものでございます。

長寿介護課については、以上でございます。

○横山医療・介護連携推進室長 医療・介護連

携推進室分を説明させていただきます。

厚生常任委員会資料の２ページでございます。

まず、下から２つ目の④新規事業「高齢者生

活支援担い手確保モデル事業」でございますが、

高齢者の生活支援の担い手となりますＮＰＯ等

をモデル的に募集しまして、生活支援の手法や

高齢者に接する際の接遇等を習得する研修を行

い、住民が主体となった地域の支え合いの体制

づくりを促進するものでございます。

なお、ここで訂正のお願いでございますが、

今の事業の説明の１行目、中ほど、「提供主体と

なる担い手の育成」の次に、「及」という漢字が

１文字入ってございます。申しわけございませ

ん。これはミスでございまして、削除をお願い

いたします。
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次の事業でございますが、次のページの⑧、

新規事業「認知症サポート医スキルアップ事業」

でありますけれども、専門医療機関やかかりつ

け医、地域包括支援センター等の連携の推進役

となります認知症サポート医に対しまして、認

知症の治療やサポート医としての役割への理解

を深めるためのスキルアップ研修を行うもので

ございます。

最後に、⑩の新規事業「在宅高齢者に対する

栄養管理チーム支援推進事業」は、管理栄養士

を中心に、多職種が連携した在宅栄養管理モデ

ルチームによります事例検討やその評価・検証

等を行うことによりまして、在宅における栄養

管理の充実を図るものでございます。

以上でございます。

○木内健康増進課長 健康増進課でございます。

補正予算の説明の途中でございますが、議案

の第７号「宮崎県がん対策審議会条例」につい

て御説明いたします。

県議会提出議案書の第７号の箇所、21ページ

に条例案をお示ししております。

また、制定の理由等につきましては、常任委

員会資料の５ページで御説明をさせていただき

ます。

平成25年12月に、がん登録等の推進に関する

法律が制定をされております。がん対策の効果

的、効率的な実施のためには、がんにかかった

方の数を正確に把握する必要があります。これ

まで全国の都道府県が主体となりまして、地域

がん登録という制度を実施してきました。これ

は、病院でがんと診断された患者さんがいらし

たときに、その情報を病院から都道府県に登録

をしていただき、その域内のがん患者さんの数

を把握するという事業でございます。

ただし、このたび、このがん登録法におきま

して、これが法制化をされるということになり

まして、各都道府県の実施する地域がん登録を

統合しまして、全国がん登録といった形で、全

国一定の基準で実施をすると。また、その施行

が平成28年１月からということになっておりま

す。

この全国がん登録の実施に当たりまして、が

ん登録法の中で、登録された情報を利用あるい

は提供する際、知事は合議制の機関の意見を聞

かなければならないと、これは法律で規定をさ

れております。そのために宮崎県におきまして

も知事が意見を聞く、そのための審議会という

ものを設置する、その組織運営に関して必要な

事項をこの条例で定めるというものでございま

す。

次に、条例の概要です。

まず、審議会の所掌事務でございますけれど

も、資料に、①にありますとおり、宮崎県がん

対策推進計画の策定及び変更に当たっての意見

というものを所掌事務の一つに上げております。

これは、この審議会の設置に伴いまして、これ

まで私的諮問機関であります宮崎県がん対策推

進協議会が担ってきました事務をこの審議会に

おいて引き継ぐものでございます。

そして、②がん登録等の推進に関する法律に

基づく知事の諮問を要する事項についての意見。

これは、先ほど御説明しました情報の利用、提

供に当たりまして、その審議会の意見を聞くと

いうものでございます。

（２）組織及び運営でございますが、審議会

の委員は12人以内で組織することとしまして、

委員の構成、これはがん登録法の規定にも合わ

せまして、がん、がん医療、がん検診またはが

ん予防に関する学識経験者、それから個人情報

の保護に関する学識経験者を委嘱すると。さら
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に、がん医療・がん検診を受ける立場にある方

にも御参加をいただくということとしておりま

す。委員の任期は２年とし、再任できることと

しております。

施行の期日につきましては、公布の日からと

しております。

健康増進課からの説明は、以上でございます。

○川畑こども政策課長 こども政策課分につい

て御説明いたします。

議案第１号「平成27年度宮崎県一般会計補正

予算」についてであります。

お手元の平成27年度９月補正、歳出予算説明

資料のこども政策課のところ、35ページをお開

きください。

今回、左側の補正額の欄のとおり、2,928

万5,000円の増額補正をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄のとおり、158億2,766万6,000

円となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。37ページをお開きください。

まず、（事項）少子化対策環境づくり推進事業

費70万8,000円の増額補正であります。

これは、説明欄の１「認可外保育施設衛生・

安全対策事業」によるものであります。

この事業は、認可外保育施設の職員の健康診

断に要する費用の一部を補助する市町村に対し

まして補助を行うものであります。今回、３の

市町から事業実施について要望があったことか

ら補正をお願いするものであります。

次の、（事項）地域子ども・子育て支援事業

費263万4,000円の増額補正であります。

これは、説明欄の１、新規事業「実費徴収補

足給付事業」によるものでありますが、事業の

内容につきましては、後ほど委員会資料で御説

明いたします。

次の、（事項）子育て支援対策臨時特例基

金2,594万3,000円の増額補正であります。

これは、説明欄の１、安心こども基金事業費

の（１）「認定こども園整備事業」によるもので

あります。

この事業は、認定こども園の施設整備に要す

る費用の一部を補助するものでありますが、今

回、新たに整備を希望する１施設について補助

を行うものであります。

歳出予算説明資料での説明は、以上でありま

す。

続きまして、厚生常任委員会資料で御説明い

たします。お手元の厚生常任委員会資料の４ペ

ージをお開きください。

新規事業「実費徴収補足給付事業」について

であります。

まず、１の目的・背景であります。

この事業は、子ども・子育て支援新制度の施

行に伴いまして、認定こども園、幼稚園、保育

所等を利用する保護者が支払うこととなる実費

徴収額の一部を補助することで、全ての子供の

健やかな成長を支援するものであります。

２の事業概要でありますが、認定こども園、

幼稚園、保育所等を利用する保護者のうち、生

活保護世帯など低所得で生計が困難であると市

町村が認める支給認定保護者に対しまして、給

食費や教材費等、施設が実費徴収する額の一部

を補助することとしておりまして、（１）、（２）

にありますとおり、事業実施主体は市町村、負

担割合は、国、県、市町村、それぞれ３分の１

となっております。

補助基準額につきましては、（３）にお示しし

ておりますので、ごらんください。

３の事業費につきましては、263万4,000円を
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お願いしておりまして、財源内訳は、全額一般

財源であります。

４の事業効果でありますが、低所得者層に必

要な支援を行うことで、全ての子供が家庭の所

得状況にかかわらず必要な幼児教育・保育を受

ける機会が確保されるとともに、保護者の負担

軽減が図られ、地域における子育て支援の充実

が推進されるものと考えております。

こども政策課からの説明は、以上であります。

○後藤委員長 以上で、執行部の説明が終了い

たしました。

議案について質疑はありませんか。

○中野委員 地域医療介護総合確保基金事業の

中の介護従事者の確保に関する事業（５）です

が、その中の③、新規事業の介護未経験者就業

支援事業720万円が計上されましたが、説明を聞

きましたけれども、中身の説明がなかったよう

であります。就業実践講座というのを開催しま

すよね。その実施主体はどこなのか。県が直接

するのか、あるいは社協とかその他に丸投げを

するのかとか。そしてまた、講座の中身ですよ

ね、実際こういうことをするんだと、そういう

ことで就業したいという人を探そうというか、

就業させて介護人の不足を補っていこうという

ことだと思うんです。具体的に説明願えません

か。

○松田長寿介護課長 この事業につきましては、

県が実施主体といたしまして、委託先といたし

まして県内の介護福祉士の養成機関６校を予定

しております。

事業の概要といたしましては、就業実践講座、

これを各６校で開講いたします。大体定員を、20

名を１講座といたしまして、６校で各２回とい

うことで約240名の予定をしております。

講座の日程といたしましては、１講座当たり

約5.5日間ということで、そのうち座学として４

日間、それから現場実習を１日間、それから最

後に、実習の振りかえでありますとか、その後

の就労に向けてのガイダンスを行うこととして

おります。

○中野委員 その委託先は６カ所って、それ具

体的にもっと、さらさらと言ったってわかりま

せん。

○松田長寿介護課長 県内の６カ所でございま

すが、具体的に申し上げますと、宮崎市内にあ

ります宮崎医療管理専門学校、宮崎学園短期大

学、同じく、宮崎市にございます宮崎保健福祉

専門学校。それから、都城市にございます都城

コアカレッジ、延岡市にございます九州保健福

祉大学、最後に、日南市にございます宮崎福祉

医療カレッジの６校でございます。

○中野委員 720万をこの６校に委託して、その

予算の範囲内でするわけですか。それとも受け

た機関が手出しもあるわけですか。あるいはま

た、受ける人たちの自己負担とかもあるわけで

すか。

○松田長寿介護課長 これにつきましては、基

本的にもう自己負担は予定しておりませんで、

この委託料の中で実施したいと考えております。

○中野委員 えびのからだったら遠く、都城か

宮崎に受けるとなれば、若い人たちが、子育て

中の人が行くと思うんですが、その周知の徹底

とかは、どういう形でされるわけですか。

○松田長寿介護課長 県のほうではホームペー

ジとか、各広報等を活用してお知らせいたしま

すとともに、また、各学校のほうからも募集の

御案内をいただこうと考えております。それか

らまた、施設関係の団体の皆様方、そういった

関係の方々にもお知らせをして募集をお手伝い

いただきたいと考えております。
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○中野委員 大変これはいい事業ですから何も

反対しませんが、これは国からの何か要請があっ

てしたものか。今、６カ所、受け皿のところが

ありましたが、そういういずれかがこういうこ

とをしてほしいという要請があったものか。そ

れとも、皆さん方の中で、やっぱりこういうこ

とをやらにゃいかんなと、こうなったものかど

うか。それとまた、国とかそういうことが指導

してやったとすれば、これはもう全県下統一的

なことなのか。そういうこと等を含めて説明い

ただきたいと思います。

○松田長寿介護課長 この基金の介護従事者の

確保につきましては、国から新規参入者の確保

というメニューが示されておりまして、その中

で、未経験の方々をいかに介護のほうに就労い

ただくかという取り組みが示されておるところ

でございます。ただ、具体的に学校を活用する

かどうかについては、県でいろいろ関係機関の

皆さんにもお話を伺った上で考えておるところ

でございます。各県それぞれそういう新たな従

事者確保ということで取り組みがなされている

と考えております。

○中野委員 こういう関連の事業をして介護従

事者の確保をしようということでやるわけです

よね。介護の従事者が非常にきつくて、その割

にはもらう給料とか、そういう対価が少ないと

か、いろいろな機会で耳にしますが、こういう

一連の事業をして、そのあたりのことは解消さ

れるわけですか。

例えば、宮崎県において実際、介護施設で働

く人のどのくらいが不足してるのか、職安の有

効求人倍率を見れば、西諸、北諸は物すごい高

いんです。延岡あたりは、実際は知りませんが、

なかなか1.0に追いつかない。今、逸したかもし

れない。西諸は1.何倍とか、北諸は高いんです。

今まで職があったところは高い。それで、高い

から、パチンコ屋なんかは大分閑古鳥が鳴いて

るかなと思ったら、かなりにぎわっております

が、西諸あたりも。それで、募集情報を見れば、

福祉施設、介護施設は非常に多いんです。とい

うことは、なかなか働く人、そこの従業員の方

がいないというのが現実だと思うんです。実際、

介護人が何人不足して、そして、こういう事業、

一連のものを入れふえると、どのくらい補うこ

とができるか、お尋ねしたいと思います。

○松田長寿介護課長 委員がおっしゃいますと

おり、介護人材につきましては、昨年度、高齢

者保健福祉計画を策定いたしまして、この計画

で見込みましたのは、今後、高齢者の増加に伴

いますサービスの増加。それから今、介護の従

事者、やはりなかなか人口減少で厳しいという

ことも見込みまして、このまま何も対策を打た

ないとすれば平成29年で約1,700名ぐらいが不足

するであろうと見込んでおります。

それから、有効求人倍率でございますけれど

も、現在、27年３月現在では、介護従事者の倍

率が1.79ということで、全産業平均、県内が0.94

ですから、約倍近くの有効求人倍率ということ

で、採用が困難だという状況でございます。ま

た、アンケート調査の結果によりましても、や

はり事業者の方からやっぱり採用が難しいとか、

人手が不足しているという声は伺っているとこ

ろでございます。

それから、この事業によりまして、どの程度

採用ができるかという点でございますけれども、

今回、新たな取り組みとして実施を予定してお

りますが、なかなかこの事業を行っただけで新

たな介護人材が確保できるかというと、なかな

か厳しいものがあるかと思います。今回、御提

案をさせていただいておりますイメージアップ
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の事業でありますとか、再就職の支援とかいろ

んな取り組みをしながら、介護人材は確保して

いかなくてはいけないかなと考えておるところ

でございます。

○中野委員 介護従事者の不足は、２年先の平

成29年の1,700名はわかりましたが、現実、宮崎

県トータルが何人不足していて、せめて、その

うち西諸は何人不足してるか、ちょっとそこ辺

も具体的に。

○松田長寿介護課長 この推計、あくまで推計

でございまして、申し上げましたとおり、サー

ビスの伸び、それから従事者の確保が現状のま

ま推移する、そして、対策は現状のままの対策

というような前提で、先ほど申し上げました29

年度で1,700人の不足が推計されているわけでご

ざいます。実際、今、現場で何人足りないかと

いうことにつきましては、介護サービス事業所、

やはり人員の配置基準等もございますので、ぎ

りぎりそういった基準を守りながら事業所の皆

さん方は運営されているということでございま

して、今後、事業を拡大しようとか、サービス

の拡大に向けて、あるいは新たな事業に取り組

もうというようなことについて、なかなか厳し

い状況にあると伺っているところでございます。

○中野委員 現在もぎりぎり定数ではまってい

るということですが、29年には1,700人不足する

ということは、1,700人が働けるぐらいの施設を

今からつくるという意味ですか。

○松田長寿介護課長 まさに今、御提案いただ

きました事業等を取り組むことによりまして、

不足を生じないように努めていかなくてはいけ

ないと考えております。

○中野委員 やっぱり事業をするときには、今

現在は何人不足して、将来見込みでこのぐらい

不足する。そこからせにゃいかんと思いますが、

今現在では、さっき言われたとおり、有効求人

倍率、諸県地方は物すごい高い。そのうちの介

護なんかに占める割合が高いということは、今、

現実に不足しているからそうなっているんじゃ

ないですか。そのことも把握せんでおって２年

先がどうだこうだといったって、やっぱり足元、

現実を見て把握をして回答してほしいです。

○松田長寿介護課長 委員がおっしゃいました

とおり、実態把握ということもやっぱり一番重

要だと考えております。今回、御提案をさせて

いただいております介護基盤のほうの関係者と

の協議会の中で関係機関、団体の皆様方にお集

まりいただくわけでございますが、この中の取

り組みの一つといたしまして、介護労働の実態

調査を予定しております。全サービス事業所を

対象に、人材の不足、どういった状況にあるの

か、そういったことも含めまして調査を予定し

ているところでございます。

○中野委員 私の質問に素直に回答してほしい

んですよね。現実、何名不足しているから、こ

ういう計画を立てて、そしてまた、将来見込み

があるからということでしたと思うんです。今、

採用する人には、今からこういう指導したり、

いろいろ支援していくわけだから。例えば、定

員幾らということで、えびのなんかにある立派

な施設ができました。現実は人が集まらないか

ら、そこで働く人が集まらないからフル営業は

できていないじゃないですか。だから、そうい

う実態もあるわけだから私も聞いているんです。

やっぱそこら辺を具体的に把握していないとい

うことは……施設ごとに聞きたい話です。

それで、えびのに施設がありますが、どの施

設が何人不足しているかお聞きします。

○松田長寿介護課長 ちょっとお時間をいただ

きまして、また後ほど御回答申し上げたいと思



- 29 -

平成27年９月17日(木)

います。

○中野委員 私はやっぱりこういうものをする

ときには、基礎的なものをきちっとしてから取

り組まれるんだろうと思ったんです。将来のこ

とももちろん目標を立ててやらないといけない

と思うが、現実があるんですから。

それで、私はなぜこういう質問するかという

と、えびのにそういう現実があるということと、

この前、図師議員の一般質問を聞いとったら、

非常に施設の経営が厳しくなって、このままじゃ

倒産しかねるというような質問をされましたよ

ね。あれを聞いて非常にこれはゆゆしき状態に

なるなと心配したんです。それが現実がどうか

はわかりません、そんなふうになるのかどうか

わかりませんが、彼の質問を聞く中ではそう思

いました。その証拠に、現実になかなか立派な

施設をつくったけれどもフルに営業というか、

開業できていない事実も私の地元にありますか

ら、これは大変なことになったなと。あなたた

ちは担当だからそのぐらいの数字の把握はきち

んとされているもんだと、こう思って質問した

ところでした。施設ごと云々と言いましたが、

それは余りにも細かいですから、後で地域ごと

に、昔の郡単位でもいいから何人不足している

というぐらいは教えてください。それは後で結

構です。

それから、４ページの、これも新規事業です

が、実費徴収補足給付事業。認定こども園、幼

稚園、保育所、ここに預けて、なかなか実費負

担で苦労されている実態もあると思います。そ

れで、このことはよくわかったし、いい事業だ

ということを前提に１点だけお尋ねしたいと思

うんですが、この対象者は生活保護世帯と低所

得者ということで、しかも市町村が認めた方で

すよね。ここに補助する中身が、給食費や教材

費等の一部を補助することで、現実は、国、県、

市町村で合わせて100％、いわゆる自己負担がな

いように、これを100％補助するということです

よね。それで、給食費もその中に入っておりま

すが、例えば生活保護世帯の方が対象になった

場合、生活保護世帯の生活保護費の中には、そ

の給食費というのは入っているんですか。

○日髙国保・援護課長 生活保護の世帯につき

ましては、日常の生活に対する扶助ということ

でございますので、生活保護家庭から認定こど

も園とか幼稚園とかに通っている方たちに対し

ての給食費というのは出ていないという状況で

ございます。

○中野委員 いや、給食費は出ていないかもし

れませんが、そういう生活保護世帯の方は日常

の生活をするために食事はするんでしょう。そ

の食事費というのはその中で加味されていない

んですか。

○日髙国保・援護課長 最低の生活ができるよ

うな扶助費が出ておりますので、食費というの

は当然入っている、加味されているわけでござ

います。

○中野委員 だから、それで給食費に見合う分

を補助すれば、そこは二重とか、そうならんわ

けですか。

○日髙国保・援護課長 認定こども園とか幼稚

園、保育所、それから小中学校とかでもそうな

んですが、例えば小中学校だったら給食がござ

いますけれども、その給食についても別途、支

援というのが市町村から出ることになっており

まして、生活保護での生活費と、認定こども園

とかの給食費等についての重複というものは、

今のところ制度的には考えられていないという

ことでございます。

○中野委員 私は、どうもその辺が。学校のこ
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とを言われましたが、給食費の滞納した分につ

いては、あれは学校で食べさせていながら、市

がつくった施設なのに市も徴収しない、学校の

先生たちも徴収しない、ＰＴＡの我々に任され

て行きたくないのに徴収したという過去があり

ました。それで、生活保護の方で生活保護とか

が決まれば、最初の１カ月分か幾らかは決まる

前だから負担せんないかんけれども、あとは補

助が出るから、そのお金は入っているからとい

うことで負担が軽減されたりしておったんです

よね。私はどうも最初であっても二重になって

いないのかなという気がするんです。これがそ

の分だけ、何も生活保護者の方にその分を負担

せよとは言いづらい話ですが、仮に、この子供

たちが認定こども園あるいは保育所等にも行か

なかったとすれば、普通昼飯ですよね、ここに

行っているからこういう補助するんだけれども、

行ってない子供には補助しないわけでしょう。

○日髙国保・援護課長 そうです。こういった

施設に行かれてない子供たちについては、通常

の生活扶助費の中から支出するということに

なっております。

○中野委員 言うべきでもないと思うけれども、

私は施設の経営者も含めて、なかなか直接言い

づらいところ、また、請求しづらいところをこ

ういう制度で、この分はコンスタントに給食も

入るわけですから。その徴収の努力もされない

ような気がして、市が認めた人ということだか

ら間違いないと思うけれども、保育所に行かな

ければその給食費は直接個人には補助しない、

行っているから補助するというのの違いが鮮明

にわからんのです。もし、保育所に行っていれ

ば給食費が出るんであれば、行っていなくても

その分は個人に、せめて給食費は払うべきじゃ

ないかなと思うんです。それが二重になってい

ないと、それはまたどうなるのと言いたいんで

すが。

○日髙国保・援護課長 今の生活保護の制度上

では、先ほど御説明いたしましたけれども、重

複ということは考えられてないんですが、委員

の御指摘のとおり、例えば小中学校の給食費と

いうのが学校じゃなくて保護者のほうに払われ

て、それが確かに給食費のほうに払われないと

いった問題はあるところでございます。そういっ

たところについては、今後、何とか確実に給食

費として支払われるような取り組み等が必要だ

ということは認識をしているところでございま

す。

○中野委員 要は、言いたいのは、こういう生

活保護世帯で保育所にやっていない家庭もある

と思うんです。保育所へやらなかったらその恩

恵には浴さない、やったから恩恵を浴すじゃ、

結果的にそこの保育所が楽をして給食費をも

らって、そして支給する話になりますよね。平

等を欠くことがないように、皆さん方は生活保

護費の中身のどういうことが積み上がっていく

ようになっているとも承知してやっているんだ

と思うんです。町村だけが皆さん方の仕事場で、

あるいは市は福祉事務所がそれぞれするんだと

思うけれども、そのあたりをやっぱりしていか

んと、一部の人が浴するといってはいけません

が、それは損をするようなことがないように、

損得じゃないですけれども不平等にならんよう

に、小さなお金とはいえ、積み上がればかなり

のお金になりますから。大変なかなか質問しづ

らい問題ではありますが、私もＰＴＡの学校給

食費のそういう滞納者への、我々に丸投げでし

た。徴収というのはなかなか行きにくいですが、

それでも行かざるを得ないということの経験も

ありましたから、何か似たような話だなと思い
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ましたので質問させていただきました。

○山下委員 介護関係をちょっとお聞きしたい

と思うんですが、今回も一般質問で出ましたけ

れども、先ほどもありましたけど、29年で1,700

人、2025年には、部長答弁で4,000名の介護職が

不足になる予想だと答弁されました。私たちも

敬老会があれば挨拶をするんですが、去年まで

は、やっぱり長生きしてよかったという時代を

つくっていきたいということを言ってきたんで

すけれども、そういう実態がどんどん深刻な問

題になってくると、皆さん方が長生きしてよかっ

たという時代をつくりたいという思いも言えな

いような問題だなと思うんですが、今、介護職

の皆さん方の平均年齢というのは大体わかりま

すか。

○松田長寿介護課長 県全体で申し上げますと、

介護職員が※42.5歳となっております。

○山下委員 私たちも親をずっと見てきて介護

の現場の大変さ、そしてまた、在宅で見ること

の大変さ、それも体験してきた世代なんですが、

今度はもう僕らがその世代に、あと何年かして

いくと入っていくんだろうと思うんですが、介

護職が大変なのは、やっぱり夜間勤務があるこ

と。土日が、祭日もずっと入ってくる。今、民

間での休みというのはどんどんふえて、年間100

日を超える休みというのが与えられているんで

す。そうなってくると、こういうサービス業と

いうのは非常に経営も難しくなる。そして、職

員の獲得も難しくなってくる。ここが、介護職

人材というのが非常に厳しい要因だろうと思う

んです。そして危険というのが当てはまるかわ

かりませんが、きつい、汚い、そういう見方が

されいるだろうと思うんですが、やっぱり介護

職の確保というのが非常に難しい。そのことで

こういう事業をいろいろ取り組まれて介護職を

確保するということは私たちもわかるんですが、

今、在宅介護を勧めていますよね。平成12年に

介護保険がスタートして、十分な介護を受ける

ためにスタートしたんだろうと思うんですが、

国がそういう事業を進めていく中で在宅介護に

対する、どういう支援ができるのかを、皆さん

方のお考えをちょっとお聞きしたいんですけれ

ども。

○松田長寿介護課長 在宅介護につきましては、

今回の高齢者保健福祉計画の中でも包括ケアの

推進という観点から、特に在宅介護サービスの

見込みをかなり高目に設定しているところでご

ざいます。これについて、やはり委員がおっしゃ

いましたとおり、積極的に今後、在宅介護を支

援していくというサービス体制を、市町村と連

携を図りながら整備していかなくちゃいけない

と考えております。

○山下委員 それは在宅介護のサービスのこと

でしょう。訪問介護を受けてする入浴とか食事

介助とか、そのことはわかるんです。だけど、

私もちょうど県議になったときにおふくろが要

介護５で、家内が在宅でずっと見ていたんです。

その状況を見るときに、私も一般質問で取り上

げたことがあったんですが、在宅介護をしてく

れる人たち、その人たちに対する何らかの手当、

手だて、そういう制度というのは考えてないん

ですか。

今、テレビ報道でもいろいろありますけど、

結局介護をするために仕事を離職して、よそか

ら帰ってきて親の介護をするとか。施設の介護

職が足らないんであれば、在宅介護を推進して

いくんであれば、結局在宅介護のサービスを受

けることだけでなくて、やっぱり始終誰かがつ

いていないといけないわけですから。例えば、

※42ページに発言訂正あり
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訪問介護を受けるにしても１日に１時間か２時

間だろうと思うんです。食事介助、入浴介助と

か、そういうサービスだけじゃ足らない。誰か

が付き添っていないといけない。誰かがそばに

ついていかないといけない。よそから帰ってく

る。近くにおっても仕事を犠牲にする、正職で

やれないからやめて、パートで働かないといけ

ない。多分そういう時代になると思うんです。

そうなってきたときに、皆さん方は、介護で家

にいる人たち、それに対する手だてというのは

何も考えないですか。

○松田長寿介護課長 今、委員がおっしゃいま

した点につきましては、いわゆる在宅介護をさ

れている方に対する手当でありますとか、そう

いったことをおっしゃっているんではないかと

思っております。県といたしましては、まだ現

在のところ、そういった取り組みの予定はない

んですけれども、いわゆる在宅介護の皆さん方

の介護を続けられる御苦労とかは、施設介護と

比べて、やはりどうしても格差といいますか、

負担の違いはあろうかと思います。

現在、施設介護については、資産とか収入と

かそういった面での応じた負担をとっていくべ

きではないかということ。それから、在宅の方

々に比べて施設の方、食費でありますとか住居

費、こういったものについても軽減されている

部分がございましたので、こういった部分も見

直しがことし８月からされるというようなこと

で、制度の中で在宅と施設の方の負担のバラン

スといいますか、そういったもの、検討が進ん

でいるかと思います。現在、県のほうでは、ま

だそういった手当とか、そういったものを具体

的に検討している段階ではございません。

○山下委員 ぜひ、これは県単独ではもう無理

だろうと思いますし、国等へもやっぱりそうい

うものの働きかけはどんどんやっていかないと、

地方になればなるほど大変な状況になってくる

と思いますので、そのことをぜひ検討してくだ

さい。

それと、先ほど中野議員からもありましたけ

れども、いわゆる各県内の有料老人ホーム、そ

して特別養護老人ホームにしても、あいている

ベッド数、その大枠というのは私たちにも教え

てほしいなと思いますので、私のほうからもお

願いをしておきたいと思います。

○外山委員 病床の機能分化・連携に関する事

業なんですけれども、この約２億4,000万で、病

床の機能分化とか連携等とありますが、民間の

病院に対しての対象とか、どういう条件を満た

すとこのお金が使われるのかな。ちょっと詳し

く。

○孫田医療薬務課長 今回、計上させていただ

きました地域医療介護総合確保計画推進事業で

すが、一番基本となりますのが、今回、地域医

療構想等を進める上で、急性期から回復期へ機

能転換、今後、需要がふえる、あるいはふやさ

なくちゃいけないところに向けて病床の中身を

変えていく、そういったものについての医療機

関の施設、設備に対する補助を出すものであり

ます。

具体的にどことどこというのは、これから募

集をするという形になっております。

○外山委員 ということは、その施設のほうか

ら条件にのっとって要求があったところを選別

して補助をするということになるわけですね。

○孫田医療薬務課長 既に希望を表明している

ところがありますが、正式にどことどこに、具

体的に取り組むというものにつきましては、今

後、要望、調査等を行いまして決定していきた

いと思っております。
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○外山委員 対象は民間の医療機関ですね。

○孫田医療薬務課長 基本は民間になっており

ます。

○外山委員 先ほど中野委員からありましたよ

うに、いわゆる○新の事業、細かく①から⑫まで

ありますけれども、これは、大体皆さんの施策

は業界からの要望とか、いろんな意見の交換と

かがあって、こんなことを立ち上げられるのか

な。

○横山医療・介護連携推進室長 この地域医療

介護総合確保基金のスキーム自体が、各医療団

体でありますとか、介護関係の団体であります

とか、そういうところからの提案─市町村も

含めてでございますが─を聞いた上で計画を

つくるということになっております。現実に、

ここに上げさせていただいている事業の中のか

なりの部分は、いろんな提案をいただいたもの

を反映する形で事業化しております。

○外山委員 もう一点だけ、先ほど中野委員が

言われた実費徴収補足給付事業です。これは、

基本的には生活保護世帯の金額の算定基準と全

く違って、ある意味、子供の貧困に係る施策と

思うんです。ただ、予算が総額263万4,000円で

しょう。7,000円補助をすると、単純に割ってい

くと、対象は376人、月30人ぐらいなんです。該

当者は全県下30名しかいないということになる

のかな。

○川畑こども政策課長 これの対象となるのが

主に生活保護世帯となっておりまして、給食費

につきましては、対象者が23人で、教材費と行

事費等につきましては、222人と県内で推計をし

ております。

○外山委員 なるほど。その人数をもとに割り

振った金額なんですね。意外と少ないと思った

もんだから、大丈夫かなと思ったんです。もち

ろんこういう家庭環境において苦しい中、幼稚

園だとか、子供を抱えている世代は厳しいので

助けてあげればいいと思うんです。ただ、金額

的に十分なもんかなと一瞬思ったものですから。

結構です。

○後藤委員長 済みません。ここで委員会の傍

聴につきましてお諮りをさせてください。宮崎

市の平野氏ほか１名から質疑を傍聴したい旨の

申し出がありました。議会運営委員会の確認決

定事項に基づきまして許可することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することにいたします。

〔傍聴人入室〕

○後藤委員長 傍聴される皆様にお願いいたし

ます。傍聴人は、受け付けの際にお渡ししまし

た傍聴人の守るべき事項にありますとおり、声

を出したり拍手をしたりすることはできません。

当委員会の審査を円滑に進めるため、静かに傍

聴してください。また、傍聴に関する指示には

速やかに従っていただきますようお願いいたし

ます。

それでは、質疑を再開します。

○宮原委員 先ほど山下委員からもあった介護

の部分です。この前も話をしたと思うんだけれ

ども、特別養護老人ホームに１人入ると経費と

して40万ぐらいかかりますよね。38万から40万

ぐらいかかったと思うんですが、結果的には、

そこに入るには、自己負担もあるわけで、普通

の国民年金で入れるかというと入れないような

金額にもなったりしますよね。そうすると、先

ほど言われたように、人１人を在宅で、うちも

ばあさんを６年間寝たきりで見ましたけど、何

の支援もないです。ところが、資産があるとこ
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ろは、入れちゃえば年金だけ持っていかれれば、

あとはもう全部潤沢に見てくれるということに

なるじゃないですか。どっちの負担がその家に

とって大きいかとなると、結果的には家で見て

いるほうが大きくなるわけです。在宅にもって

いくということであれば、在宅で見ている人に

何かの優遇策をあげるような政策を、多分今、

そういう政策ってないんだと思うので、やはり

そういうのを県としても、今後の高齢化社会を

見据えた状況でいけば、国から示されたものだ

けをということではなくて、新しいものの提案

を国に対してしてもらうと。施設がどんどんで

きていけば、もうどんどんお金がかかるので、

今回もいろんなこういった改革というのも、医

療分であったり介護分も改革をされていくんだ

と思うんですけど、そのあたりはある程度、何

らかの優遇をしてあげないと。今後は幾らでも

上がっていくということになると思いますから、

山下委員が先ほど言われたので同じようなこと

を言ってしまいますが、そういうようなところ

に少し知恵を絞っていただいて、今後の宮崎の

高齢化、そういった介護のあり方の提案を逆に

していただくような状況があるといいのかなと

思うんですけれども、部長、どんなもんでしょ

うか。

○桑山福祉保健部長 おっしゃる点は十分、私

も納得するところでございます。

ちょっと数字は忘れたんですが、何カ月か前

の新聞で、認知症に伴う社会的損失というもの

が額であらわされたときがありましたが、その

ときに、いわゆる面倒を見る、介護をする方の

働かないことによる損失とか、そういう評価も

なされたことを記憶にとどめているところでご

ざいます。

それから、今度、質問でもありましたが、新

しい総合事業の中で専門的でない部分、洗濯で

あるとか、いろんな身の回りの世話の部分が身

近な主体、ＮＰＯでありますとか老人クラブと

いうようなこともあり得ると思いますが、身近

な人間が身近な方を見るという、極端に言えば、

隣の親戚の方を見るようなケースも、そういう

ケースが出てくるんだろうと思うんです。それ

は、おっしゃるような自宅で見ることについて

の近い方の評価がなされてくるような流れかな

と。総体としては、介護費用の増加が大きな課

題であるのでどういうふうになるのかわかりま

せんが、おっしゃるような点を踏まえて、また

我々もいろいろ考え、また国にも提案、議論等

をしていきたいと思います。

○横山医療・介護連携推進室長 先ほどの長寿

介護課長の答弁に補足をさせていただきたいと

思いますけれども、県としては、まだ検討云々

等はしていないんですが、一応、市町村がやっ

ております介護保険事業の中の地域支援事業と

いうのがございます。その中に任意事業、市町

村の判断でやれる事業でございます。

その中で、お話にございました家族介護をさ

れている方々に対する支援というのができます

と。やりたければできるというスキームになっ

ておりまして、実際に県内の市町村で申し上げ

ますと、例えば都城市でありますと、家族介護

慰労金ということで年間10万円、あわせて介護

用品の支給という取り組みをされておりまして、

ほかの市町村でも幾つかございます。また、寝

たきりの老人の方々を介護されている方につい

て、例えば宮崎市でありますと、月に２万円の

手当を支給するというような制度を持っており

ます。

ただ、先ほどの、例えば都城市の家族介護の

慰労金でございますと、要介護度が一番上の５
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ないし４に限定をしてと。さらに、介護保険サ

ービスを受けていない方という条件を入れたり

とか、市町村によっていろいろな条件をつけな

がら、全体の数で申し上げますと半分以下のと

ころでございますけれども、何らかの手当の支

給等を行っている市町村はございます。ただ、

全体として統一的にというふうになっておりま

せんし、お話にございましたとおり、在宅での

介護というのは非常に負担も大きいことでござ

いますので、私ども市町村ともいろいろお話を

させていただきながら考えさせていただきたい

と思います。

○宮原委員 ありがとうございます。もうどん

どんそういうふうに改革が進んでいるというこ

とはありがたいと思います。ただ、先ほど言っ

たように、40万、特養に入るときに10万円は負

担があったとしても、30万はどっからかのお金

が入ってきているわけじゃないですか。片や、

今言われた１万円だとか２万円だとかというこ

とであれば、逆にこの30万というお金は大きい

ですよね。仮に、これをその家に10万入れてあ

げることで、そこの、例えば奥さんなり、そう

いう人たちが働かずに家で見れるということに

なると３人分見れることにならんですかね。在

宅で見るということになると、お金はこの家庭

の中でもあるということになるので、これは私

のそういう発想ですけど、逆にそっちのほうが

いいんじゃないかなと。

実際、家でそういうのを見たときに、隣との

差というのは何なんだというと、お金があると

ころは入れちゃえばいい、お金がないところは

もう家で見るということになると、そこに福祉

の差が大きく出てくるような気がするもんです

から。

今、言われたようにそういう制度ができてい

るということは非常にありがたいということだ

と思いますので、今後、やっぱり国に対してそ

ういうことを大きく変えていかないと、これか

らどんどん高齢化が進んでいくということにな

りますので、そこはもう答弁は要りませんから

よろしくお願いしたいなと思います。

○中野委員 異口同音の発言で申しわけありま

せんし、また、過去のこの常任委員会でも繰り

返し、私も言ってきたことなんで今さらと全部

聞こえるかもしれませんが、この介護保険のこ

とについて、私ももう一度、繰り返し発言させ

てもらいたいと思うんですけれども、いずれ介

護保険制度は、私はパンクすると思います。

これができて今、16年目でしょう。最初でき

るときに、議員ではありませんでしたが、市の

担当と議論をしたことがあります。だから、よ

く覚えているんですが、こういう施設でどんど

ん賄っていけば大変なことになりゃせんかと、

負担が幾らでもふえていくんじゃないかと。私

も十年来、ずっと山下委員と同じ立場におりま

したから。そしたら、あなたたちみたいな在宅

介護のためにつくった法律ですよという説明を

されました。しかし、施設をつくってどんどん

やっていけば、みんなが競争してそこに入って

いく。日常の生活が大変ですから、そこから解

放してあげんないかんという気持ちにもなった

り、また、入る本人もそう思ったりして行けば

施設が幾らあっても足らなくなると、こう思う

んです。

この前、我々もミラノに行かせていただきま

した。そして、オーストリアにも行きました。

何か教育のことからちょっとガイドさんが言わ

れましたが、この国はそういう社会福祉をやっ

とるんだと。教育費もただ、こういう福祉もよ

り充実しているような話でしたが、そのかわり、
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国民が高額に、あるいは高率の負担をすること

はもう納得というか、当然だという国民性があ

るというような話をされたんです。だから、10

％以上の税金なりの負担金があって、収入から

そのぐらい持っていっても、それが当然だと。

そういう国民性があればいいけれども、日本に

おいては、まだそこまでなっていませんよね。

少し何か上がると言えばかなり反対があったり

いろいろしますが、だから、私はそういう西洋、

ヨーロッパみたいな、そういう国民性というか、

そういうふうになっていけばうまくいくと思い

ますが、今のような日本の国民性というか、こ

れでは、私はこの介護保険はパンクするんじゃ

ないかなと。

在宅介護で、さっき言われたように、その10

万円でもあれば非常に助かります。勤めとかを

やめないといかんといったけど、我々はパート

でさえもやめないといけなかったぐらいなんで

す。実際そういう人もたくさんおります。する

と、周りがどんどん介護において、そうする必

要ないという社会になっていけば、在宅で介護

することはばからしいということになるのが当

然だと思います。そうすると、一段と負担金が

かかる。それはどこから持ってくるかというこ

とになります。また、日本のいろんな歳出、そ

の中身を洗えば、人によっては戦闘機１機が幾

らするじゃないかと言う人も議論すればありま

す。しかし、いずれも国費とか県、市町村で、

今、歳出しとるお金が無駄なお金を使っている

ものはないと思うんです。だから、要求も96兆

円のものが120兆円まで膨らんでいるんでしょ

う。社会保障の部分だけで見ていけば、本年度

の予算が96兆円のときで31兆円を超えておる。

厚労省のところの予算額だって31兆円を優に超

えている金額が予算化されているのが現実です

から、それがどんどん膨らんでいく。毎年１兆

円ぐらいずつ膨らんでいけば、10年間で40兆を

超えるという話ですから、私は、この介護制度

は、施設ばっかりを頼っては、あるいは国民一

人一人は大変だけれども、どこかでか、みんな

が負担を承認しないとすれば、さっき言ったよ

うな形も含めて、考えていかないと、いずれパ

ンクするんじゃないかな、こう思っているんで

す。

皆さん方は国の機関といろんな発言する機会

もあるだろうから、その辺の実態も含めて、ぜ

ひぜひ声を大にして言ってほしいと思うんです。

この介護保険については３年置きの見直しでし

たか、されるので、今その見直しの新しい年度

が今年度からスタートしたわけでしょう。あと

２年数カ月のうちにじっくり検討してまとめて、

きちんと、恐らくそういう発言をする機会はも

う１年後ぐらいからあるんだろうと思うんです。

そうしないと３年置きの繰り返しの事業になら

ないと思いますから。また、厚労省からも派遣

されている職員の方もいらっしゃるでしょう。

自分のところに帰ったら、またそういうことも

一生懸命、省内で発言してほしいと思うんです。

異口同音のことを繰り返し、また過去も含め

て言いましたが、よろしくお願いしておきます。

○前屋敷委員 私も委員会資料の２ページの介

護分のところの④、高齢者生活支援担い手確保

モデル事業で210万なんですが。総合事業の提供

主体となる担い手の育成ということで、要支援

１、２が介護制度から外されて、総合事業の中

で市町村がそれを担うことになって、どうそれ

を実現していくかという事業だと思うんですけ

れども、具体的にはどういうふうに進めていく

取り組みになっているんですか。

○横山医療・介護連携推進室長 このモデル事
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業でございますけれども、委員のお話にござい

ましたとおり、総合事業の中で新しいサービス

提供をしていくと。それをＮＰＯ等が掃除をやっ

たり洗濯をしたり配食をしたり、いわゆる従来

の介護事業所のほうで専門的なサービスをなさ

れてきたと。議会の答弁でもございましたとお

り、それはそれで維持されるわけですけれども、

そこに加えて、新たなサービスとして軽いもの、

専門的なサービスでなくてもいろいろ生活支援

ができることはいろいろあるんではないかと。

申し上げたように、掃除でありますとか電球の

交換とかを含めてですけれども、そこをＮＰＯ

等に担っていただくということです。これから

本格的に市町村は取り組んでいかなければなら

ないということになりますので、そのモデルを

つくるということで、今のところ、積算上では

３つの市町村ぐらいを考えております。ＮＰＯ

さんでありますとか、または企業さんであると

か、または元気な高齢者の方々のグループとい

いましょうか、そういったところを想定してお

ります。この担い手となっていただける団体と

いうものを各対象となりました市町村で募集を

していただいて、その方々に対して、実際にど

ういうサービスをしていくのかでありますとか、

直接高齢者の方々がお宅の中に入り込んでいろ

んなサービスをすることになりますので、その

ときに気をつけなければならない接遇の仕方と

か、そういったところも勉強していただくと。

１年目にそういう研修をしていただいて、翌年

度には、一般の高齢者で支援を必要とされる方

々のところで実際にサービスをする。これをモ

デルとしまして、他の市町村にも波及ができる

ように持っていきたいと考えております。

ちなみに、３市町村であれば、１市町村１年

で70万円を上限にと考えておりますけれども、

これから市町村と調整する中で、市町村をふや

す場合は、ちょっと額が下がりますけれども、

そういったことも考えております。

○前屋敷委員 モデル事業も進めていきながら、

基本的にはやはりボランティアが主体になって

くるという方向も進めていくんじゃないかなと

私は思っているんです。確かに、地域でお互い

に支え合うということは非常に大事なんですが、

国民みんなが支えていくシステムで介護保険が

できたんだけれども、それがだんだんと財政的

にも厳しい状況になってきて、本当に安心して

老後が迎えられないなというのが本音ですよね。

それと、３ページ目の⑧ですけれども、認知

症サポート医スキルアップ事業について、認知

症サポート医という専門的にこういうお医者さ

んがいらっしゃるんですか。

○横山医療・介護連携推進室長 まず、これの

資格をとるためには２日間、研修を受けていた

だくという形になります。多くは、精神科のド

クターが多いんですけれども、そこが限定され

ているわけではございませんで、認知症医療に

ついて自分の知識を深めたいとか、いろいろ医

療自体をやっていきたいという方についてはど

なたでも結構ということで、内科医の先生方も

結構おられます。今、県内で認知症サポート医

として登録をいただいている先生方が49名い

らっしゃるんですけれども、これからサポート

医の先生方を中心にして、多職種連携で認知症

の方々の早期発見、診断、治療ということを進

めていかないといけないということで、各市町

村にチームを置くことになっておるんですが、

その中心がこのサポート医になります。この事

業ではございませんけれども、県の基金事業と

しまして、新たにサポート医を３年で30名、養

成をしていくという事業も組ませていただいて
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おります。

○前屋敷委員 では、ドクターにかなり協力を

もらうという事業になっているわけですね。

○横山医療・介護連携推進室長 これは、医師

会からの御提案でございまして、事業自体も医

師会に委託をしてやってまいります。この事業

そのものは、サポート医で既に登録をいただい

ている先生方に、さらに認知症医療に対する治

療の知識とか、サポート医としていろんな包括

支援センターでありますとか、かかりつけの先

生をつなぐ、連携させるという役割があるんで

すけれども、そこも改めて理解を深めていただ

くという事業を医師会でやっていただくと。そ

ういうスキルアップをやっていきたいという事

業でございます。

○前屋敷委員 次に、⑩です。栄養管理チーム

支援推進事業、これもちょっと耳なれない言葉

なんですけど、これは在宅での栄養管理チーム

というのをつくっていくということなんですか。

○横山医療・介護連携推進室長 近年、医療機

関で、非常に早く回復をして、自立的に動いた

りできるようにするためには栄養管理というの

は非常に重要だということで、管理栄養士が中

心になっていろんな指導とかをされています。

これがなかなか在宅ではできていないという現

状がございます。これは、県の管理栄養士会の

ほうからの提案での事業なんですけれども、管

理栄養士、それに看護師でありますとか、言語

聴覚士とかケアマネジャーの方、そういった方

々でチームを組んでいただいて、実際にモデル

ケースを選定しまして、管理栄養士が中心にそ

ういう多職種が一緒になって、在宅で療養され

ている方に対する栄養のサポートを実際にやる。

それをモデル的にやりまして、先ほどの事業と

同じですけれども、モデルでやったものについ

ての評価、検証等を行いまして、まとめて、ほ

かの市町村、全域に広がっていくようにやって

いくと考えておる事業でございます。

○前屋敷委員 補正ではモデル的な事業で、今

後、広めていくということなんでしょうけれど

も、かなり壮大な事業になりましょうね。在宅

のそういった皆さん方の栄養指導まできちっと

されるということになると。基本はそこで行い

ますが、あとは市町村にずっと任せていくとい

うことなんですか。

○横山医療・介護連携推進室長 基本的には各

市町村での取り組み、地域に根差した形での取

り組みになってまいりますので、地域の包括支

援センターとかが中心になって、最終的には動

いていただくという形になると思います。そこ

のスタートアップのところを県として支援をし

ていくという事業でございますが、もちろんい

ろんな形でかかわりを持ちながら、できるだけ

の支援はしてまいりたいと考えております。

○前屋敷委員 こちらの歳出予算の説明資料

の37ページの認可外保育所の職員の皆さんの健

康診断のための予算が出されているんですけど、

３市町と言われたんですが、どこになりますか。

○川畑こども政策課長 ３市町は、日向市、三

股町、高千穂町の３市町でございます。

○前屋敷委員 これまでずっと補助が出されて

いたんですか。

○川畑こども政策課長 昨年度までも、名前は

違うんですけれども、別の事業で同じような事

業が組まれておりました。

○前屋敷委員 では、これは申請を各認可外の

保育所から各市町村に出されたところについて

は、市町村を通じて県に申請があるというシス

テムになっているんですね。

○川畑こども政策課長 この事業は、市町村が
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その認可外保育所に補助を行う場合に県も３分

の１を補助するというものなので、県が全ての

保育所自体の申請を受け取るわけではございま

せん。

○前屋敷委員 これまで県内の自治体では、既

にどのくらい進んでいますか。

○川畑こども政策課長 この事業において補助

を行っているのは３市町ということでございま

す。

○前屋敷委員 この３市町だけですか。

○川畑こども政策課長 同じ３市町でございま

す。

○前屋敷委員 昨年もということでしたけど、

同じくこの３市町から昨年も上がってきたと。

ほかには広がってはない。

○川畑こども政策課長 市町村において認可外

保育施設に補助を行うという判断をした場合に

県も出すということなので、希望があった市町

村が３つであったということでございます。

○前屋敷委員 こういう制度といいますか、予

算のつけ方というのは、各自治体には制度の周

知徹底などはしてありますか。

○川畑こども政策課長 全ての市町村にお知ら

せしております。

○前屋敷委員 認可外の保育所には、子供たち

が保育園には通っているわけですから、また、

健康管理も非常に大事なことなので、もっと認

可外にもそういう補助予算が、これに限らずつ

くことが必要だと思います。制度は周知徹底さ

れているということですが、大いに活用しても

らえるような指導、援助、助言もお願いしたい

と思います。

○川畑こども政策課長 認可外保育施設の衛生

安全対策の事業でございますが、この事業を初

めとして、保育施設における職員の衛生安全を

図ることは子供たちの安全対策にもなりますの

で、市町村にいい事業につきましてお知らせし

て働きかけていきたいと思います。

○井上委員 今回の予算と、どうリンクするの

かというのが、ちょっと私もわからないところ

もあるので教えてほしいんですけど、問題意識

として、不正受給した施設とかがあったりとか、

そういう問題とかがありましたよね。それとか、

宮崎県では起こってないかもしれないけど、施

設側の職員の方が高齢者の方に対する不適切な

対応をしている事例があったりとか、非常に問

題になった。それで、そういう意味で言えば、

やっぱり研修を含めてそれの対応をしていかな

ければいけないのではないだろうかという問題

意識というのは全体的にあったと思うんです。

どれがどれなのかがちょっと私もわからないん

だけれども、さっきの不正受給の問題なんかは、

監査している側の監査の人たちが不十分だった

からというだけの問題意識なのか。それとも、

やっぱりそういうものを是正していくための何

か下支えというか、そういうための対応という

のが具体的に出てくるといいなといつも思うん

です。そういうのがあった場合のことも含めて

ですけど。それに対する対策は、今回の予算の

中には考えられていないもんなんですか。私と

岩切副委員長が激しくそれの問題について責め

られてきたという経過があったもんですから。

だから、やっぱりそういうことを含めて、もっ

と敏感にそういうものが具体的に出てくるとい

いなと思うんですが、この中にそういうものは

全く考えられてないんですか。

○松田長寿介護課長 委員がおっしゃいました

不正受給の問題、大体小規模の施設という中で

発生しているという事例も多うございます。今

回、御提案を申し上げております事業の中に、
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雇用管理制度整備支援事業というのを御提案し

ております。これは、ここにもございますよう

に、小規模事業者の方々を対象にしております。

大体、経営する法人単位で約50人以下の法人を

対象にしておりまして、小規模の皆さん方は、

経営とか労務管理とか、そういったノウハウを

なかなか学ぶ機会も十分でないということもご

ざいます。今回、事業所単位に県内で連絡協議

会というものを設立いたしまして、その中で私

どもからのそういった介護保険制度についての

いろんな周知をさせていただく。それから、雇

用環境の改善とか労務管理についてのいろんな

お話をさせていただく。それから、日ごろ悩ん

でいらっしゃること、こういったことを皆さん

方で話していただきながら、専門のスタッフが

指導、助言をさせていただくという機会をつくっ

ていきたいと考えておりまして、この中で、そ

ういった不正受給とか、そういったものがそも

そも起きないような、運営ができるような体制

づくりを支援させていただければと考えており

ます。

○井上委員 そういう説明をいただきたかった

なというのが一つあるんです。

それと、敏感にそれについて受けとめがある

ということがアピールできないといけないと思

うんです。予算というのは、そういう意味で言

えば、私たちから見ると、それが具体的に出て

きたときに何で出るかというと、予算で出るの

で、その辺を教えていただきたいというのが常

々あるわけです。多分これじゃないかなと思い

ながら見てはいても。

それともう一つは、先ほど山下委員や宮原委

員からも出ておりましたが、介護する人たちの

気持ちというのは、優しさがあろうとなかろう

と厳しいわけです。結局ストレスがないかといっ

たらストレスはあるわけです。だから、おうち

でもやられている方たちも、たまにはレスパイ

トなんかをしてあげる必要性だとか、いろんな

意味でほかの制度を活用していくという力を持

たないと、なかなかお金を差し上げただけでは

収拾がつかないような感覚というのがあると思

うんです。お金もうれしいけれど、自分の時間

がしばらく欲しいという方もいらっしゃると思

うんです。そういう意味でいうと、制度を幾つ

か重ねていって、はっきり申し上げれば本当に10

万で済むようなもんじゃないと思うんです。自

分の親だから、自分の兄弟だからとかと言われ

てみても、そこで何となく精神的に折り合いが

つかないものもあったりすると思うんです。

その一方で、仕事としてそれをやっている方

たちにとってみると、そこをどう受け取るかと

いうと、施設、雇っているほうの側の方たちが

きちんとした、その方たちのレスパイトができ

てないといけないということだと思うんです。

だから、雇用している側の、そういう意味での

力です。働いている人たちの意識、上から落と

してしまうようなことをしなくても済むような

環境をつくらないといけないわけです。それか

ら、意地悪をしないで済むような環境、いろん

な事件を見たりすると、こんなこといかんよねっ

て一言で言ってしまえば、それまでなんだけれ

ども、そこまでになっていくものをどこかでと

めていかないといけない、歯どめをしなきゃい

かんということだと思うんです。そこをどうやっ

て、新たに介護するということを含めて、それ

を職業とすることのあれを、ケアをしていかな

いといけないというところもあると思うんです。

キャリアアップだとか、いろんなことが書かれ

ているわけですが、先ほど言われたようなこと

も含めて、そこを丁寧にやっていけるための予
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算の確保、小さいところは自分のところで研修

ができなかったりするわけで、その人たちの研

修を丁寧にやっていかないと、そこを放置して

いくと問題がいっぱい出てくる可能性があるん

じゃないかなと思うんです。

怒りを持って私とか岩切副委員長のところに

ぶつかってこられる人に、私どもも、こういう

のもありますからと言えるような力を、実は私

たちも持ちたいわけです。だから、そういうの

をしっかりとここに、ここで対応できる力を行

政側は持っているんですということをちゃんと

言えるようなものが欲しいなと思うんですけど、

それについてはどのように考えておられますか。

○松田長寿介護課長 委員がおっしゃいました

とおり、受け入れ職員の皆さん方にしても、早

期退職といいますか、いわゆる離職率が非常に

高いというようなこと。介護の現場が、特に離

職される方のうち８割ぐらいは、もう３年以内

に離職されるという状況だと考えております。

それで一方、なぜ選んだかという理由につい

ては、皆さんは、やっぱり働きがいがあるから

ということで選んでおられます。そういった気

持ちを持って入っていただいたんですけれども、

やはり早期に退職される方が多いということで

ございますので、今回の介護職員の就業定着促

進は、特に３年未満の方、離職率の高い方々に

絞って、経験も余りなくて就業された、現場で

いろいろ悩みを抱えていらっしゃる方々に対し

て、初任者研修、これをまず受けていただいて、

基本から介護を学んでいただくと。そういうこ

とで、離職の防止あるいは定着の促進というふ

うにつなげていきたいと考えております。

中身といたしましては、事業者の皆様方がそ

ういう職員を研修に出すこと、これは代替の職

員が必要になったりということ、経済的な負担

がどうしても出てまいります。それから、職員

についても研修費用とかいうのもございますの

で、この事業におきましては、そういった研修

費用を県で一部負担させていただくということ

で、多くの方に研修を受講いただきたいという

ことでございます。そのことで、その後、受け

た方がさらにキャリアアップして介護福祉士の

資格を取るとかいうようなことで、定着がさら

に進んでいくんではないかと考えております。

○井上委員 全てを行政ができるなんて私も

思ってないわけです。だから、できるだけそう

いう施設側、雇うほうの側の皆さんにも、でき

れば、大きな資本を持っているようなところに

全てを任せていきたいみたいなところもあるん

です。だけど、小さいけど小さいなりに心がこ

もっている場所もあるわけで、やっぱりいろん

なことを考えていかなければいけないと思うん

です。私なんかにも相談に見える人たちの中に

は、最初から監視カメラをつけろみたいなこと

を平気でおっしゃる方もいらっしゃるわけです。

だから、それはあってはならないことだし、そ

れは必要な場合もあるでしょうけれども、それ

だけで全てが解決するわけではないので、やっ

ぱりそういうことも含めてしっかりとした対応

ができる、少なからず結果的に最悪のところま

で行かないよう、ストップすることができるぐ

らいの対策をきちんととられるべきだと思うん

です。やっぱり職員の研修というのは、本当に

少し求めていく力も行政側も持たないと、全て

うちでやりましょうということにはならないと

思うんです。だから、自分のところで、雇用す

る側のほうもそういうことに対して丁寧にやっ

ていただきたいなと思うので、そこをしっかり

と求めていく力を行政側も持たないとだめなん

ではないかなと思いますけど、そこはどうなん
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ですか。

○松田長寿介護課長 委員がおっしゃいますと

おり、やはり職員を預かる管理者を含めて、私

どもとしてもただ監査という場だけではなくて、

そういったことが起きないような、今の介護現

場の課題についてやはりいろんな取り組みを考

えていかなくちゃいけないんじゃないかという

ことでございまして、今回、こういった事業を

提案させていただいておりますが、今後ともこ

の基金等を活用して、そういった対策について

も取り組んでいきたいと考えております。

○後藤委員長 済みませんが、ここで１回、休

憩を入れさせていただきたいと思うんですが。

３時再開でよろしいですか。３時再開ぐらいで。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、３時再開ということ

で、暫時休憩させていただきます。

午後２時47分休憩

午後２時59分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

引き続き、議案について質疑はありませんか。

○松田長寿介護課長 １点、訂正をさせていた

だきたいと思います。

先ほど介護職員の平均年齢42.5歳と申し上げ

ましたが、これ全国の平均年齢でございまして、

本県は41.8歳でございます。申しわけございま

せん。訂正をさせていただきます。

○中野委員 議案第７号について、教えていた

だきたいと思います。

これは、がん登録等の推進に関する法律とい

うことで、２年前にできていたようであります

が、これに基づいて、全国がん登録の実施に関

し、意見を聴取する、あるいは審議会の運営等

をするということで、宮崎県がん対策審議会条

例をつくるということですよね。

それで、もともとの法律は、がん登録等の推

進ということでありますが、実際この法律の中

身は、がん登録に関することが主なのか、それ

ともこの条例の概要には、がん対策推進計画あ

るいは策定変更に云々ということで、これが先

に来ているんです。この法律の中身を教えてい

ただきたいと思います。

○木内健康増進課長 まず、がん登録等の推進

に関する法律の中身ということですけれども、

もともとがん対策につきましては、がん対策基

本法の中で総合的に推進するということが定め

られている中、がん登録については規定がなかっ

たと、なかったというか、全国がん登録という

ことの規定はなかったということでありまして、

全国がん登録の実施に関する内容のみで、この

がん登録等の推進に関する法律というものは制

定をされております。

○中野委員 そうしますと、全国がん登録の実

施ということになっておりますが、来年１月か

らになるんですか、病院にがんで入院した場合

には、必ずどこかの機関に病院が直接登録をす

るということになるんですか。

○木内健康増進課長 来年１月以降、病院には

法律の義務が課せられまして、がんの患者さん

の診断をされた場合には、それを都道府県知事

に対して届け出るということになります。御本

人が届け出をしていただく必要はございません。

○中野委員 本人が届けないから問題だと思う

んだけど、これは今、都道府県知事にと言われ

ましたが、県どまりの届け先ですか。登録先を

国も共有するんですか。

○木内健康増進課長 県におきまして内容を少

し整理しまして、医療機関ともやりとりをさせ

ていただいたりすることのステップがあります
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が、その後、県から必要な情報を国に届け出ま

して、国で全国のデータを集計するということ

になります。

○中野委員 いわゆる、その登録先は県であり、

結果的に国になるということですね。

○木内健康増進課長 そのとおりでございます。

○中野委員 そうすると、その前に、この審議

会のメンバー、みんなで12名いらっしゃいます

が、これを見ていくと、医療関係者、それから

情報保護に関する学識者、それと患者側という

か、実際患者になられた方ですが、これは４人

ずつに均等に配置されるということになるんで

すか。

○木内健康増進課長 必ずしも４人均等という

ことではございませんで、例えば、医療関係で

も一般的な医療関係の団体の代表の方であると

か、がんの診療をされている実際の病院の代表

の方であるとか、あるいは検診機関の代表の方、

あるいは在宅の医療の方であるとか、さまざま

な分野の方に入っていただきたいと考えており

ます。

○中野委員 今は全部言われましたか。これは

３つありますよね。医療関係者、それから情報

の保護に関する学識経験者とあるから、その関

係の人ですよね。それと、患者代表。それがど

んなふうに12人に割り振りするんですか。

○木内健康増進課長 この条例を認めていただ

きましたら、その後に人選を進めてまいります

が、個人情報の保護に関する学識経験のある方

につきましては、今のところ１名の方にお願い

をしたい。また、がん医療または、がん検診を

受ける立場にある方につきましては、２名の方

に入っていただきたいというようなことで考え

ております。

○中野委員 12人にならんがね。１と２を足せ

ば３じゃがね。

○木内健康増進課長 個人情報の保護の学識経

験のある方が１名、がん医療、がん検診を受け

る立場にある方２名、さらに、がん医療、がん

検診またはがんの予防に関する学識経験のある

方９名ということで、合計12人というようなこ

とを考えております。

○中野委員 多いほうから言えばいいのにな。

私は、なぜ細かいことを聞くかというと、いわ

ゆる個人情報ですよね。個人情報の名前が、が

ん登録等の推進に関する法律だから、登録する

ということは個人情報が─しかもがんは告知

するとかしないとか、今は大方、病院が告知を

するようです。そうしないと、患者がもうがん

と知っておれば云々ということがあって医療問

題も発生するんだろうと思うんです。だから、

昔は絶対マル秘にしちょったのを告知する方向

にあるけれども、しかし、がんは告知されても

非常に個人的には悩む話ですよね。それが県に

法律で強制的に登録される。それで、国にもそ

れを共有する。そこから実際はいろんな対策が

生まれるとは思うけれども、さっき、くしくも

言われましたが、課長から個人が登録する必要

はありません云々と言われましたが、そこが問

題で、強制的に、必然的に病院が登録するわけ

ですから。個人の立場云々じゃなくて、法律だ

からしなきゃならなくなったんだと思うんです。

それを管理するわけですよね。それを行政レベ

ルばっかりで管理するということはいかんから

審議会ができて、制定の理由、それから条例の

概要ということで書いてありますが、情報保護

に関する人が１人と、今、聞いてびっくりした

んだけど、要は法律からして、がん登録だから

登録をするということは個人情報がそこに行く

わけだから、私はそれを県レベルで、住民のう
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ちたった１人で本当に保護云々になるんだろう

かなと。

それで、この法律の目的は、その制定の理由、

この審議会の理由を見れば、全国がん登録の実

施に関し、意見を聞くなどのため設置する審議

会の組織、運営に関して必要な事項を定めると。

そして、所管の事務を見れば、がん対策推進計

画の制定及び変更の際ということで、やっぱり

がん対策推進のことが主で、そして、２番目に

登録の推進に関することで云々とあります。こ

の制定の理由は、登録の実施ということで、が

ん対策推進よりも登録して云々、その組織のこ

ととか運営のことを見れば、その登録された人

たちのことでいろいろあるだろうということの

ように読めるんです。この条例の概要の中身を

見て、初めて、その登録をされたいろんな内容

から、がん対策のことをいろいろ集まっていろ

いろ意見を述べ合ったりするということで、こ

れからのがん対策に資していくということだと

は思うけれども。それにしても条例の制定理由

からして、何かこの条例の中身が、我々が知ら

ない、こっちにもあって読んでみたけれども、

こっちを読んでもいろいろ書いてありますが、

わざわざ制定理由のところを頭に持ち出して、

私は、いわゆる秘密の、いわゆる知れたくない、

人には言いたくないがんのことを、誰々がとい

うのは、県にはそれが、情報が全部入ってきて

しますよね。

だから、非常に極めて重要な個人情報を知る

ことになるから、そのあたりのことの情報管理

とか、そこについては専門家がやっぱり３分の

１は入ってやることだろうなと思いつつも質問

はしてみたんです。現実、今、聞いてびっくり

したんだけども、たった１名ですよね。これは

少な過ぎます。平等割にすべきだと思うんです。

あなたたちのこの理由からして、我々に説明す

る常任委員会資料のしょっぱなの理由に、制定

の理由だけを見れば、何もがん対策推進が云々

ということは書いてないですから。理由が一番

ですので。だから、お医者さんか医療関係者ばっ

かりが全体のほとんどだということじゃなくて、

私はどうもこの説明からして、何かこの趣旨が

合わないなと。法律の趣旨に合わんなと。がん

登録等の推進に関する法律という、登録させる

ということから、特に個人情報がそこに集まる

わけですから。それに１名というのは、これは

法律が定めて、こういうものをつくりなさいと

いうことになっているとは思うんですが、極め

て少ないな。個人情報保護にはちょっと疑義が

出てくるなと、こう思って今、尋ねているとこ

ろですが、それでもやっぱり９、１、２という

ことになりますか。

○木内健康増進課長 確かに、がん登録、患者

さんの機微な情報を法令で一堂に集めて利用す

るということで、そもそもがん登録法の中でも

情報を厳格に保護しなければいけないというこ

とで理念にもうたわれておりますし、関係機関

の守秘義務、それから罰則につきましても厳し

く定められております。そして、情報を第三者

に提供する場合に、提供された方にも法律の保

護、守秘義務というものは及んでおりまして、

それは罰則も及ぶということになっております。

審議会におきまして、個別の利用の申請に対し

まして可否を判断していくということになりま

して、その受ける立場の方あるいはその保護に

関する学識経験者ということも入っております

し、また、がん医療の学識経験のある方という

のも、まさに医療の現場でがん医療を行われて

いる方ということであります。機微な内容であ

るということも含めまして、医療の専門家だか
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ら個人情報の保護は知らんということではなく

て、そういったところにもよく気をつけて議論

をいただきたいと考えております。

○中野委員 罰則の中身は何ですか。この罰則

というのは、条例の中に罰則があるんですか。

それとも法律の中にあるんですか。

○木内健康増進課長 登録等の推進に関する法

律の中に罰則がございます。

○中野委員 その罰則の中身は何ですか。

○木内健康増進課長 立場によりましてさまざ

まありますけれども、例えば、秘密を漏らした

者は２年以下の懲役または100万円以下の罰金に

処するというような形の規定になっております。

○中野委員 そういう懲役刑とか罰則か、過料

もあるのか知りませんが、そういうのがあって

も犯罪を犯す人は犯すんです。死刑制度がある

からといって殺人事件が減るかというとなかな

か減りませんが、２年以下あるいは100万円以下

の懲役刑、罰則規定があっても、ひょっとした

ら漏らす人は漏らすかもしれません。そのこと

を内規というか条例で定めるのが今度の県がん

対策審議会条例でしょう。だから、組織及び運

営の中の審議会の12名で構成するという米印を

見れば、大きく３つに分かれる人たちがメンバ

ーになるようになっているから、医療関係者、

情報保護を専門にするような人、それから患者

代表というか、そういう人。だから、そのうち

の私は、患者代表も非常に大切だと思いますが、

それと同じように情報を保護するところもやは

り専門的な話にもなるわけですから１人でいい

ということにはならんと思います。たった１人

の人では、お互いのブレーキ役というか、言い

たい放題には言わないと思うけれども、やはり

複数いないと、やっぱり考えが違いますから。

裁判だって、原告と被告じゃ立場が違ったのを

弁護するわけですから、原告側に立つ弁護士、

被告側に立つ弁護士、相反してをするのが弁護

士ですから、それと同じように、審議会といえ

どもやはり単なる１人というのはどうもいただ

けないなと思うんです。これは、複数は必要だ

と思うんです。それが条件でしか採決に加われ

ないけどね。

○日高福祉保健部次長（保健･医療担当） 確か

に、委員会資料の制定の理由では、がん登録の

法律に基づく条例の制定ですとお示しをさせて

いただいているんですが、議会資料の議案第７

号のところ、21ページをごらんいただきますと、

第１条が、がん対策の総合的な推進に関する事

項を審議するため宮崎県がん対策審議会を置く

というようにしております。そういった意味で

は、先ほど課長が説明しましたとおり、今回、

がん登録の推進に関する法律ができましたが、

その大もととして、がん対策基本法という法律

がありまして、これまでも、県としても協議会

などがございましたが、それを今回のがん登録

等の推進に関する法律ができることに合わせて、

さらに、がん登録に関する部分も加えて、がん

対策の総合的な推進、まさに登録情報がきちん

と精度高く集まることで、今まで行ってきてい

るがん検診等の効果がどれだけあるのかですと

か、さまざまなこれからのがん対策の情報があ

ることから、そのような第１条に定めた上で、

２条の所掌事務として、まずは、がん対策推進

計画の策定及び変更に関することを１番目に上

げ、そして、今回の新たな法律にあります、が

ん登録の推進に関する規定に基づく諮問という

ものを２つ目に上げさせていただいているとこ

ろでございます。

個人情報の保護に関する学識経験者につきま

して１名ということで考えておりますが、情報
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の保護につきましては、先ほど申しましたとお

り、がん医療に携わる専門家たる医師等は十分

にその点は承知しておりますし、そういった点

では、情報の保護についてのある意味、専門的

知識もあるということです。いわゆる情報をど

う扱ったら漏れないかという意味での個人情報

の保護に関する学識経験のある方には、最低お

一人は入っていただきたいということで考えて

いるというところでございます。

○中野委員 制定の理由の説明の順番の仕方か

らして、条例を見れば、こんなふうに十分に書

いてあります。委員会資料の制定理由に何でこ

ういう書き方したのかという、かえって疑義が

残りました。

それから、個人情報の保護に関する学識は、

やっぱり１人みたいなことを言うけれども、お

互いに、複数いないと牽制もききません。やは

りがんというのは生死に一番近い、かかわる病

気ですから、その情報が県に、あなたたちが漏

らすとかそういうことは毛頭考えませんが、そ

ういうことで来たところの管理の仕方とかは、

やはり厳重に管理する、そういう専門家が入っ

た審議会でないと、医療的に予防の推進云々と

いうのはここだけで審議せんでも、もともとが

医療に関しては医学的なことですから、別途あ

るわけですから。がん登録等の推進、がん登録

が頭にあるわけですから、登録。何で登録化さ

せるかということは、がんのこれから対策予防

をどうしようかということが、裏の目的はそう

だと思いますが、やはりそれを県のレベルで、

この審議会つくって云々するのに、今さらそこ

のお医者さんばっかり、関係者ばっかりが９人

集まって、合わせて12人集まっても、何もがん

の対策をそこで協議をする云々じゃないと思う

んです。やはり情報管理というのは非常に大切

です。今から先は情報管理がいかにして大切か

ということになると思うんです。それは、病院

から県へ登録をするやり方においても、ひょっ

とすると途中で漏れたりする場合もあるし、い

ろんな機器を使ってでも、そこからハッカーが

入ってどうのこうのとかありますが、いろんな

面で厳しく─何かこの条例についてのメンバ

ーの当てはめ方というのは、国からの法律上の

指導があるわけですか。

○木内健康増進課長 このような者で構成しな

さいという分類は入っていますけれども、割合

については規定があるわけではございません。

○中野委員 ないのなら、さっき言われた人数

の変更はぜひお願いしたいと強く申し上げてお

きたいと思います。後で、委員協議のときにい

たします。

それから、これは施行期日が公布の日という

のがありますが、この条例は、これを施行して

から何カ月以内が公布の制限ですか。いつが公

布の日になるんですか。

○木内健康増進課長 施行の日と公布の日の関

係ということでお尋ねがあったのかと思います。

議案の資料22ページの附則のところに、この

条例の附則ということで、この条例は公布の日

から施行するという規定がございますので、公

布された日に即日、施行するという趣旨でござ

います。

○中野委員 ちょっと私も言い違いしましたが、

制定の日からいつ公布されるんですか。要は、

公布がいつかということです。

○木内健康増進課長 私どもとしましては、公

布の日に制定されるものだと理解しております

けれども、まさに、この県議会におきましてど

ういうふうに手続をいただけるかということか

と思っております。
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○桑山福祉保健部長 ちょっとうろ覚えなんで

すが、議決をしていただいた後、議決の連絡を

受けて、その後、数日以内で総務部のほうで県

公報に載せて公布という手続になると思います。

○中野委員 私は、わざわざ公布の日と書いて

あったから、県の公報に登載した日になるだろ

うか、それともまだ、いつされるかわかりませ

んが、少なくとも来年の１月から法律は実施さ

れるわけでしょう。平成28年１月から開始され

る全国がん登録の実施に関し、意見を云々と書

いてあるから、ずっと先付になるのかなと思っ

たりもしたんです。法律が動かない前に決めて

おってもいいんだろうか。それとも、その後と

いうふうになるんだろうか。その辺のことを思っ

たもので、施行日即実効するというぐらいが普

通かなと思ったけど、公布の日と書いてあるか

ら。何か法律は６カ月何とかかんとかとありま

すよね。条例も何かあるのかなと思って。すぐ

にでもできるということですね。

○木内健康増進課長 がん登録等の推進に関す

る法律は、ほぼ来年の１月１日に施行というこ

とでございますけれども、附則の中に準備行為

という規定がございまして、来年の１月１日の

施行前に準備行為をすること、これについては、

その前から実施をするという規定がございます。

県におきましても、まさに審議会で準備の議論

もさせていただきたいと考えておりまして、そ

のために法律の施行よりも先立って、この条例

の施行をしたいと考えているところでございま

す。

○中野委員 こういう回りくどい話をしたのは、

これに対する予算はどうなるんだろうかなと

思ったもんだから。その予算はどうするのと、

どこに計上してあるのかなと思ったもので、い

つ公布になるんだろうかと聞いたところでした。

予算の計上の必要はないわけですか。審議会を

つくれば日当やらって別途法律があるんですか。

こういう審議会に来る人には日当か何か払うで

しょうが。会議をすれば会議費が要るでしょう。

○木内健康増進課長 審議会の開催の必要な経

費につきましては、既に予算をお認めいただい

ておりまして、また、国の補助も２分の１補助

ということで、これからいただくということで、

予算はいただいております。

それから、来年１月１日以降に、実際に医療

機関から届け出をいただくわけですけれども、

この場合には法律の義務ということになります

ので、ここは義務ですので、対価を支払うとい

うことではなく実施をしたいと考えております。

○中野委員 これは、もう当初予算で計上され

ているの。骨格、肉づけ、どっちでしたか。

○木内健康増進課長 少し説明が前後しており

ますけれども、これまで宮崎県でがん対策を推

進するために、宮崎県がん対策協議会という機

関を設けまして、重要な事項についての議論を

行ってまいりました。この条例に基づく審議会

というものが設置をされて、所掌事務の①にあ

りますとおり、これまで協議会で行っていまし

た事務については、この審議会のほうに引き継

ぐということとなっておりまして、そこで既存

の予算ということでお認めいただいているとい

うことでございます。

○中野委員 情報をまとめていけば、どんどん

膨らんでそれを管理したり、いろいろしていけ

ばお金が必要になってくると思うんですよね。

それは、来年の１月以降からどんどん発生する

かもしれないと理解しとけばいいですか。

○木内健康増進課長 法律は来年の１月から施

行ですけれども、冒頭申し上げましたとおり、

宮崎県の自主事業としまして地域がん登録とい
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うものを実施しております。各都道府県の地域

がん登録の制度を統合する形で全国がん登録と

いうものが実施をされますことから、これも既

存の地域がん登録の予算というものでいただい

ているということになります。

○中野委員 大体趣旨はわかりました。

ところで、病気をこんなふうに登録しなきゃ

ならないという病気、法定伝染病とかいろいろ

ありますよね。どういうのが県にこういう病気

だということを医療機関は、県か国か知りませ

んが、ぴしっと登録というか報告しなきゃなら

ないんですか。その病気名というのか、法定伝

染病とかありますよね。これにがんだけが加わっ

たのか、そのことを教えていただけませんか。

○木内健康増進課長 感染症につきましては、

感染症法に基づきまして医療機関の届け出の義

務というものがかかっておりまして、それまさ

に感染の蔓延を防ぐという目的でそのような規

定が置かれているというものになります。

今回、がんについて登録をされたというのは、

やはりがんというものが非常に今、罹患をされ

る方、死亡をされる方が非常に多い、国民にとっ

て、国にとって重要な疾患であるということで、

特にこのような法律が制定をされたものと理解

をしております。

○中野委員 そういう法定伝染病、感染症の病

気以外では、がんが一つ、加わったと見ればい

いんですか。

○木内健康増進課長 そのとおりです。

○外山委員 今さらですけど、平成25年に国の

ほうで、がん登録等の推進に関する法律が決まっ

たわけですけれども、これ結局、統計をとるた

めなの。いわゆるがんの死亡率とか、どんなが

んに日本人はかかるかとか、目的はそこにある

んですか。

○木内健康増進課長 まずは、どこの医療機関

で、どのような種類のがんの方がどれだけいる

のかという情報を集める。これがまず一義的な

目的でございまして、国、都道府県、市町村の

各レベルで施策、がん対策を実施するに当たっ

て、これを基礎資料として用いるということが

目的の一つであります。例えば、予防の施策を

打つにしましても、予防の取り組みをした結果、

どれだけがんがふえたのか減ったのかというこ

とがわからないということになりますと、効率

的な施策の実施ができないということかと思い

ます。また、そもそも科学的に、どのようなが

んに、どういう要因が関係をしているのか、ど

ういう食事をとったらどうなるかとか、どうい

う行為がどうなのかといったことを研究するに

当たっても、このようなデータベースを情報整

備することによりまして研究が進むという側面

がありまして、当然にそれは患者さん、それか

ら医療機関にとってもメリットがいずれはある

と考えられています。

都道府県で、例えば、がん診療機関の整備等

も実施をしておりますけれども、これも地域差

というようなものをどのように考えるかという

ようなところも基礎資料として使えるのではな

いかということがございます。あるいは、市町

村ではがん検診を実施しております。がん検診

をしたときに、要精検あるいは陰性ということ

の判定を出すわけですけれども、これが本当に

正しいかどうかというようなことを検証するす

べが、必ずしもこれまでなかったということも

ありますが、このようなところにも活用できる

のではないかということが期待をされておりま

す。

それから、将来的に、例えば医療機関ごとの

患者さんの数であるとか、治療成績のようなも
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のも集計が可能でありますので、その集計の仕

方をどういうふうにするかというようなところ

の検討はまだ十分進んでないということもござ

いますけれども、患者さんに医療機関なり地域

の情報を還元していくということも期待されて

いるということでございます。

○外山委員 結構です。あと１点、ドクターが

終わったらすぐ、はっきり、がんですと告知を、

何の遠慮もなく、家族に諮りもしないうちに、

診察時点で今、言っていますよね。あなた、が

んですよと。状況が変わってきているよね。そ

れは、オープンにしていって、どんどん原因究

明のために使うべきと思います。ちょっと行く

と、あなた、がんですね。悪性か良性かはこれ

から調べますという感じだもんね。かつては、

まず家族を呼んでいろいろ話したもんですけど、

今は変わりました。これは、答弁要りません。

○井上委員 今、外山委員が具体的に聞かれた

から納得するけれども、個人のデータを出して、

例えば井上紀代子は何がんであるみたいな、そ

ういうものを出して審議するというのではない

ということよね。個人データだとかといったと

きに、それが経営にかかわったりする場合もあ

りますよね。どこどこの社長、がんらしいみた

いな話になるから、そういうことではないです

よっていうことよね。だって、がんの患者さん

たちが入っているということを考えれば、そう

いうデータは出ませんよね。そこはもう一回、

確認だけ。

○木内健康増進課長 ただいま申し上げたよう

に、都道府県でも、あるいは市町村、研究者の

方に情報を提供して活用していただくというと

きに、例えば匿名化をして出していくというよ

うなことに、どのぐらい匿名化すれば出せるか

というようなことを、その方法として議論いた

だくということでありまして、個別のデータを

見ていただくということではございません。

○中野委員 その病気にかかった誰とは言わな

いけれども、こういうがんで、治療の経過等や

ら含めてかなり具体的なものが来るんでしょう。

この報告書は、ただ、Ａさんは胃がんでしたと

いうことばっかりじゃないでしょうが。かなり

具体的なものを、何か様式があって、そしてま

た、治療の成績も見らにゃいかんようなことを

さっき言われたから、どういう経過をたどりま

したとか、発生してどのくらいしてから報告す

る義務があるのかわかりませんが、さっきから

私が聞く中では、簡単にただ、この人は胃がん、

この人は何とかがんというだけじゃないでしょ

う。

○木内健康増進課長 活用方法というところで

治療の効果というようなこともありまして、お

名前と、どこの部位、あるいはどういう進展度

で、どのような治療をされたかというようなこ

との情報を集めることになっております。必ず

しもその後の情報がわからなくなるということ

もありまして、人口動態統計の死亡表と後日、

突き合わせを行いまして、要するに、治療を受

けられた方がその後、治療の結果、何年生活を

送られたかというようなことも情報として集め

るということになっております。

○中野委員 課長は、お医者さんですか。専門

的に言われるから、我々は余り、課長の言いた

いことがわからんことが多いんです。

やがてマイナンバーが始まりますが、やっぱ

りそういうことで、マイナンバーでも管理する

ことになるんですか。

○木内健康増進課長 今のこの制度の中でマイ

ナンバーとの統合ということは一切入っており

ません。ただ、将来的にそのような構想もない
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わけではないと。それは研究段階だということ

だと思います。

○中野委員 さっきも転院という話をしました

が、一つの病気が発見されれば、念のためにどっ

か公の病院に行ってみようかとか、１人の人が

最低でも２カ所ぐらいはと思うから、たった１

人なのに３カ所行けば、３人が集まったように

なりますよね。我々はほとんど大きな病院は熊

本県側の病院に行っておりますが、えびのは。

こっちは、県立病院は遠いからな、大きな病院

はもう９割以上は熊本県側なんです。全部紹介

もそういうことでなっているんです。だから、

県をまたがった場合のデータのとり方とか、そ

ういうことを小まめには聞きませんが、そうい

うことからするとマイナンバー管理ということ

に将来的には行くんじゃないですか。

○木内健康増進課長 今、議員から御指摘のあっ

た、県をまたいで移動される患者さんの統計と

いうところが、まさに全国がん登録という形で、

国が各県のデータを集めて、そこで統合すると

いう、そもそもの理由の一つでございます。そ

ういうふうに移動された場合、国のほうで結合

しますので、この制度によりましてそのような

方についても誤りなくその情報が管理をできる

というものでございます。

○中野委員 マイナンバーを活用すれば、全国

でも簡単に把握ができますがね。だから、将来

的にはマイナンバーの活用ということも視野に

入れているのかと、そういう方向ですかねとい

うことを聞いているから、それらしく答えれば

いいんです。

○木内健康増進課長 そのようなことも研究さ

れていると思います。

○中野委員 わかりました。

○後藤委員長 ほかに、議案についての質疑は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 いいですか。次の報告事項の説

明が約30分ぐらいかかる予定なんです。（発言す

る者あり）

それでは、本日の委員会はここで終了いたし

ます。あした、午前10時再開ということでよろ

しくお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後３時44分散会
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午前９時59分再開

出席委員（８人）

委 員 長 後 藤 哲 朗

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 井 上 紀代子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

福祉保健部次長
髙 原 みゆき

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健･医療担当）

こども政策局長 椎 重 明

部参事兼福祉保健課長 渡 邊 浩 司

部参事兼医療薬務課長 孫 田 英 美

薬 務 対 策 室 長 甲 斐 俊 亮

看 護 大 学
河 野 譲 二

法人化準備室長

国保・援護課長 日 髙 裕 次

長 寿 介 護 課 長 松 田 広 一

医療・介護連携
横 山 浩 文

推 進 室 長

障がい福祉課長 川 原 光 男

衛 生 管 理 課 長 竹 内 彦 俊

健 康 増 進 課 長 木 内 哲 平

感染症対策室長 片 平 久 美

こども政策課長 川 畑 充 代

こども家庭課長 徳 永 雅 彦

事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 原 田 一 徳

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

ここでお諮りいたしますが、委員会の傍聴に

つきましてお諮りいたします。宮崎市の平野氏

ほか１名から質疑を傍聴したい旨の申し出があ

りましたので、議会運営委員会の確認・決定事

項に基づき、許可することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

傍聴される方にお願いをいたします。昨日も

話しましたが、傍聴人の方は、受け付けの際に

お渡ししました傍聴人の守るべき事項にありま

すとおり、声を出したり拍手をしたりすること

はできません。当委員会の審査を円滑に進める

ため、静かに傍聴してくださいますようよろし

くお願いします。

また、傍聴に関する指示には、速やかに従っ

ていただくようお願いをいたします。

それでは、早速ですが、報告事項の説明を求

めます。

○渡邊福祉保健課長 福祉保健課でございま

す。平成27年９月定例県議会提出報告書につい

て御報告いたします。

提出報告書の３ページになりますけれども、

平成27年９月18日(金)
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別紙１のインデックスのところ、損害賠償額を

定めたことについてでございます。

福祉保健部の分は、次の４ページになります。

一番上でございますが、県有車両による交通事

故でございます。

事故の概要でございますが、平成27年４月22

日に、小林食肉衛生検査所の職員が、公用車で

えびの市内の屠畜場へ出張検査に向かう途中

に、所要のため、小林市内のコンビニエンスス

トアに立ち寄ったところでございます。所要を

済ませまして同店を出て左折をし、国道に出よ

うとした際に、反対車線左側から同店に入ろう

として、右折のため停車をしておりました 村

寿志氏所有の車両の右前部に公用車の右前部が

接触したものでございます。

事故の原因は、職員の前方確認が不十分だっ

たことによるものでございます。

過失割合は、判例等に基づきまして、県90％、

相手10％となっております。

損害額につきましては、公用車のほうは目

立った損傷がなく、ゼロとされております。一

方、相手方の車両は、フロントバンパーとフェ

ンダーが損傷いたしまして、その修理に10

万2,000円を要したところでございます。

このような状況の中で、過失割合により算出

いたしました９万1,800円が県の損害賠償額と

なりまして、県が加入しております任意保険か

ら支払われたところでございます。

なお、幸い、双方ともにけがはございません

でした。

交通法令の遵守や交通安全の確保につきまし

ては、日ごろから、さまざまな機会を通じて職

員への周知徹底を図っているところでございま

すけれども、このような事故が発生いたしまし

たことを重く受けとめているところでございま

す。

今後、より一層、交通安全と法令遵守につき

まして、指導を徹底してまいりたいと考えてお

ります。

損害賠償額を定めたことについての説明は以

上であります。

続きまして、宮崎県の出資法人等への関与事

項を定める条例第４条第３項の規定に基づきま

して、県出資法人等の経営状況等について御報

告いたします。

平成27年９月定例県議会提出報告書（県が出

資している法人等の経営状況について）を御用

意いただきたいと存じます。

社会福祉事業団は、一番後ろのページになり

ます。207ページでございます。

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団の経営評

価報告書についてでございます。

まず、法人の概要についてでございますけれ

ども、この法人は、設立年月日の欄にあります

ように、昭和34年12月１日に設立されまして、

総出資額は１億811万5,000円であります。県か

らの出資はございません。

設立目的は、多様な福祉サービスを総合的に

提供し、利用者が個人の尊厳を保持しながら心

身ともに健やかに育成され、または、その有す

る能力に応じ、自立した日常生活を地域社会に

おいておくれるよう支援することであります。

次に、県関与の状況ですけれども、人的支援

につきましては、右側の平成27年度の欄をごら

んください。

県退職者３名が役員となっておりまして、う

ち２名が常勤、１名が非常勤職員で、そのほか、

職員となっております県退職者が１名おりま
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す。

次に、財政支出等につきましては、平成26年

度の県委託料は１億1,130万7,000円で、県補助

金はございません。

委託料の主な内容を下の欄に記載しておりま

すけれども、①の発達障害者支援センター運営

事業によりまして、発達障害者本人やその家族

からの相談に応じるなど、適切な指導・助言を

行いますとともに、②の地域生活定着促進事業

によりまして、福祉サービスを必要とする高齢

または障害を有する刑務所等からの出所者の円

滑な地域定着を支援いたしますなどの事業を受

託しているところでございます。

次に、当法人の実施事業ですけれども、①の

児童養護施設や障害者支援施設をはじめとした

社会福祉施設11施設の運営や、②の居宅支援事

業等の運営などとなっております。

一番下の活動指標につきましては、２つの指

標を掲げております。

１つ目の入所施設であります10施設の年間の

延べ入所者数は、実績値が目標値を上回ってお

ります。

２つ目のグループホームの年間の延べ利用者

数は、達成度が99.6％となっておりますけれど

も、目標はほぼ達成できたものと考えておりま

す。

208ページをお開きいただきたいと思います。

財務状況についてであります。

社会福祉法人が準拠いたします社会福祉法人

会計につきましては、平成24年度から会計基準

が変更になっておりまして、社会福祉事業団に

おきましては、平成25年度から新しい基準を適

用しております。このため、平成24年度と平成25

年度以降とでは、単純には比較ができなくなっ

ております。この旨、ごらんのページの一番下

に米印で注記を載せておりますので、御留意い

ただきたいと存じます。

ごらんのページの一番上の欄の左側、事業活

動計算書の平成26年度のところをごらんいただ

きたいと存じます。

Ａの収益が36億2,329万4,000円、Ｂの費用

が34億6,562万2,000円で、当期活動増減差額の

ＡマイナスＢは、１億5,767万2,000円となって

おります。

この当期活動増減差額と申しますのは、企業

会計でいいますところの当期純利益に相当する

ものでございます。

次に、右側の貸借対照表の平成26年度の欄を

ごらんください。

Ａの資産が110億5,080万9,000円、Ｂの負債

が８億3,449万6,000円で、正味財産のＡマイナ

スＢは、102億1,631万3,000円となっておりま

す。

次に、財務指標でございますけれども、３つ

の指標を掲げております。

①の人件費比率及び②の管理費比率は、目標

を達成しております。

③の施設利用者１人当たりコストにつきまし

ては、入所施設利用者の減少や消費税の税率引

き上げなどによりまして、１人当たりコストが

上昇いたしましたため、達成度は87.0％となっ

ております。

次に、直近の県監査の状況についてでありま

す。

昨年10月に実施されました県監査事務局の監

査におきましては、おおむね適正に執行されて

いるとされておりまして、指摘事項はございま

せんでした。
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最後に、総合評価でございます。右側の県の

評価の欄をごらんいただきたいと存じます。

活動指標、財務指標につきましては、目標を

達成しているか、目標に近い水準になっており

ます。また、法人会計で見ますと、当期活動増

減差額が昨年度よりも増加しており、経営改善

の努力が認められるものと判断しております。

一方、課題といたしましては、老朽化した施

設の改築計画を長期的観点から策定する必要が

挙げられますけれども、今後も、平成29年度ま

での第３次経営計画に基づきまして、効率的な

経営や利用者の視点に立った運営に取り組んで

いく必要があるものと考えております。

以上から、県の評価といたしましては、活動

内容、財務内容及び組織運営につきましては、

Ａ判定としております。

福祉保健課からは以上であります。

○竹内衛生管理課長 衛生管理課分について御

説明いたします。

お手元の資料、平成27年９月定例県議会提出

報告書の165ページをごらんください。

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ーでございます。

初めに、同センターは、昭和55年11月20日に

設立されております。総出資額が780万円で、

県の出資額は200万円、県の出資比率は25.6％

となっております。

設立の目的でございますが、理容・美容・ク

リーニングなど、生活衛生営業の経営の健全化

及び振興を通じて、衛生水準の維持向上を図り

まして、あわせて利用者、消費者の利益の擁護

を図ることとされております。

この法人は、生活衛生関係営業の運営の適正

化及び振興に関する法律に基づき設立された公

益財団法人でございまして、各都道府県に１カ

所設置されております。

次に、県関与の状況でございます。

人的支援としまして、常勤の役員１名と職員

２名の３名が県職員のＯＢとなっております。

財政支出等でございますが、県からの財政支

出の状況は、委託料と補助金であります。

主な県財政支出の内容でございます。

①の生活衛生営業指導事業は、経営等に関す

る相談・指導を行う生活衛生営業指導センター

の運営に係る経費として、国が２分の１、県が

２分の１の補助支出となっており、平成26年度

決算額が2,853万円でございます。

②の自主衛生管理促進事業は、組合の中から

推薦を受けた生活衛生営業指導員が施設の巡回

指導を行い、営業者の自主衛生管理の促進を図

る経費として、平成26年度の決算額が251

万7,000円でございます。

③の生活衛生関係営業適正化促進事業は、技

術の向上・後継者育成等の生活衛生同業組合の

活動支援やクリーニング相談専門員を配置し、

クリーニングに関する苦情相談と、その円滑な

解決を図る経費として、平成26年度の決算額

が111万9,000円でございます。

次に、活動指標でございます。

①の経営指導員巡回指導数につきましては、

目標値を達成しておりますが、②の生活衛生営

業指導員の巡回指導数につきましては、指導

員125名の中に欠員が生じ、その補充に日数を

要するなど、巡回指導が計画どおりに行うこと

ができず、目標値が未達成となっております。

指標の設定に関する留意事項としまして、昨

年度までは日本政策金融公庫の融資申し込み件

数を活動指標としていましたが、積極的な設備
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投資は、営業車の判断にゆだねるところが大き

く、また、景気の影響も受けやすく、生活衛生

営業指導センターの活動実績に反映していない

と判断し、この活動指標から削除しております。

次のページをお開きください。財務状況でご

ざいます。

左半分に記載の正味財産増減計算書では、平

成26年度は３段目、当期経常増減額、いわゆる

単年度収支が１万5,000円の赤字となっており

ますが、特段の支障があるものではございませ

ん。

右半分に記載の貸借対照表では、中ほどの正

味財産をごらんいただきますと、ここ３年間、

大幅な変動は生じておりません。

次に、その下の財務指標でございます。

88.0％の県補助金比率の目標値に対しまし

て、87.3％の実績値であり、目標を達成してお

ります。

総合評価でございますが、県の評価の欄をご

らんください。

活動指標①の経営指導員の巡回指導数は年々

実績が伸びており、平成27年度以降も目標達成

を期待いたしております。

②生活衛生営業指導員の巡回指導数について

は、年間を通じた計画的な巡回指導を行うこと

で、目標達成を期待しているところでございま

す。

財務指標に関しましては、目標を達成してお

ります。

中期事業目標につきましては、営業の振興を

目的として、指導センターが策定した各組合の

積極的な指導・支援等の４つの施策を基本とす

る指導センター事業推進アクションプランに基

づく業務改善を行っているところでございま

す。

以上で、衛生管理課分の説明を終わります。

○木内健康増進課長 健康増進課でございま

す。

当課で所管しております２つの法人について

御説明いたします。

まず、宮崎県移植推進財団については、地方

自治法及び条例に基づく報告、そして、宮崎県

健康づくり協会については、条例に基づく報告

となります。

まず、宮崎県移植推進財団につきまして、報

告書の23ページをお開きいただけますでしょ

か。こちらが地方自治法に基づく報告のうち、

平成26年度の事業報告になります。

まず、事業概要でございますけれども、臓器

移植を推進するため、県民への移植医療の知識

や意義の普及啓発、そして、医療機関への情報

提供及び移植医療が適正に行われるための支援

を行っております。

事業計画にまいりますけれども、（１）臓器

の提供の意思の臓器移植ネットワークへの登録

を啓発を行う一方、腎臓移植の受ける側の希望

者の登録を行いまして、平成26年末現在、県内

では58名の方が腎臓移植の希望の登録をされて

いるということでございます。

（２）の普及啓発につきましては、県内各所

におきまして、パンフレット配布、あるいは、

ポスターの展示、講演会等、さまざまな啓発活

動を行っております。

それから、24ページにまいります。

（３）臓器移植関係機関相互の連絡調整、（４）

新規腎臓移植希望者の登録時検査料の助成、

（５）臓器提供意思表示カードの配布、（６）

臓器の斡旋に関する支援、これをそれぞれ実施
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をしてございます。

（６）の実績欄のところに記載のとおり、26

年度は、腎移植につながる可能性のある医療機

関からの通報というものが２件ございました

が、医学的な事情等もあり、移植に至った例は

０件でありました。

続きまして、25ページの貸借対照表を御説明

します。

26年度資産の部ですけれども、資産の合計額

は6,324万2,413円、一方、負債の合計額は110

万7,584円、正味財産の合計は6,213万4,829円

となっております。

正味財産のうちの指定正味財産は、３行上で

すけれども、6,199万3,500円ということで、前

年度から180万円減少しておりますが、これは、

基本財産を取り崩したことによるものでござい

ます。

26ページの正味財産増減計算書にまいりま

す。

26年度の経常収益、まず、基本財産の運用益、

これが16万3,259円、賛助会員からの会費が61

万1,000円、それから、先ほどの基本財産の取

り崩し額が180万円、その３行下にある臓器移

植連絡調整者設置事業補助金、これは県からの

補助金でありまして223万8,000円、その下、臓

器移植ネットワーク等民間団体からの助成金

が146万3,827円、その３つ下、寄附金が、合わ

せまして19万1,426円と、そういったことを合

計しまして、経常収益の合計は649万868円と

なっております。

一方、経常費用といたしましては、コーディ

ネーター及び事務職員の人件費、交通費、普及

啓発費等となっておりまして、26年度は、臓器

移植ネットワークからの助成金の増加というも

のに伴いまして、普及啓発のための費用を増額

しております。経常費用の合計は、事業費と管

理費を合計しまして、664万3,548円となってお

ります。

続きまして、27年度に事業計画、29ページを

お開きいただけますでしょうか。

事業概要につきましては、27年度も引き続き、

事業計画（１）から（６）までの事業を行うと

いうことをしております。臓器提供の普及促進

及び医療機関への支援等を行うとしております

けれども、本年度、27年度は、特に事業計画の

（３）の県内の臓器提供に係る医療機関の支援

に重点的に取り組みまして、県内での臓器提供

に結びつくよう努めております。

30ページの収支予算書をごらんください。

経常収益の合計は842万4,000円としておりま

して、昨年度から204万7,000円の増となってお

ります。これは、基本財産取り崩し額及び臓器

移植ネットワーク助成金の増額によるものでご

ざいます。

本県では、24年度以降、臓器提供の実績がな

いということがございまして、県内の臓器提供

に係る医療機関の支援に重点的に取り組むた

め、コーディネーターの勤務日数をふやす、そ

のための財源を確保するものでございます。

経常費用につきましては、事業費と管理費を

合わせまして835万円としておりまして、これ

も、昨年度から207万6,000円の増額となってお

ります。内訳は、その人件費、普及啓発費等の

増額によるものでございます。

続きまして、条例に基づく報告にまいります。

167ページをお開きいただけますでしょうか。

法人の概要からまいります。

総出資額は6,199万4,000円でありまして、う
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ち県出資額は3,924万円、県出資比率は63.3％

であります。

県関与の状況、人的支援ですけれども、平成27

年度、役員８名のうち県職員が３名、県退職者

が１名、いずれも非常勤となっております。

財政支出としましては、補助金223万8,000円

を支出しておりますが、これは、主な財政指数

の内容の①にございます臓器移植連絡調整者設

置事業としまして、臓器移植コーディネーター

の人件費等に対する補助であります。

また、その他の県からの支援という欄に記載

しておりますとおり、当財団の事務局を健康増

進課内に置いております。

実施事業につきましては、重複しますので省

略をいたします。

活動指標ですが、会議回数、臓器提供意思表

示カード配付枚数の２つとしております。

腎臓提供協力病院の連絡会議につきまして

は、目標値のとおり、２回開催しております。

それから、臓器提供意思表示カードにつきま

しては、目標４万枚に対して、実績が２万8,911

枚となっておりまして、達成度は72.3％となっ

ております。現状では、健康保険証、あるいは

運転免許証の裏面にも意思表示欄が設けられて

おりまして、さまざまな様式での意思表示を呼

びかけているというところでございます。

報告書の168ページをお開きください。

財務状況につきましては、先ほど御説明した

とおりですが、表の右側、貸借対照表の欄の指

定正味財産というところです。26年度は6,199

万4,000円ですが、当財団では、この指定正味

財産は全額基本財産に充当しておりまして、そ

の１行下、（うち基本財産への充当額）という

この欄に、その指定正味財産の同額を計上して

おります。

昨年度の報告書におきまして、この基本財産

の充当額欄の記載が漏れておりまして、今回、

修正をしております。

次に、財務指標でございますが、まず、①自

己収入比率。経常費用に対する基本財産運用益

等の自己収入の割合ですが、目標値20％に対し

て、実績は14.5％となっております。低金利に

よりまして、基本財産の運用益は低下しており

ますが、これまでに、寄附金つきの自動販売機

５台を設置するなど、自己収入の増加に努めて

いるところでございます。

②自主事業比率。これは、目標68％に対して、

実績90.8％となっております。

直近の県監査の状況でありますが、注意事項

が１件ございました。財務会計処理につきまし

ては、顧問税理士の指導を受けながら、万全を

期していきたいと考えております。

総合評価のうち、県の評価の欄をごらんくだ

さい。

引き続き、本県の臓器移植を推進していくた

め、賛助会員につきまして、個人だけでなく会

社、団体等の法人についても募集活動を強化す

るなど、自己収入の確保を図る必要があると考

えております。

また、組織運営体制が脆弱であるため、県職

員が法人運営をサポートしておりますが、安定

した運営に向けまして、今年度は事務職員の勤

務時間の見直しを行ったところであります。

活動内容及び財務内容の評価はＢ、組織運営

はＣとしております。

移植推進財団については、以上でございます。

続きまして、169ページ、公益財団法人宮崎

県健康づくり協会であります。
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本法人の総出資額は3,000万円、県出資額800

万円でありまして、県出資比率は26.7％となっ

ております。

特記事項の欄、①に記載をしておりますとお

り、各種の健康診断事業が当協会の主要な事業

でありまして、経常収益の大部分が、当該事業

収入によりもたらされているという状況にあり

ます。

県関与の状況についてですが、人的支援、平

成27年度は役員10人中３人が非常勤の県職員、

また、職員として２人の県職員の派遣をしてお

ります。

財政支出としましては、平成26年度、委託料

１億1,638万1,000円を支出しております。

主な財政支出の内容は、下の欄、①から⑤の

とおりですが、まず、①宮崎県健康づくり推進

センター管理運営委託としまして、県内各市町

村で行うがん検診の精度管理、データ分析、特

定健診、保健指導に関する研修等の技術支援、

それから、健康づくりに関する普及啓発や調査

研究を行います宮崎県健康づくり推進センター

の運営委託ということで、7,956万3,000円を支

出しております。

②新生児等スクリーニング検査は、新生児の

先天性疾患の血液検査を実施するものでござい

まして、支出額は3,466万8,000円。

新生児聴覚検査・療育体制連携強化事業は、

新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療養の促

進を図るものでして、支出額は116万8,000円。

④がん患者に対する理解を深める講演会、こ

れは、一般県民のがんやがん患者への理解を深

めるための講演会ということで、支出額は51

万5,000円。

⑤健康みやざき21指導者育成事業は、地域の

健康づくり指導者の資質向上を図り、健康増進

を展開するものでありまして、支出額は33

万2,000円となっております。

その下、協会全体の実施事業につきましては、

①の健診・検査事業から⑨までとなっておりま

すけれども、①の健診事業が主要なものとなっ

ております。

活動指標、①基本健康診査実施件数につきま

しては、平成26年度の年間実施件数、目標値３

万件に対して、実績は２万2,488件ということ

で、達成度は75％となっております。

②市町村、事業場等健康指導受講者数は、年

間延べ受講者数、目標5,000人に対しまして、

実績値が6,235人ということで、達成度は124.7

％。

③ホームページアクセス数については、年間

アクセス件数の目標値２万6,000件に対して、

実績値は２万9,661件で、達成度は114.1％と

なっております。

170ページにまいります。

財務状況です。表の左側、正味財産増減計算

書です。

経常収益は、26年度15億1,644万2,000円、経

常費用は14億8,542万6,000円でありまして、中

ほどにあります当期一般正味財産増減額

は2,760万7,000円となっております。一般正味

財産期末残高は11億606万円でございます。

当期指定正味財産増減額はマイナス73 5

万5,000円、指定正味財産期末残高は7,566

万1,000円ということでありまして、正味財産

の期末残高合計額は11億8,172万1,000円となっ

ております。

貸借対照表をごらんください。

26年度の資産は18億8,290万4,000円、負債が
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７億118万3,000円となりまして、正味財産は先

ほどのとおり11億8,172万1,000円となっており

ます。

ここで、正味財産のうち一般正味財産は11

億606万円となっておりますが、うち特定財産

への充当額は4,011万8,000円となっておりま

す。これは、昨年度の報告書におきまして、特

定財産への充当額欄の記載が漏れておりました

ので、修正をしております。

次に、財務指標でございます。

管理費比率。平成26年度の経常費用に対する

管理費の割合は、目標3.9％に対し、実績値は3.8

％、達成度は102.6％となっております。

②人件費比率。経常費用に対する人件費の割

合は、目標値60.0％に対し、実績値61.0％、達

成度は98.3％です。

収支比率は、事業収益に対する事業費の割合、

目標値93.9％に対し、実績値は94.5％、達成度

は99.4％となっております。

直近の県監査の状況でありますが、会計処理

に関して指摘を受け、平成26年度の決算で対応

したほか、規程に関して注意がありまして、26

年度中に規程の改正を行ったところでございま

す。

総合評価の県の評価ですけれども、運営基本

構想に基づく経営の自立化等に向けた取り組み

が着実に推進をされております。

活動指標については、基本健康診査実施件数

が目標値に届いておりませんが、市町村、事業

場等健康指導受講者数は目標を大幅に上回って

おりまして、一定の評価ができると考えており

ます。

財務指標につきましては、人件費比率と収支

比率が目標値にわずかに届いていない状況であ

りまして、さらなる改善の余地があると考えて

おります。引き続き、経営改善を図るとともに、

効果的な事業計画の策定、実施が必要であると

考えております。

評価は、活動内容についてＢ、財務内容及び

組織運営についてＡとしております。

説明は以上でございます。

○後藤委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

ただいまの３課５件の報告事項について質疑

はありませんか。

○外山委員 細かいところは別として、それぞ

れ全部目標値を達成しているということは、特

に問題なく運営されていると理解していいんで

すよね。数字を見る限りは、達成度は全て100

％以上ですから。

全体的なもんですけれども。

○渡邊福祉保健課長 それぞれのところで目標

達成が100％いっていないところ等もございま

したけれども、100％により近づけているもの

とか、そういったことで、可能な限り努力をし

ている、必要な実績は上げているのではないか

と考えております。

○外山委員 全般的には、おおむね、ほぼ問題

なく運営されているという理解でいいんです

ね。

○渡邊福祉保健課長 外山委員のおっしゃると

おりで考えております。

○後藤委員長 ほかにありませんか。

○井上委員 今、外山委員に答えていただいた

ように、別に何か問題があるというわけではな

いんですが、社会福祉事業団の老朽化した施設

が多いということの指摘が県の評価の中で書か

れているわけですけれども、こういう長期的な
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観点から計画を策定する必要があると挙げられ

ていますけれども、今後、具体的にきちんと動

いていかれるということで、ここは書かれてい

ると理解してよろしいんでしょうか。

○渡邊福祉保健課長 社会福祉事業団につきま

しては、御存じのとおり、平成17年に自立化交

付金を交付していただきまして、その後、５年

間かけて自立化をし、そのときに第１次の計画

をつくっております。

その後、第２次、そして、現在が平成25年か

ら29年までの第３次の計画のまさに期間中でご

ざいます。この第３次の計画の中の一番中心的

なものになるのが、やはり施設が全体的に老朽

化しておりますので、その老朽化した施設の今

後のあり方、改築をするのか、それとも、ちょっ

とした手直し等をしていくのかとか、そういっ

たことを、この５年の計画の中で検討してまい

りたいと、そういう状況でございます。

○井上委員 では、いつごろというめどは立っ

ていないけれども、きちんとした報告ができる

ようにはしていただけるということで理解して

いいですか。

○渡邊福祉保健課長 まだ、事業団のほうから

は具体的にこのような計画でということは上

がってきておりませんけれども、当然ながら、

私ども県といろいろ情報交換とか、協議をした

上で、必要な御報告、それをまた行っていく必

要があると考えております。

○山下委員 207ページなんですが、社会福祉

法人宮崎県社会福祉事業団。

主な県財政支出の内容の中で、③の小児精神

医療体制強化事業なんですが、事業内容を見て

みますと、発達障がい児（者）に対する支援体

制の強化と支援にかかわる人材の育成というこ

とで、認知を親も早く求めていくし、そういう

支援のあり方が整備・強化されて、人材が確保

されてくるだろうと思うんですが、今の状況で

問題になるようなことがありますか。27年度予

算が、また、かなりふえていると思うんですが。

○川原障がい福祉課長 障がい福祉課でござい

ます。

③の小児精神医療体制強化事業、これの事業

内容を簡単に御説明いたしますと、これは、①

にあります発達障害者支援センターの運営に係

る体制の強化に関する事業でございます。この

発達障害者につきましては、近年、非常に相談

等もふえてきている中で、やはり、新規の相談

に対する待機期間等も長いといった課題があり

ましたことから、体制強化を図るということで、

平成25年度からこの事業を用いまして、センタ

ーに対する相談・対応に当たる臨床心理士の増

員を行っているところでございます。こういっ

た取り組みによりまして、待機期間等について

もかなり短縮化されまして、早期発見、早期支

援につながっているといったようなことで考え

ております。

○山下委員 これに対応する人材というのは、

どれぐらいおられる。

○川原障がい福祉課長 強化事業としまして

は、新たに臨床心理士を３名増員、それと、コ

ーディネーターを１名増員いたしまして、全部

で４名増員、強化を図ったところでございます。

○山下委員 今年度、27年度ですけれども、予

算の拡充がかなりされているんですが、まだ、

人材が足らないからふやしていこうということ

なんですよね。そういう理解でいいですか。

○川原障がい福祉課長 この27年度の強化分の

内容でございますけれども、これは、発達障害
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を判断していただくお医者さん。このお医者さ

んがまだ県内に少ないといったような課題があ

りますので、こういった小児科の先生に対して、

この発達障害に関する研修、こういったものも

できないかということで、予算を今組んでおり

ます。現在、医師会等と事業のあり方について、

協議を進めているところでございます。

○前屋敷委員 23ページの腎移植のことで、移

植希望の方が、現在58名おられるということで、

やはり適合をすることも必要なので、なかなか

移植には至らないという報告があったんだけれ

ども。

この58名の方々、何年ぐらいお待ちになって

いらっしゃるのですか。

○木内健康増進課長 済みません。ちょっとこ

ちらでも明確にどの方が登録されているという

ことは、データは臓器移植ネットワークとの関

係がありまして、明確にお出しをしていないと

ころがあるかと思いますけれども……。この腎

臓の登録の開始をしたのが平成７年の４月とい

うことになっておりまして、現状、全国では１

万2,688名という多く方の登録がされておりま

すので、非常に待機期間が長くなっているので

はないかと。最大で20年ということだと思いま

す。

○前屋敷委員 透析が週に２回から３回という

と、なかなか生活も大変だし、そういう方もた

くさん知っているんですけれども、提供者の方

がいらしても即適合するということにはならな

いという問題もあるんですが。

今、臓器提供の意思表示をされておられる方

というのは、県内にはどのくらいいらっしゃる

んですか。

○木内健康増進課長 臓器提供の意思表示につ

きましては、臓器提供意思表示カードの裏面に

丸をつけていただく、あるいは、健康保険証、

運転免許証の裏にシールを貼ったりということ

で、丸をつけていただくというような形と、も

う１つは、日本臓器移植ネットワークのウェブ

サイトでの登録という２つの方法がございま

す。

紙に丸をつける場合、丸をつけて御本人が所

持されるということですので、どのくらいの方

が丸をつけておられるかということを、把握を

しておりません。

一方、ネットワークの登録につきましては、

各年末の数が臓器移植ネットワークのほうで公

表されておりまして、平成26年末は762人とい

うことになっております。これは、臓器の内訳

まではわかりません。

○前屋敷委員 なかなか、プライバシーの問題

もあったり、いろいろあるかと思うんですけれ

ども、やはり毎日の日常生活に支障をきたして

いらっしゃる方々ですので、ぜひ、希望に応え

られるような、そういう体制も、支援も含めて

取り組んでいただきたいと思います。

○木内健康増進課長 今、委員からの御指摘の

とおり、臓器の希望、待たれている方が非常に

数が多い一方、移植の数は全国的にも低迷をし

ておるという状況にございます。

本県におきましても、臓器提供の数が低下を

しているということでして、これを進めていか

なければいけないということで、先ほども御説

明しましたとおり、本年は一般の方への普及啓

発と合わせまして、臓器の提供する側の医療機

関の体制整備にも重点をおいて取り組んでいき

たいと考えております。

○後藤委員長 よろしいですか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、次に、その他の報告

事項に関する説明を求めます。

○日髙国保・援護課長 国保・援護課でござい

ます。

お手元の常任委員会資料の６ページをお開き

ください。宮崎県子どもの貧困対策計画（仮称）

の策定についてであります。

計画の概要について御説明いたします。

まず、１の基本理念であります。

全ての子供が生まれた育った環境に左右され

ず、その将来に夢や希望を持って成長していけ

る社会の実現を目指すこととしております。

次に、２の対策の４つの柱であります。

本県における子供の貧困の現状につきまし

て、生活保護世帯が毎年増加している中で、18

歳未満の受給者も過去５年間で約1.4倍に増加

しておりまして、母子世帯の約６割は、平均月

収が15万円未満の状況であります。また、本県

の生活保護世帯の高等学校進学率は83.3％と

なっておりまして、一般世帯と比べますと、14.9

ポイント低くなっております。

このような状況を踏まえますと、保護者の自

立や就労支援、子供の教育支援等の充実が重要

な課題であると考えられますので、まず、１番

目に保護者に対する生活・就労支援、２番目に

教育の支援、３番目に生活の支援、４番目に経

済的支援の４つを柱として位置づけておりま

す。

なお、具体的な内容につきましては、後ほど

説明させていただきます。

次に、３の子供の貧困に関する指標について

であります。

国の子どもの貧困対策に関する大綱で示され

ました25の指標のうち、県が確認できる生活保

護世帯や児童養護施設の子供の進学率など19の

指標によりまして、現在の状況を把握すること

としており、その内容は表に記載しているとお

りであります。

対策を進めるに当たりましては、目標とし

て19の全ての指標を改善するという方向で取り

組むこととしております。

なお、さらに具体的な目標設定につきまして、

どのような目標設定が可能か、引き続き検討し

ていきたいと考えております。

資料の７ページをごらんください。

４の計画の施策体系（案）についてでありま

す。

まず、体系表の一番左に記載の基本理念につ

きましては、先ほど御説明したとおりでござい

ます。

次に、基本方針は、基本理念に沿いまして、

本県の子どもの貧困対策の目指すべき方向性を

示しております。子どもの貧困対策の推進に当

たりまして、本県の温かな県民性や地域のつな

がりを活用することや、県民や関係団体と連携

して取り組むことが重要でありますことから、

温かな県民性に育まれた地域のつながりを生か

し、県民、関係団体、行政が連携・協力して貧

困対策に取り組むとしております。

それから、先ほど御説明いたしました対策の

４つの柱ごとに施策の具体的な項目を整理して

おります。

まず、１の保護者に対する生活・就労支援に

ついてですが、貧困の状況にある世帯の生活を

安定させて、家族がゆとりを持って接する時間

を確保することや、親が働く姿を子供が見て育

つことにより、子供に労働の価値や意味を学ば
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せることなどを目的としまして、１、保護者の

生活支援と、２、保護者に対する就労支援に取

り組みます。

２の教育の支援ですが、貧困の世代間連鎖を

解消するため、学校を子どもの貧困対策のプ

ラットフォームと位置づけまして、学校教育に

よる学力保証や学校を窓口とした福祉関係機関

との連携を行うなど、総合的に対策を推進する

とともに、教育費の負担軽減を図るもので、学

校をプラットフォームとした総合的な子どもの

貧困対策の展開など、６つの施策に取り組みま

す。

３の生活の支援は、貧困の状況にある子供が、

地域において孤立することを防ぐために、対人

関係の築き方や社会参加の機会に配慮して、子

供の生活面の支援を行うもので、関係機関が連

携した包括的な支援体制の整備など、５つの施

策に取り組みます。

４の経済的支援ですが、生活を下支えする手

当等として、貧困の状況にある世帯の生活を下

支えするために、法律に基づき、生活保護や各

種手当の給付のほか、必要な資金の貸し付けな

どを行います。

最後に、５のスケジュールです。

第２四半期の欄に記載のとおり、今年度新た

に設置いたしました福祉・教育等の関係機関や

学識経験者で構成いたします宮崎県子どもの貧

困対策協議会を７月５日と９月１日に開催し、

計画の概要や施策の体系、指標などについて、

検討していただいたところです。

第３四半期には、計画素案を県庁ホームペー

ジで公表して、県民の皆様から幅広く御意見を

いただくパブリックコメントを実施することに

しております。

第４四半期の平成28年２月に、最終案を議案

として提出して御審議いただくことにしており

ます。

策定の作業状況につきましては、引き続き、

適宜報告してまいりますのでよろしくお願いい

たします。

国保・援護課については、以上であります。

○徳永こども家庭課長 こども家庭課からは、

宮崎県家庭的養護推進計画（案）について御報

告いたします。

お手元に、別冊で宮崎県家庭的養護推進計画

（案）をお配りしておりますが、その概要を委

員会資料に記載しておりますので、主に委員会

資料で説明をさせていただきます。

では、委員会資料の８ページをお開きくださ

い。

まず、１の策定の趣旨についてであります。

平成23年７月に、厚生労働省が社会的養護の

課題と将来像を取りまとめ、今後、日本の社会

的養護は里親等への委託を優先するとともに、

施設養護も家庭的な養育環境の形態に変えてい

くという方向性が示され、十数年の間に、本体

施設、グループホーム、里親等の児童の割合を

３分の１ずつにしていく目標が掲げられたとこ

ろであります。

この目標を計画的に推進するため、平成27年

度から平成41年度までの15年間を計画期間と

し、各施設においては、家庭的養護推進計画を

策定するとともに、それらと調整を図りながら、

都道府県は、都道府県推進計画を策定し、地域

の実情に即した取り組みを推進することとされ

たところであります。

このようなことから、本県におきましても地

域の実情に即しながら、施設の小規模化や地域
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分散化、里親等への委託を推進するための具体

的な実施計画として、宮崎県家庭的養護推進計

画を策定することとしたところでございます。

次に、２の推進計画の中身でありますが、

（１）の計画期間は、平成27年度から平成41年

度までの15年間としておりまして、表の上段に

ありますように、全体を前期、中期、後期の３

つに区分し、５年ごとに見直しを行うこととし

ております。また、表の下段にありますように、

各施設におきましても、施設の実情に応じて小

規模化等の計画を策定していただいているとこ

ろでございます。

なお、この計画は、昨年度の議会で御承認を

いただきましたみやざき子ども・子育て応援プ

ランと一体的に策定することとされておりまし

て、前期計画部分については、施策の柱と数値

目標をプランに記載しているところでありま

す。

次に、（２）の計画策定体制につきましては、

３行目にありますように、各施設とのヒアリン

グを継続的に実施しながら、各施設や里親の代

表、行政機関や専門家により構成される検討会

を設置して、平成26年８月以降、検討を重ねて

きたところでありまして、今般、中期、後期の

数値目標につきましても取りまとめができまし

たことから、本日、御報告させていただくもの

であります。

次のページの（３）の計画の構成につきまし

ては、第１章と第２章の２部構成となっており

まして、第１章では、計画策定の趣旨や本県の

現状、計画の基本的な方向性と目標量の設定等

を行いまして、第２章では、具体的な取り組み

について、記載しているところであります。

次に、（４）の社会的養護の目標量でありま

すが、まず、①の社会的養護の需要量の将来推

計を行っております。

推計に当たっては、過去５年間の児童人口に

占める社会的養護児童数の割合とその伸び率を

算定いたしまして、表にあります国立社会保障

・人口問題研究所の中位推計の児童人口に対

し、その養護の割合と伸び率を掛け合わせて将

来推計を行ったところであります。

その結果、表の一番下の欄にありますように、

前期末の平成31年度では511人、中期末の平成36

年度で501人、計画の最終年度の平成41年度

で489人と、児童人口の減少に伴って需要量も

減少していくと推計したところであります。

この需要量に対しまして、②の供給量の将来

目標は、措置費を決定する場合の基準となって

おります調整率1.11を需要量に乗じた数をもっ

て供給目標としたところであります。

計画の具体的な目標といたしましては、ペー

ジの一番下にありますように、大きく２つ設定

しております。

まず、１つ目の丸にありますように、里親等

につきましては、平成41年度末までにその割合

を35％に引き上げることを目標としておりま

す。

また、施設につきましては、２つ目の丸にあ

りますように、平成41年度末までにその割合

を65％まで引き下げることを目標とし、本体施

設は全てオールユニット化するとともに、グル

ープホームの割合を28.7％まで引き上げ、施設

の小規模化、地域分散化を図ることを目的とし

たところであります。

具体的には、次の10ページをごらんください。

左側のページが、目標値を表形式でまとめた

ものでありまして、一番上の表が児童養護施設、
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中ほどの表が乳児院、一番下の表がその２種類

の施設に里親とファミリーホームを合わせた合

計の表となっております。

一番下の全体表の一番上の欄の社会的養護の

供給量総計につきまして、例えば、前期の欄の

真ん中にあります供給量の567人は、先ほど説

明いたしました前期の需要量511人に1.11を掛

けた数字であります。以下、中期、後期も同様

でございます。

このそれぞれの表に対応したイメージ図を右

側のページに掲載しておりますので、そちらで

説明をさせていただきます。

まず、①の児童養護施設では、平成26年度末

の現状といたしまして、供給量が480名となっ

ており、内訳として、本体施設が９カ所で、う

ち大舎が377名、小規模グループケアが12ユニッ

トの85名、本体の外に設置するグループホーム

が３カ所18名となっております。

これを、前期では、総体で供給量を37名減ら

し443名とし、本体施設は、今年度、西諸地域

に整備する分を含めまして10カ所となりまし

て、うち大舎が253名、小規模グループケアが

７ユニット増の19ユニットで124名、グループ

ホームが８カ所増の11カ所66名とする計画であ

ります。

最終的には、一番右側の図にありますように、

供給量を323名まで落としまして、本体施設が10

カ所で全て小規模グループケアとし、グループ

ホームは25カ所となり、施設の小規模化、地域

分散化を図ることとしております。

続きまして、②の乳児院でありますが、現状

として、県央に１カ所しかないものを、前期の

計画で、県南に１カ所整備することとし、県北

の養護施設に乳幼児小規模グループケアを１ユ

ニット整備し、地域分散化を図ることとしてお

ります。

里親等につきましては、③の全体図にありま

すように、一番下の黄色の部分ですが、現状の65

名を前期で94名、中期で146名、後期で190名ま

で引き上げることとしており、全体の供給量を

減らす中で、内訳としては、里親等やグループ

ホームの割合を引き上げていくこととしており

ます。

里親等への委託推進の方法につきましては、

別冊でお配りしております宮崎県家庭的養護推

進計画（案）の23ページをお開きください。

上の図は、里親等委託推進体制の全体像であ

りまして、児童相談所をはじめ、児童養護施設

や児童家庭支援センター、ＮＰＯ等が有機的に

連携し、里親委託を推進することとしておりま

す。

また、下の図は、今後、本県が特に力を入れ

る独自の取り組みといたしまして、愛着関係を

形成するに大切な時期であります乳幼児期から

の委託を推進するためのイメージ図でありま

す。現在、図の真ん中の中央児童相談所管内に

１カ所あります乳児院─これはピンク色の部

分でございますが─それを地域分散化するの

に合わせまして、それぞれに児童家庭支援セン

ターを併設し、施設と児童家庭支援センターが

一体となって、乳幼児の里親等委託を推進する

ものであります。

次に、25ページをお開きください。

ページの一番下にあります施設の小規模化と

地域分散化のイメージ図でございます。

左側の大舎制の施設を、中ほどの図にありま

すように、全て小規模グループケアに転換する

とともに、施設の外にグループホームを整備し
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ていくこととしております。

その結果、次の26ページ、27ページをごらん

いただきますと、左側のページにあります27年

度の施設の現状が計画終了年度の平成41年度に

は、右側のページにありますとおり、小規模化

と地域分散化が図られることとなります。

こども家庭課からは、以上でございます。

○後藤委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

その他の報告事項２件について質疑はありま

せんか。

○井上委員 宮崎県子どもの貧困対策計画の就

学援助制度の周知状況のところなんですけれど

も、制度の書類を配布している市町村の割合っ

ていうので、進級時に配布をする、入学時に配

布をする、この２つがあるわけですけれども、

これをちょっと具体的に説明してもらえません

か。

○日髙国保・援護課長 就学援助制度は、市町

村において認定事務を行っておりまして、制度

の周知につきましては、市町村が書類の配布を

していると伺っております。

この数字がなぜ低いのかというのがあるんで

すが、これは、教育委員会にも確認してみたん

ですけれども、市町村の判断で行っているとい

うところで、県では、その配布については直接

関与、把握していないということでございます。

ただ、数字が上がるんじゃないかといったこ

とも考えられますので、教育委員会を通じて、

もっと検討していきたいと考えております。

○井上委員 本当にそうですね。これはやっぱ

り、使う、使わないはあれでしょうけれども、

周知は徹底するということが大事なんではない

でしょうか。

就学をあきらめるか、あきらめないかという

のは、個々の家庭のいろんな問題があるでしょ

うけれども、やっぱり徹底した周知がされた上

で選択できるようにしていくことが大事だと思

うので、ここは丁寧にやっていただけるといい

と思っております。

それと、親の就業率、全体的に貧困家庭と言

われるのなら、その家庭の状況、就業率ってい

うのは、どのような状況であると把握しておら

れるのでしょうか。

○日髙国保・援護課長 就業率につきまして、

子育て家庭の就業率では把握しておりません

で、それから、子供を育てている生活保護家庭

につきましても、実際どれだけの就業があるの

か、その数字も特には把握していないんですけ

れども、ただ、生活保護家庭におきましては、

平成20年リーマンショック以降、稼働世帯、仕

事ができる年齢の世帯というのが急増しており

まして、それが、最近の景気の回復に伴ってだ

んだん減ってきていると。

ただ、一方、ひとり親家庭につきましては、

就業率は高いんですけれども、先ほど冒頭でお

話しましたように、収入が少ないといったこと

もあります。いずれにしましても、一番最初に

保護者に対する生活・就労支援という柱を持っ

てきておりまして、就労支援については、強く

支援をしていきたいと思っているところであり

ます。

○井上委員 就労率を上げるというのは、国保

・援護課でやれるようなことではなく、商工労

働部との連携とか、ほかの産業との連携という

のをちゃんとしないことにはなかなか大変で

しょうけれども、できるだけ、そこがきちっと

働いて賃金を得て、ちゃんと生活できるという
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状況をつくり出していくということは大変重要

でしょうから、各部にも、その意識を持っても

らうという点では、アピールをしていただける

といいなと思っております。

この層が固まって、それがふえていくという

状況になっていくと、大変、宮崎県内という状

況というのも、また、財政の状況というのも変

わってくる、負担の状況も変わってきますので、

そこを丁寧に取り組んでいただけたらと思って

います。

この宮崎県子どもの貧困対策計画そのもの

は、基本理念に書いてあるように、全ての子供

が生まれ育った環境に左右されず、その将来に

夢や希望を持って成長していける社会の実現を

目指すものというふうに言えば、本当に大変な

んですよね。

そういう意味では、部長にお願いしたいのは、

各部との連携をきちんととらないと、なかなか

福祉保健部だけで、実際起こっていることに対

する対処ばかりをしていればそれで済むという

問題ではないので、その状況をいかに、庁議の

中も含めて、徹底して認識を一致することがで

きるかということが大事だと思うんですけれど

も、そのあたりについてはいかがなんでしょう

か。

○桑山福祉保健部長 委員のおっしゃいますと

おり、この問題、１つの部で対応できるような

問題ではありませんで、社会全体の大きな流れ

等も受けて、各部局協力して取り組むべき問題

であると思っております。

親の就業率の話もありましたが、６ページの

指標で見ますと、やはり正規でない労働従事形

態が多いという状況でありますので、当然、商

工労働部との関連も出てまいりますし、また、

教育との関係も非常に密接になります。

そういった観点から、本会議でも御質問があ

りましたが、各部局との連携が大変重要である

という認識を持って、今後、計画の策定はもち

ろんでありますが、その後の推進に当たっても、

十分注意して取り組んでいきたいと思います。

○井上委員 十分な学力をつけるということは

物すごく大事なんです。子供たちが貧困から抜

け出していくためには、進学率が大事ですし、

やっぱり十分な学力をつけて、そして、十分に

その学力をベースとした形で就職していける。

就業率を挙げていくということは、これは私た

ちが基本的に地域の中でやらないといけない内

容だと思うんです。

ですから、学力の低下イコール貧困というの

は、どうしても現実として貧困を抜け出せない

ような状況になっていくわけです。負の連鎖に

なっていく可能性ってあると思うんです。

教育委員会とも密接に、金を支援してやれば

済むという問題でもないので、ある一定程度の

学力、そういうことも含めて、本当に福祉保健

部に強く求めるばかりではだめなわけで、本当

に庁議のときに具体的な徹底、総合的な政策的

な経過が出てくるようにしないと、どうこうと

いうような問題ではないので、常々の中での展

開をしていただきたいと思っています。

というのは、この前、労働者派遣法がああい

う形になりましたが、結局、非正規はそのまま

非正規、派遣労働者はずっと派遣労働者、正規

の人たちも派遣労働者になる可能性が高いとい

うことになってくると、親の貧困は、絶対に子

供の貧困へとつながっていくわけだから、それ

を考えると、大変、今の労働政策というのは危

ういと思うんです。
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私も、今回の質問のときに、商工観光労働部

にそれを挑んでみたんですが、見事に撃沈した

わけですけれども。

だから、やっぱりそこが徹底しないと、憲法

が世間とか、政治家を縛るものですけれども、

法律は、国民を縛るから、そういう意味で言う

と、今の労働政策が、まさに貧困の層を厚くし

ていく可能性というのは非常に高いので、きち

んと全体的な政策の整合性と、そことリンクし

ていけるようにしていかないと、起こっている

ことに手当するだけだと、本当に追うだけの状

況になっていくと思うので、庁議を含めて、本

当に部長にお願いしたいのですが。

徹底的な分析と政策的な効果が出るような見

通しみたいなものも、丁寧にやっていただける

と、この貧困対策計画そのものに効果が上がっ

てくるのではないかと思っていますので、部長

にお願いしたい。

○桑山福祉保健部長 今回、国保・援護課長か

ら御説明申し上げておりますが、この計画の中

では、４つの柱のうち、まず、一番最初に上げ

たのが、保護者に対する生活・就労支援という

ことで、やはり子供が育つ環境をつくっていく

上で、真っ先に取り組むものであろうというこ

とで、国の計画と異なって、一番最初に持って

きているところでございます。

また、そういう点に加えて、先ほど御指摘の

ありました、学習面での支援、これについては

大変重要でありますし、また、市町村におきま

しても、社会福祉協議会でありますとか、いろ

んな主体でそういう取り組みも行われている状

況もございます。

今後、そういった子供が貧困の連鎖から断ち

切れるような学習支援をはじめとする取り組み

を、各部局と連携しながら一緒になって考えて

取り組んでまいりたいと思います。

○井上委員 これで最後なんですけれども、各

市町村も県と同じようにこういう計画を持つ

と。地域をきちんと調べて、地域の中でこれを

やっていくというように、同じような計画を

持っていけるような状況というのはつくれるの

か、つくれないのか、どうなんですか。

○日髙国保・援護課長 市町村に対しまして

も、会議の場で県の計画を説明しておりまして、

県として、こういった方向でありたいというこ

とを説明をしております。

法律でも、それを全ての自治体が取り組むこ

とになっておりますので、県だけではなく、当

然、市町村も連携して取り組むということにし

ております。

さらに、関係機関が連携して取り組むという

ふうに考えておるんですけれども、福祉事務所

を中心として、各地域で、市町村も加わっても

らって、どういった取り組みができるか、そう

いったものを、今、考えているところでござい

ます。

○井上委員 答弁はそのとおりですよね。法律

なんだから、それは本当に波及して、市町村だっ

て先につくったっていいわけです。

ただ、それを具体的に、今、つくっている市

町村があるかっていうと、県が先だと思うんで

す。ですから、これは別に押しつけるとか、指

導するとかっていう段階ではないかもしれない

けれども、やっぱり、そこを市町村に促してい

くということが、大変重要だと思うんです。

これをきちんとやりきれるということになっ

てくると、知事の政策も含めてそうですけれど

も、政策の具現化が、圧倒的にそこが検証でき
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る状況になると思うんです。ここが一番最低限

のところだとすると。

だから、そういう意味では、市町村がそのよ

うな動きになっていくように誘導していく力

を、県が持っていただけたらと思っております。

押しつけて何かするということではなく、促し

ていく力をぜひ持っていただきたい。そのこと

を、今、申し上げているわけですが、そこをやっ

ていただけるといいと思っております。

○日髙国保・援護課長 委員御指摘のとおりで

ございまして、市町村と連携して取り組んでい

きたいと思っております。

○前屋敷委員 今から計画が具体的に煮詰まっ

てくると思うのですけれども、具体的な問題を

提起しながら、施策にもということで、財政的

な問題も含めて、国と密接な関係になってくる

と思います。

いろんな指数をもとに実態に即した形でどう

やってそこの問題を改善できるかと。子どもの

貧困ですので、先ほどからも出ていますが、や

はり、親の生活そのものがまともにならないと、

子どもの貧困がまた連鎖を生んでいくというこ

とになりますので、そういった点では、今の実

情をしっかり把握していただいて、それをどう

解決するかという点で、市町村とも連携もしな

がら。

そういった意味では、さっき就学援助も出ま

したが、周知徹底で、進学時に配布と入学時に

配布と二通りあって、入学時となると１回で終

わるのか、進学時というと毎年きっちりされる

のかというところがあって、非常に差も出てく

るので、細かいことですけれども、こういった

ところも、教育委員会になりますけれども、や

はり市町村にも、その辺のところもきめ細かに、

どう子供たちを救っていくかという点の柱を忘

れずに、施策に生かしていただきたいと思いま

す。

それと、対策協議会で検討されて計画が具体

的になるんですけれども、この構成メンバー。

教育、それから、労働、そういったところも含

めてというような構成になっているのかどう

か、その辺のところはどうなんですか。

○日髙国保・援護課長 貧困対策協議会につき

ましては、行政、関係団体、有識者という構成

でございますけれども、行政のほうでは労働局、

市長会、町村会。それから、関係団体というこ

とでＰＴＡの連合会とか、県立学校長協会とか、

そういった学校関係。そして、民生委員児童委

員協議会とか、県の社協、そして、有識者とし

て大学の教授、講師といった構成で臨んでいる

ところでございます。

○前屋敷委員 かなり全般にわたって、いろん

な課題を網羅しようというような構成になって

いるようですので、そこと県の各部局との連携

も含めて、やはり、具体的な施策になるように

期待したいと思いますので、お願いします。

○山下委員 家庭的養護推進計画で、この計画

を見てみると、今後、グループホームをどんど

ん地域の中に作っていこうということなんです

が、これの運営っていうのは、どこの事業所あ

たりがやっていくのですか。

○徳永こども家庭課長 グループホームは、本

体施設と連携して運営されるというものであり

まして、これは、本体施設を経営している社会

福祉法人が設置をするということになってまい

ります。

○山下委員 今、障害者施設関係をやっている

人たちが、障害者グループホームをつくってい
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ます。大体、そういう例えで認識してよろしい

ですか。

○徳永こども家庭課長 イメージ的には、そう

いうイメージでございます。

○山下委員 今、そういう団体はどれぐらいあ

るんですか。社会福祉事業団とか、そういうと

ころですか。

○徳永こども家庭課長 核になる施設が９施設

ございます。ことし整備する西諸地区に本体施

設ができますので、これを合わせて10施設でき

るということになります。

そこが核になって、そこにサテライトとして、

グループホームがおかれていくというイメージ

でございます。

○山下委員 もう一点。今、ずっと里親で見て

もらっている人たちがおられると思うんです

が、そこ辺で育ってきた子供、施設で育ってき

た子供とに、やっぱり進学率とか、いろいろ書

いてありますけれども、そこの温度差というの

は大分あるものですか。

○徳永こども家庭課長 統計的なものは取って

いないところですけれども、やはり、里親さん

の場合は一般家庭の中で育成されるということ

で、そういう意味では、愛情を注がれながら育

成できるということで、成長したあとも非常に

いい影響が出るということは言われております

ので、今回の計画についても、やはり里親を中

心に推進していきたいと考えているところで

す。

○井上委員 今、特別委員会で政策条例を出そ

うといろいろ議論中なんですけれども、家庭の

あり方みたいな感じで話をされている内容が

あって、私も非常に注目しながら、その政策条

例を見ているところなんです。これでいくと、

子供たちが減るので、こういう子供たちが減る

というのが大前提になっているのか、そのあた

りはどうなんですか。

○徳永こども家庭課長 ここのイメージ図でお

示ししましたように、11ページになるんですけ

れども、社会的養護の供給量そのものは、やは

り、児童人口が減っていくに従って減っていく

という推計をしているところです。

今、虐待そのものは件数的には伸びているん

ですけれども、児童数の減りのほうが影響率が

大きいということで、こういう推計になってお

ります。

○井上委員 そこがちょっと、私もまだ、よく

理解できないところがあるんです。

家庭のありようとか、結婚のありようとか、

そういうのを何かいろいろ鑑みると、減ってい

くということは本当にいいことだと思うんで

す。減っていってほしいと思っているので。児

童数が減れば、子供の出生率が下がっていけば、

そういうふうになるのかどうかっていうのは、

私も、現実によくわかっていないところがある

わけです。

それで、これがこのように減っていって、十

分な対応ができるということになるといいな

と。だから、この計画どおりだといいなという

のが、１つ基本にはあるわけです。

だから、多分、この本体の10カ所で、そこが

１つのステーションになって、そこからうまく

やっていけるような状況になるといいなと、こ

のまま理想的にそうなってほしいなと基本的に

は思います。

だから、そのように進んでいくことを本当に

願っているので、そうなのかと飲み込んだ上で、

ちょっとお聞きしたいところなんですが。
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小規模グループケアと里親さんとの関係です

よね。里親のほうにシフトするのではなくて、

どちらかというと、グループケアのほうにシフ

トしていくのかと、そう読み取れなくもないわ

けですけれども、そこあたりはどう考えておら

れますか。

○徳永こども家庭課長 計画的には、11ページ

の図にありますように、里親が黄色の部分です

が、今現在65名ということになっておりまして、

この委託の人数は、どんどんふやしていくとい

う形にしております。

ただ、今、本体施設で、大舎制で集団として

ケアされているものを、今後、グループケアに、

６人から８人という国の定めた単位がありまし

て、そういった小規模な単位に、より家庭に近

づけるような単位で養育をしていこうと。そこ

が１セットになって、お風呂があり、居間があ

り、居室があると。

１つの家庭のような雰囲気をつくっていくと

いうのがグループケアの考え方でありまして、

それを本体の中につくるのがグループケア、本

体の外に戸建ての住宅みたいにしてつくるのが

グループホームというように考えていただけれ

ばありがたいかと思います。

○井上委員 確かに、そのとおりなんでしょう

ね。

だから、私もちょっとよくわかっていないと

ころもあるわけですけれども、実際に養護施設

なんかに行ってみると、大人数を小さい形でそ

んなふうにしていくということは、大変いいこ

となんだろうなと思うんです。

当事者の子供たちにしてみると、それがどん

な影響を受けるのかということとかを考えたと

きに、確かに、グループホーム化ということは

大変いいと思うし、この里親さんの実数がどん

どんふえていけるということが可能なら、そち

らはすごくいいなという思いもするわけです。

でも、これは非常に大変なことで、人の人生

にかかわってくださる人をふやすということな

ので、大変なことだろうなと思うんです。ファ

ミリーホーム化をグループホーム化していっ

て、そして、同時進行的に里親さんもふやして

いけるような対策がとれると、それは非常にい

いなとは思うんです。

家庭というものを、小さいときからわかって

いただく、親から離れた、親から捨てられたな

どと思わないでいてもらえるような、そこをど

うやってつくり上げていくのかというのは、大

変難しくて、一番悩ましいところかと思ってい

るんですけれども、この里親対策は、今後、強

力にやっていただけるということでしょうか。

○徳永こども家庭課長 今の現状では、里親委

託率が14％程度で、これを35％まで上げていき

たい、強力にこれを推進していきたいというこ

とで、ことし６月の補正でお願いしましたＮＰ

Ｏに対して、普及啓発の事業を委託しておりま

す。普及啓発センターということで、宮崎市内

に１カ所設置しておりますけれども、こういっ

たものを活用しながら、里親を今後一層推進し

ていきたいと。

全体的には、施設の定員は、児童養護施設で

いけば157名、15年間で減らしていきます。そ

の分につきまして、里親さんに移行させていく

という計画になっておりまして、今後、新規里

親さんをいかにふやしていくかというのが大き

な課題であります。

前期につきましては、やっぱり環境整備とい

うのを今後いろいろしていきたいと。その環境
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整備というのの１つに、ＮＰＯの活用だとか、

そういったものがございまして、この５年間で、

そういう体制を整備した上で、エンジンをかけ

て、中期、後期で上げていきたいと考えている

ところです。

○井上委員 現在、里親になっている方たちの

御意見とか、いろんなことを十分に聞いていた

だいて、そして、それを推進策の１つの取り入

れていきながら、十分にこの数値どおりにいく

ことを願っていますので、頑張っていただきた

いと思います。

それと、もう１つはグループホームのあり方

です。洗濯機があって、冷蔵庫があって、電気

釜があって、そういうものがそろっていたら家

庭だということになかなかならないので、そこ

にグループホームとしてのありようみたいな

のっていうのは、やっぱり考えていかなければ

ならない。高齢者の方のグループホームとも違

う、障害者の方のグループホームとも違う、こ

ういうグループホームのあり方としても、やっ

ぱり十分考えなければならないところがあると

思うんです。ですから、そういう設備が整って

いさえすればグループホームと言えるのかって

いったら、なかなか難しいところがあると思う

んです。

ここも本当に恐縮ですが、十分な知恵と工夫

を凝らしていただくということをお願いしたい

と。そして、ある一定程度の、里親にはなりき

れないけれど、里親まではいかないけれども、

そういう人たちが一緒に参入できるような、そ

ういうことも含めて、そして、その方たちがや

がて里親になっていただくこともあるかもしれ

ないわけですので、何かその設定をつくり上げ

ていくとかを、ちょっとイメージしていただい

て。

ただ、管理していく上では大変なことが起こ

ると思うんですけれども、そのあたりを少し、

ボランティアの方を入れ込んでいく力みたいな

のを考えていただけるといいのかなと思いま

す。十分な愛情が伝わってこその養護施設のあ

りよう、これからの宮崎の子供たちの成長だと

思うので、本当にお願いすることが多すぎて、

ちょっと恐縮なんですけど、そこあたりを

ちょっと十分に。

○徳永こども家庭課長 里親の推進につきまし

ては、検討委員会の中でも３地区の里親会から、

それぞれ代表の方に出ていただきまして、里親

を推進する上での課題を整理して、それに対す

る対策を今後打っていくということにしており

ます。

特に、レスパイトケアとか、そういったもの

にも力を入れていきたいと。

また、グループホームにつきましては、委員

おっしゃるとおり、より家庭に近い雰囲気にす

るということで、施設の１つの基準といたしま

して、大舎制だと、職員が全体にかかわってい

くという形になるんですが、グループホームに

なりますと、特定の職員というのも限られて、

そこのグループホームの担当の職員というのが

限られてきます。

いわば、親がわりになるような形でグループ

ホームを運営するという、これは設置基準上、

そのようになっておりますので、家庭まではい

きませんけれども、それに近い形で運営できる

んではないかなと思っております。

それとまた、里親推進につきまして、先ほど

説明いたしましたけれども、乳幼児の里親委託

というのを、今後、進めていきたいと。虐待等
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を受けた子供たちというのは、非常に養育が困

難だというのもございまして、初めて里親さん

になる方は、そういった養育に困難を感じる方

もいらっしゃるというようなこともあります。

乳幼児の里親を強力に推進することによって、

里親委託率を上げようという考えで、これは、

宮崎県独自の考えとして、乳児院を地域に分散

させるということで、都城と延岡のほうに分散

させまして、そこに里親トレーナーを設置して、

乳幼児の里親委託を強力に推進していきたいと

考えているところです。

○井上委員 県庁の職員の方も、いろいろなそ

ういう御家庭なんかの方とかかわっていくと、

こういう仕事というのは、物すごく自分の生活

と混同してしまうぐらいかかわりを持たないと

できない仕事であったりするわけです。

だから、グループホームで担当される方たち

なんかは、精神的にも入れ込み方が激しくなっ

ていくと、その方が大変になっていく可能性と

いうのは非常にあると思うんです。ですから、

十分な人的な配置がないと、それを同じ場所に

同じようにかかわっていくと─それこそホス

ピスと同じようなことになっていって、病院の

看護師さんも元気で送り出していける看護師さ

んになるように、その方たちとホスピスにい

らっしゃる看護師さんとはしょっちゅう入れか

えをしないと、看護師さんのほうが摩耗してし

まっていくようなこととかが起こるわけです。

そういうことと等も決めて、養護施設は、そ

んなにたくさんの人的な配置ができるほどの状

況になるのかどうかっていうのが、財政的支援

がそれだけできるかといったら、なかなか難し

いところもあると思うので、そういうこととか

も考えつつ、それと、その方たちは、自分の気

持ちを持ち直すことができるぐらいの配慮みた

いなこともしていかなければいけない。

これは、ぜひやっていただきたい内容ではあ

るだけに、その中身の計画が、本当にこの推進

計画どおりにやっていけるかというと、大変厳

しいところがあるとは思うんですが。いろいろ

なことを配慮しながら、そして、ここをちゃん

とやり上げていける力を持つと、この貧困から

の脱却ということも可能性が出てくるので、そ

こも含めて、国保・援護課の皆さんがやってお

られることとリンクしながら、施策的効果が出

てくるように努力していただきたいと思いま

す。

何か、お願いすることばかりで恐縮ですが、

指摘ばかりしてるもので、私は何ができるのか

と時々思ってしまうわけですが、いろいろな養

護施設も見せていただきましたが、本当に大変

だと思うので、計画どおりいけるように、十分

な対策をとっていただくことを要望しておきた

いと思います。

○徳永こども家庭課長 委員おっしゃいました

ように、家庭的養護を推進するには、やはり、

それだけの体制をとっていかなきゃいけないと

いうことで、国も人員の配置につきましても、

新たな配置基準をつくる、増員していくという

ことも述べております。県のほうでも、小規模

化、グループユニットを適正に運営できるよう

にということで、ことし、６月の補正予算でも

上げましたけれども、先進的に取り組んでいる

施設に職員を派遣するというような研修事業

も、ことしから取り組むことにしておりますの

で、そういったものを合わせながら、家庭的養

護を推進していきたいと。

また、貧困問題につきましても、児童養護施
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設の大学等への進学率が非常に低いという現実

がございますので、これにつきましても、いろ

いろ、今後、手を打っていきたいと考えている

ところではあります。

○井上委員 最後です。計画のアピールを、本

当に多くの方にアピールをちゃんとしていただ

けたらと思います。

これに、元気な高齢者の皆さんで参入できる、

一緒にやっていける力を持つ方たちもいらっ

しゃるわけで、県民総合力、県民の力を借りる

ということを積極的にやっていただくようにお

願いしておきたいと思います。

○徳永こども家庭課長 まさしく、いろんな方

の支援を得ながらやっていかないといけない

と。

先ほども出ましたけれども、ボランティアに

子供を預かってもらう週末ボランティアという

事業もございまして、そういったものも広く周

知して、皆さんのお知恵を借りながら、協力を

得ながら推進してまいりたいと思っておりま

す。

○中野委員 家庭的養護推進計画について、２

～３、お尋ねしたいと思います。

まず、疑問ですが、幼稚な質問になるかと思

いますが、経済学とか、経営学には、需要、供

給という言葉が、この単語がよく使われます。

こういう子供たちも、やっぱり需要とか、供給

とか、物を測るような言葉ですが─これは国

から流れてきた言葉でしょうが、やっぱり、こ

ういう単位、言葉使いで、こういう計画には使

うんですか。

○徳永こども家庭課長 国のほうの通知にもそ

ういった言葉が使ってございまして、それを単

純に踏襲したところではあるんですけれども、

おっしゃるように、ちょっと人の数としては、

少し配慮した方がいいのかというところもあり

ますが、一般的にはこういう表現をとっている

ところであります。

○中野委員 ずっと昔からこういう文言、言葉

が使ってあったんですか。

○徳永こども家庭課長 この計画は、今度、初

めて策定するものでありますので、従前から子

供の世界について、こういう表現をしていたか

どうかっていうのは、ちょっと承知していない

ところです。

○中野委員 経済とか、経営学とか、物、数量

を測るときの需要、供給という言葉ですよね。

これを子供たちに、しかも、施設に入る、ある

いは里親と言いながら、何か供給、直接子供た

ちがこの言葉を目に触れることはないと思うん

だけれども、行政の人たちもそこを疑問に思わ

なかったもんだろうかと。

今、差別用語が云々とか、昔から、かなり物

事が制限されてきているのに、ちょっと何か言

えば、クレームがつきます。我々もつい言って

しまったり、そういう差別的な言葉を使わない

と表現がしにくいというときもあったりして、

言ってはならない言葉だがと言いながら、使う

ときも時にありますよね。

しかし、供給量、需要量とか、よう使ったも

んだと。さっきから聞いておって、何かさみし

い、かわいそうというような気がしてならんと

です。

○椎こども政策局長 直接、今の家庭的養護推

進計画のお話とはリンクしませんが、ただ、こ

とし３月に策定しました子ども・子育て応援プ

ランの中におきましても、子ども・子育て支援

法の中で、幼児教育、保育で、需給状況のバラ
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ンスを考えて各市町村は計画するとなっており

まして、どうしても計画上は、そういう需給と

いうことを使っている経緯はございます。

ですから、今回の社会的養護につきましては、

これまでの経緯もあって、需要、供給という言

葉を使っているのだと思います。

○中野委員 国からそういう流れが来たんで

しょうが、早晩、改めてもらいたい言葉使いだ

と思いますが。そこに疑義を感じました。

それから、社会の構図は、まず、家族があっ

て、そこにコミュニティーのようなものが発生

して、そして、市町村、県、それから、国家、

あるいは世界というものが成り立っておりま

す。その基本の単位が家庭だと思うんです。

なるべくなら、そういうところで生活を一緒

のスタートをケアするということは大変重要な

ことだから、里親制度というのは、ずっと計画

どおり充実させないかん。小規模化にすること

が家庭的な雰囲気を味あわせるということで

も、小規模化に必要ということでの計画だと思

うんです。

その方向で計画どおりにいってほしいと思う

し、何も問題はありませんが、いわゆる家庭的、

家族の中で育てられない子供が県内にもこんな

にたくさんおるわけです。毎年、発生するから、

児童数が少なくなる分だけが減るということだ

けで、あるひとつの定数、ある人数はいつも、

毎年発生しているということの裏づけになりま

す。

さっきの需要が、供給がということがありま

したが、そういう子供たちを発生させないよう

にする政策、施策、対策というのは、どこでさ

れているわけですか。

○徳永こども家庭課長 養護施設等に入ってく

るお子さんの多くは、虐待を受けて入ってくる

お子さんが多いと。50％を超えるお子さんが、

そうやって虐待を受けて入ってくるわけですけ

れども、その虐待の予防、防止ということで、

子育て支援というのをいろんな施策を打ってお

りまして、それで、家庭内で虐待が行われるの

を防止していこうという、１つの取り組みは

行っているところであります。

○中野委員 それは、どこがしているんですか。

○徳永こども家庭課長 市町村が実施主体にな

りまして、子育て支援の各種の事業をやってい

ると。

例えば、こども家庭課関連で言いますと、乳

幼児の全戸訪問事業とか、養育支援事業という

ようなのもありまして、そういう虐待が起こる

のは乳幼児期から発生するといわれておりまし

て、そこからの支援というのが大事だというこ

とで、そういう事業が組んでございまして、そ

ういったものを活用しながら虐待の防止に努め

ていると。

それと、また、要保護児童対策地域協議会と

いうのが市町村ごとに設置されておりまして、

その中で、そういう支援が必要な子供たちが

あった場合は、各保健所、保育園、幼稚園、学

校等が連携して、その家庭を支えていくという

ような事業もやっております。そういったもの

を通じて、子供が不幸にして保護されないよう

に、事前の予防活動というのも取り組んでいる

ところです。

○中野委員 望まれない形で生まれる子供、そ

れから、生まれたけれども親が、家庭がいろい

ろあって、虐待とか、その他でいろいろされて、

結果的に施設とか、里親に預けなけりゃならな

い子供がいるというこの現実で、こういう計画、
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施設もあるわけです。

計画はこれでいいと思うんだけれども、今

言った、そういうものを、市町村だとか、それ

ぞれの関係機関がされていると思いますが、そ

のことも並行したところの将来的な取り組みの

中での推進計画というものにしてもらいたいと

思うんです。

○徳永こども家庭課長 そういう虐待の防止と

か、家庭的養護を推進する上で必要となってく

る基本的な考え方は、子ども・子育て応援プラ

ンに載せさせていただいておりまして、ここは、

あくまでも発生して社会的養護が必要になった

子供に対して、どうやって家庭的養護を推進す

るのかという計画として、これはまとめたもの

でございます。

○中野委員 だから、課長が担当外であれば、

違う人が答えなさい。

○椎こども政策局長 今、課長が申し上げまし

たように、ことし３月に作成いたしました子ど

も・子育て応援プランがありまして、そのもと

に、より専門的な計画として家庭的養護推進計

画を位置づけて、一体となって取り組んでいく

ということを、実際、この子ども・子育て応援

プランにも記載しています。

そういう意味で、今、より家庭的養護に特化

した形での計画を、今回、お示ししているとい

うことでございます。

○中野委員 ぜひ、そういう形で。福祉保健部

に関係することもあるだろうし、市町村に関係

することもあるだろうし、教育委員会に関係す

ることもあるだろうし、時には、警察の関係も

あるでしょうが、いつもそういうところと連携

しながら、１人でもこういう子供たちが少なく

なるように、そういう取り組みを、ひとつよろ

しくお願いしておきたいと思います。

○岩切副委員長 この家庭的養護推進計画の施

設等はこうしていく、里親はこうしていくとい

う前提に、児童相談所のほうが、この社会的養

護については児童福祉士を抱えて、その決定を

していくという作業があるわけです。

国のほうで、児童福祉士の資格化を検討され

ているというお話も出ておられます。

やはり、児童相談所の職員がその子の状況に

合わせて、しっかりとした判断をしていくとい

うことが大前提だと思うんです。里親制度とい

うのは、今現在は非常にわかりにくいと評価さ

れています。これから、推進をしていきたいと

いうことは当然として、わかりにくいという状

況のまま、今の措置権者たる児童相談所の児童

福祉士が進んでいくと、結局、そこは二の足を

踏むということにならないかということをいつ

も考えています。

ですから、県として全体的な問題として、福

祉士の養成というものをどういうふうにしてい

くかというものも、このペーパーには出てこな

いとしても、しっかりとした方向性を持ってお

かないと、県全体の職員配置上の問題が、この

推進計画をうまく回していかないネックになっ

ていくんではないかというものを思っていま

す。今現在の社会的養護の現状の中で、児相と

いうものが、どういう役回りを担っているかを

しっかりと総括をして、これからの推進体制に

反映させるべきじゃないかと思っていますの

で、ペーパー上にあらわす、あらわさないでは

なくて、しっかりと持っておったほうがいいん

ではないかと思っております。

○徳永こども家庭課長 副委員長がおっしゃい

ましたように、今現在、国のほうにおきまして
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も、児童相談所の機能強化ということで、人員

配置基準の見直しが行われていると伺っている

ところです。

確かに、虐待等に追われまして、児童相談所

が里親業務等に特化できないと。それも里親制

度が推進していない１つになっておるんですけ

れども、今後、そういったものも基準が見直さ

れることによって、改善していくのかなと。

我々といたしましても、里親委託を推進する

上でも、児相の考え方がしっかりしていないと

いけないということで、３児相を合わせまして、

推進のための会議、そういったものを今度組織

してやっていきたいということで、内部で話し

合っているところでございます。

○桑山福祉保健部長 今、副委員長お尋ねの件、

職員の専門性の向上ということが大きなテーマ

だと思います。

採用の職種として、社会福祉職でありますと

か、心理職でありますとか、そういう専門職も

あります。ただ、それでは賄いきれない中で、

一般行政部門の職員も多数業務に従事している

わけですが、今後とも、そういった職員の専門

性の向上を図るとともに、在職期間を含めまし

て、より成果の上がる、相手の立場に立って仕

事ができるような、そういう体制をつくるべく

努力してまいりますし、また、異動等に当たっ

ての配慮もまた、県庁内部で求めていきたいと

思っております。

○岩切副委員長 大変厳しい現場でありますの

で、さまざまな思いが錯綜する部分だとは思い

ますけれども、やはり、施設や里親の専門性が

高まっていく中で、児相が今の水準ということ

だけでは、やっぱりうまくいかない点があるか

と思っております。

あと、子供たちはそれぞれの社会的養護の現

場を経て大人になっていくわけなんです。その

大人になったときに、さまざまな困難にあうと

いうことがこれまでもありました。計画案の本

案の中には、退所後の子供に対する支援をして

いくということが一文ありますけれども、

ちょっと中身的にわかりにくいというような思

いもしております。しっかりとした財源と人手

というものを与えて、今、子供が大人になるの

は、単に18歳だとか、20歳だとか、そういう法

的なものではなくて、肉体、精神的なもの、た

くさん要素としてありますので、一定年齢まで

はしっかりと社会が支えて、自立した大人が、

貧困に転がり落ちてこないようにするまで支え

ていく必要があると思うんですけれども、その

体制整備についての考え方がありましたら、お

聞かせいただければと思います。

○徳永こども家庭課長 今度の計画の中にも、

お示ししているところなんですけれども、アフ

ターケアをどうするかという問題で、国の補助

事業の中にありますアフターケアセンターと

か、そういった18歳でプツッと切るのではなく

て、その後、こういった児童養護施設等で育っ

てきた子供たちは自尊心が低いとか、コミュニ

ケーション能力が低いとかいうような問題が

あって、社会に出たあとに、いろいろな課題を

抱える子供たちが多いですので、そういったも

のをケアしていくための方策も、今後、検討し

てまいりたいと考えているところです。

○岩切副委員長 最後にいたします。

今度は、子どもの貧困対策計画のほうで、１

点だけお尋ねします。

子どもの貧困という表現の中の、貧困という

ところに視点を当てて、国保・援護課が担当さ
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れて、これまで計画を詰められておられ、部全

体で取り組んでいらっしゃるとは思うんですけ

れども、計画ができて、来年度以降の計画の推

進体制。子供というところで見ていくのか、貧

困というところにスポットを当てていくのか、

生活困窮者対策の問題、そして、教育上の問題、

さまざまリンクしていきますので、総合的なコ

ントロールが必要ではないかと思っています。

貧困対策というのが生活保護にならない予防

策と誤解を生まないようにするためには、やは

り、そこらの対応策を、しっかりした体制整備

をお示しする必要があるのではないかと思いま

すので、来年度以降の体制整備に対するお考え

などがありましたら、お聞かせいただきたいと

思います。

○桑山福祉保健部長 先ほど別の御質問で、協

議会のメンバーについてお尋ねがありましたけ

れども、私ども県側も、福祉保健部内では国保

・援護課だけではなくて、こども家庭課ももち

ろん参加しておりますし、教育委員会でありま

すとか、複数の部局が事務局側に立って、協議

会とのいろんな意見交換をさせていただいてお

ります。

そういった関係部局がかかわる中で計画をつ

くってまいりますし、また、計画をつくったあ

とも、推進体制、当然、そういったかかわりの

ある部局が、おっしゃったような子供であると

か、貧困、あるいは、その親の就業の問題であ

るとか、さまざまな問題がありますので、それ

ぞれ、関係部局が一緒になった計画の推進体制

をつくる必要があると思っております。

そのような対応をしていくよう、努めていき

たいと思います。

○後藤委員長 報告事項は終わってよろしいで

しょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 報告事項については終了いたし

ます。

ここで休憩に入りたいと思います。午後１時

に再開したいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時１分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

まず、ここで委員会の傍聴につきましてお諮

りをさせていただきます。日向市の首藤氏から、

傍聴したい旨の申し出がありました。議会運営

委員会の確認・決定事項に基づき、許可するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

いたします。

日向市の首藤様、傍聴されるに当たりお願い

したいのですが、受け付けの際にお渡ししまし

た傍聴人の守るべき事項にありますとおり、声

を出したり拍手をしたりすることはできませ

ん。当委員会の審査を円滑に進めるため、静か

に傍聴してください。

また、傍聴に関する指示には、速やかに従っ

ていただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

○木内健康増進課長 午前中の報告の事項の質

疑の中で、前屋敷委員からお尋ねがありました

腎臓移植の希望者の方の待機期間につきまし

て、データがないということでお答えをいたし

ましたが、全国の待機者につきましてはデータ

がございましたので、ここで御報告をさせてい
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ただきます。

2015年、本年７月31日現在の移植希望の待機

者数、１万2,572人となっております。このう

ち、待機期間が５年未満の方が5,437人という

ことで43.2％でございました。したがいまし

て、56.8％の方は５年以上待機をされていると

いうことでございます。この内訳は、５年から10

年の方が3,172人、10年から15年の方が1,899

人、15年から20年の方が1,431人、20年以上の

方が633人ということでございました。

○後藤委員長 前屋敷委員よろしいですか。

それでは、その他、何かありませんか。

○松田長寿介護課長 昨日、介護従事者の不足

状況等につきまして御質問がございましたの

で、別紙でお配りしました資料で御説明申し上

げたいと思います。

まず最初にお断りを申し上げたいんですが、

県内の介護事業所の人材不足の状況、これを的

確に示すような数値を持ち合せておりませんの

で、今回、御提案申し上げております事業の中

で、実態調査も計画しております。こういった

中で検討してまいりたいと思いますので、今回

は、そこにお示ししております有効求人倍率で

御説明申し上げたいと思います。

こちらに、平成27年７月末の公共職業安定所

別の有効求人倍率をお示ししております。全職

種が左から２番目、それから、介護関係。次に、

その隣が事業所等からの求人数、それから、就

職を求めておられます求職者数ということでお

示しをしておりまして、その差を一番右隅に記

載をしてございます。

県全体といたしましては、一番下の欄でござ

いますが、７月末現在、全職種で有効求人倍率

は0.96、それから、介護関係になりますと1.82、

この算出にかかります有効求人数2,785、有効

求職者数が1,528ということで、差が1,257とい

うことでございます。

なお、この数字の中で、小林市の公共職業安

定所管内の数値が高いわけでございますが、実

際、求人を事業所がする場合は、その事業所の

所在地ごとの公共職業安定所に求人を出すとい

うのが一般的なのでございますが、小林管内の

法人におかれましては、県内各地に約20事業所

を持っておりますが、小林市の安定所に一括し

て求人を提出しているということで、県内の事

業所の求人がここに計上をされているというこ

とで、小林市の安定所の数値が高くなっている

ということでございます。

このほか、人材不足の状況につきましては、

昨年度、介護労働安定センターが県内の介護事

業所に対しましてアンケート調査を行っており

まして、そのうち、約50％の事業所が、採用が

困難と回答をしております。また、60％の事業

所が、人材が不足しているという回答をなされ

ているところでございます。

次に（２）でございますが、介護サービス事

業所の休廃止の状況ということで、これは、休

廃止の理由が介護従事者の不足によるもので、

私どもが今、把握しているものについて、お示

しをしております。

平成26年度は３カ所、27年度は８月末までで

４カ所でございます。

続きまして、（３）特別養護老人ホームの入

居状況ということで、これは、本年度５月末の、

まだ暫定値でございます。確定に至っておりま

せんが、圏域ごとに定員、それから、入居者数、

入居率とお示しをしております。

一番下、合計の欄に、県全体の特養の定
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員5,676、５月末の入居者数が5,402、入居率

が95.2％となっております。

この中で、特に西諸管内の入居率87.2％と

なっておりまして、ほかの管内に比べると低い

状況でございますが、これにつきましては、え

びの市内に27年度の３月に開所いたしました80

床の特別養護老人ホーム、この入居率がこの時

点で30％でございまして、こういう形で入居率

が低くなっているということでございます。

施設といたしましては、既に、満床時に必要

な人員は確保した上で、重度の要介護者のケア

に対応するため、職員の研修等を行いながら、

徐々に入居者を受け入れていくということにし

ております。

なお、その他の施設において、空床が生じて

おりますのは、入院とか、退所等によります一

時的なものでございまして、人員不足で生じて

いるというものではございません。

それから、（４）の有料老人ホームの入居状

況につきましては、27年７月１日現在、これも

まだ確定でございませんで、暫定値でお示しを

しております。圏域ごとに定員、入居者数、入

居率と同じようにお示ししております。

合計欄のところでございますが、県内の有料

の定員が、現在のところ9,708、入居率が７月

１日現在で8,234、入居率が84.8％となってお

ります。

有料老人ホームにつきましては、このうち、

全体８割を占めます住宅型と呼ばれております

有料老人ホームにおきましては、現在、人員基

準がございませんものですから、空床の状況か

ら、具体的に人員不足でこの空床が生じている

かどうかということは、確定できない状況でご

ざいます。

不足の状況等については以上でございます。

○後藤委員長 ただいまの報告説明について質

疑はありませんか。

○中野委員 今の説明で、有効求人倍率で小林

が異常に高いということから、今、何か県下全

体で云々という説明をされました。ちょっと説

明を理解できませんでした。もう一度、私にわ

かるように、やわらかく説明していただけませ

んか。

○松田長寿介護課長 この小林管内の社会福祉

法人でございますけれども、県内に20の介護事

業所を持っておりまして、その求人を小林の安

定所に一括で求人を出されておるということで

ございます。この方法でいきますと、小林に求

人数が反映されるということで、有効求人倍率

が高くなっているということでございますが、

実際、求職者が相談に行かれる場合は、もより

の各安定所で求人情報を確認して申し込みをさ

れるということになりますが、求人の申込みに

ついては、こういう形で、今されているという

ことでございます。

○中野委員 県下20の施設をもっていらっしゃ

る法人が、周知して、小林市で求人していると

いうことですか。

○松田長寿介護課長 そうでございます。

○中野委員 それを除いた場合には、どうなり

ますか。

○松田長寿介護課長 ちょっと今、その数字を

手元に持ち合せておりません。後ほどまた、お

知らせしたいと思います。

○中野委員 いずれにしても、都城、小林、き

のうも申し上げましたが、この有効求人倍率が

高いのは介護関係の人の率が高いということか

らと読み取れますよね。
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そのことと、西諸については、入居者が少な

いわけですけれども、えびのに今度できた関係

云々と言われましたが、あそこはまだ満杯には

なっていないわけでしょう。

○松田長寿介護課長 現段階でも、今、50％の

入居率となっております。

○中野委員 そのことの理由を、何とかかんと

かと説明されたが、本当ですか。介護従事者が

なかなか募集をかけても集まらないから、入居

者が入られないと。そういうことだとも聞いた

んです。入りたい人がいるのに、入れないと。

それで、この有効求人倍率、介護関係が非常

に高い。西諸は高いのに、職員も100％されて

いない状況にあると思うんですよね。何か理由

があるんじゃないかと思って、きのうもそのつ

もりで聞いたんだけど、そういうことは指摘に

入りませんか。

○松田長寿介護課長 この施設におきまして

は、80床ということで、人員基準としては27人

以上でございますが、９月現在で、今42名を確

保して運営をしております。

○中野委員 あと38人は、まだベッドが空いて

いるということですよ。その理由です。

さっき言われたようなことが、本当の理由で、

まだベッドが空いているということなんです

か。

○松田長寿介護課長 この80床の特養につきま

しては、10床ごとのユニットの施設になってご

ざいまして、現在、その10床ずつ計画的にユニッ

トごとに開所、広げているという状況でござい

ます。特に、今回の開所に当たりましては、従

前の経験のある職員以外にも新たに介護経験の

浅い職員も採用しておりますので、やはり、そ

ういった職員の研修、こういったものを十分行

いながら、特に、重度、あるいは認知症の重い

方々のケアを適切に行っていくということで、

計画的に進めているところでございます。

○中野委員 ユニットというのは、10人なんで

すか。

○松田長寿介護課長 10名で１ユニットという

形で、今進めております。

○中野委員 42名であれば、その２名は何に

なっておるんですか。

○松田長寿介護課長 今の数字は、申し上げま

した42名の中の内訳として、介護職員が34名。

それと、看護職員、これは全てのユニットを担

当するわけですけれども、これが８名というこ

とで、計42名、今配置しておるところでござい

ます。

○中野委員 ２名というのは、職員の数だった

んですか。

○松田長寿介護課長 配置基準上の職員が、

今、42名ということでございます。

○中野委員 勘違いしていました。

それなら、あとどのくらいで満杯になるんで

すか。

○松田長寿介護課長 施設としては、十分ケア

に配慮しながら計画的に受け入れをしていきた

いということでございまして、施設によりまし

ては、１年かかるところもありますけれども、

施設として、ニーズが高い施設でございますの

で、計画的にケアにも配慮しながら進めていき

たいということでございます。

○中野委員 ここは、開業して、もう１年半以

上たったわけですが。

○松田長寿介護課長 ことしの３月に開所した

ところでございます。

○中野委員 大体、どこもこういう施設という
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のは、やっぱり１年から１年半かかって満杯に

なるんですか。

○松田長寿介護課長 大体、１年ぐらいをかけ

まして、満床にしているというところが一般的

かと思っております。

○中野委員 １日でも早く満杯になるよう…

…。実は待っている人がおるんです。入れない

んです。せっかくつくったんだから、何か指導

してください。お願いしておきます。

○山下委員 この求人倍率のＡマイナスＢ、県

全体で1,257名が不足していますという捉え方

でよろしいんですか。

○松田長寿介護課長 私、ちょっと説明が足り

ておりませんでしたけれども、これは、あくま

で求人数と求職者数の差でございまして、施設

におきまして、やはり産休とか、育休を取られ

る等の職員が年中出ておりますから、そういっ

た方々の補充という形で、あらかじめ求人を出

されていると、そういったところもございます。

あるいは、退職される方を見込んで、ある程

度、求人を年間出されているとお聞きしており

ますので、必ずしも、これが全て不足数という

ふうには捉えにくいんじゃないかと考えており

ます。

○山下委員 この（３）の特養の入居状況。例

えば、施設におって、入院をしなければならな

い人たちが出てくるんですよね。そういう人た

ちは、カウントされていないですよね。これは、

実際の空きということでしょう。

○松田長寿介護課長 入院をされているとか、

そういう場合は、こういうのには入っていない

というような。

その場合も、例えば、入院が長期にわたると

いう場合は、３カ月を超えたりすると退所にな

りますけれども、それ以外は、短期の入院とい

う形になります。

○山下委員 私もこの状況を見て本当かなと

思ったんですが、入居状況というのは、我々が

聞く限り、もうちょっと低いかと思ったんです

が、ほぼ満タン状況という判断でよろしいんで

すか。

○松田長寿介護課長 各施設、それぞれ入居申

込者がいらっしゃるわけでございまして、あら

かじめ入所の順位とか、施設ごとに検討されて

おりまして、そういった空床が生じましたら、

すぐ、そういう該当の方々に御連絡申し上げて、

１日も早く入居いただけるような対応を各施設

やっているということでございます。

○山下委員 この出された資料を見る限りは、

特養においては、介護職員が足らないから入所

する人を抑えているとか、そういう状況ってい

うのも、全くないということでよろしいんです

か。

○松田長寿介護課長 人員不足によって入居を

お断りしているとか、待っていただいていると

いうことは、ないと考えております。

○山下委員 そのように理解しました。

次の（４）の有料老人ホームです。ここが、

特養に対して有料老人ホームが物すごく数がで

きてきて、これだけ入居率が特養にしたら低い

ということは、やっぱり入る人が少ないのか、

介護職員がいないのか、どういう見方をされま

すか。

○松田長寿介護課長 有料老人ホーム、数もこ

れだけふえてきておりまして、やはり、サービ

スの内容とか、質とか、そういったものを入居

者の皆さん方もいろいろ検討されておりまし

て、施設によっては、そういった選ばれるとい
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う形で、なかなかベッドが埋まらないという施

設も現実的には起こっております。

それから、この中には、やはり委員おっしゃ

るように、人の確保というものがなかなか厳し

いという部分も、当然含まれているところかと

思いますが、複合的な要因になっているかと

思っております。

○山下委員 最後ですが、この（２）の休廃止

の状況なんですが、通所介護ということはデイ

サービスのことですよね。これを廃止せざるを

得なかった理由というのは、どういう理由があ

るんですか。

○松田長寿介護課長 これは、主な要因としま

して、介護従事者が確保できないというような

ことで、廃止をされたということでございます。

ただ、利用されている方については、ほかの

施設にきちっと移っていただいた上で廃止をし

ているということでございます。

○後藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 県内介護従事者の不足状況につ

いては終わりにしたいと思います。

その他、ほかにありませんか。

○前屋敷委員 難病のことでちょっとお伺いを

したいと思うんですけれども、難病法が制定を

されて、助成の対象、疾病がかなり拡大をされ

て、そういった点では大変いいことなんですが、

成人の方ももちろんなんですけれども、子供さ

んについての状況を知りたいと思っているんで

す。把握をしておられれば、子供さんの患者数、

それから、その疾病の内容、その辺のところを

聞かせていただけますか。

○木内健康増進課長 難病患者さんは特定医療

費の支給ということで数はカウントをしており

ますけれども、子供のそういった難病に当たる

ような方につきましては、小児慢性特定疾病で

医療費の支給を行っております。そちらのほう

が、自己負担額の上限額が低いものですから、

どちらかといいますと、小児慢性特定疾病で優

先的に支給の対象となっているという状況にご

ざいます。

したがいまして、数ということで、その小児

慢性特定疾病医療費の受給者数ということでお

答えをしたいと思います。

これは、本年の３月31日現在、宮崎県内1,472

人の方が受給者ということになっております。

疾患ということになりますとさまざまでござ

いますけれども、内分泌疾患であるとか、慢性

心疾患というようなものが、合わせて半分ぐら

いということになってございます。

また、重症者の数ということも、一応、制度

上は把握をしておりまして、県内128名という

ようなことになってございます。

○前屋敷委員 続けてですが、指定医の方が難

病判断をするんですけれども、成人の方々は、

宮崎はその判断をしていただくドクターがかな

り多いということを聞いているんですが、小児

科医が、今、非常に少ないというような中で、

その辺の対応はどうなのか、ちょっと現状を聞

かせていただけるといいんですけれども。

○木内健康増進課長 難病と小慢、それぞれに

つきまして、新制度のもとでの指定医の指定と

いうようなものを行っております。

参考までに、その指定医の指定の状況という

ことで申し上げますと、ことしの８月31日の時

点で、難病については910名の先生方を指定医

ということで指定をし、また、小児慢性特定疾

病につきましては294名の先生方を指定をして
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いるところでございます。

一般には、各分野の専門医の先生方を指定を

しておるわけですけれども、専門をお持ちでな

い先生につきましては、県で指定医の研修を実

施することにしておりまして、これは、新制度

ということでありましたので、まだ実施をして

おりませんけれども、今年度中にも開始したい

と思っております。

また、難病につきましては、実際に治療に当

たられる先生方、医療機関の方にお集まりをい

ただきまして、難病医療連絡協議会という会合

を持っております。そちらのほうで、その先生

方の研修会を実施をしてまいっておりまして、

そのようなところで、専門医の先生方の確保に

取り組んでまいりたいと考えております。

○前屋敷委員 いろんな症状が出て、難病と最

初から親御さんたちもわからずに、医療機関に

相談したりするんですけれども、そういった段

階では、直接病院に行く前に、いろいろ子供た

ちのことで相談できる相談窓口、システムとい

うのがあるんですか。

例えば、保健所でやるとか、そういったとこ

ろでの受け入れというのが可能になっているの

かどうか、その辺のシステム的な。

○木内健康増進課長 もちろん、県の保健所に

おきましても、患者さん、御家族の方からの相

談には常に応じておるところでございますし、

制度が変わったということもありまして、関係

者の方に対する説明会というようなものも、少

しずつ企画をしているところでございます。

また、難病相談支援センターと申しまして、

実際に御自身も難病である方の団体の方にも委

託をしまして、そちらで、より身近なところで、

行政機関とは別なところで相談をするという事

業も実施をしております。

○前屋敷委員 難病指定医のドクターの研修だ

とか、そういった点では、難病の皆さん方を広

く支えるといいますか、そういう体制をとられ

ているというのはよくわかったんですが、子供

さんも含めて、成人の方も含めて、そういった

方々の悩みなどに答えられるような総合的な支

援、そういう体制を県独自としても、ぜひ構築

してほしいと思うんですけれども。

そういう症状を持たれている方々が、実際、

まだ難病と指定されずにたくさんいらっしゃる

と思うので、そういう方々を総合的に支えると

いう点で、相談の窓口も含めて、そういう体制

をぜひ構築していただきたいと思うところなん

ですけれども、県の難病対策として、どういう

方向を持っていらっしゃるかをお聞かせくださ

い。

○木内健康増進課長 一般質問でも同様の御質

問をいただいておりましたけれども、これまで、

保健所におきましても、医療や福祉関係の機関、

あるいは、患者さん、その御家族などの連絡会

議、あるいは、年金の関係機関もお越しいただ

いて相談会を実施するなど、さまざまな形で難

病患者さんの医療だけではなくて療養生活に取

り組んできたところであります。

また、難病法が、新しい法律が施行される中

で、そのような取り組みをするよう都道府県に

おいても努めるということもうたわれておりま

す。この法律の中では、難病対策地域協議会を

設置をするということも示されておるものです

から、今までの取り組みも含めまして、今後ど

のような形にしていくかは、検討してまいりた

いと考えておるところでございます。

○前屋敷委員 やはり難病を抱えていらっしゃ
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れば、十分な仕事にもつけなかったり、生活の

面でも大変困窮するという方々もいらっしゃっ

て、今、生活困窮者自立支援法などもできて、

そういう方々も含めて、しっかりサポートする

という体制が、やっぱり県としても大変重要

じゃないかと思っています。そういうところに

ちゃんと光が当たるような形で支援をしていた

だきたいと思っているので、お願いします。

○木内健康増進課長 十分検討してまいりたい

と思います。

○中野委員 私の考え違いかもしれませんが、

合計特殊出生率の管理は何部が、福祉保健部で

すか。

○川畑こども政策課長 合計特殊出生率の管理

が何を指しているかというのにもよりますけれ

ども、出生数につきましては、こちら、福祉保

健部において所管しております。

○中野委員 県の総合計画の中の目標値は平

成42年で2.07です。今現在、昨年度までが出

て1.69が、2.07にしないと人口が減ってしまう

ということで、全国だと思うんですが、どこも

計画を立てて2.07を目指しておりますよね。

それで、その目標管理ということなんです

が、15年後の平成42年の2.07は目標数値として

立てているけれども、それを本当にクリアする

ためには、この15年間、かなりの政策をほどこ

さないと、お金もつぎ込まないとできないと思

うんです。

一昨年よりも去年は減ったわけですから、そ

の2.07の目標は難しいだろうなと。目標が難し

ければ、宮崎県の人口は、計画よりも下がって

しまうということになるから、できたら、毎年

の目標を立ててもらって、それを到達したかど

うかというのを管理していかないと、15年後

の2.07は難しい。そして、今後、ずっと2.07に

していかないと、宮崎県はより減っていくわけ

ですから、それ以上にならないかん。そういう

目標を立てて、それを管理するところがどこだ

ろうかと思って。

言いたいのは、平成31年には、ひとつ指標の

中で数字が出ておりましたが、あとはないとい

うようなことをどこからか聞きましたから、そ

の目標値を出して管理するのはどこだろうかと

思って、もし福祉保健部であれば、ぜひ、毎年

の目標を立てて、15年後は2.07になるような管

理をしていただきたいと、こう思うんです。

○川畑こども政策課長 委員おっしゃりました

ように、平成42年に2.07を目指しまして、毎年

度の目標を立てておりまして、子ども・子育て

応援プランにおいては平成31年がプランの終期

でございますので1.84としております。

例えば、本年27年の目標値であれば1.76、28

年であれば1.78、29年1.80、30年1.82というよ

うに、毎年度の目標を立てて、最終的に42年と

いうところで2.07を目指しているということで

ございます。

○中野委員 立ててあるんですね。であれば、

私は一般質問のときにしつこく聞いたけど、立

てていないというのが私への回答でした。

私に説明した所管の部と連携をとって、ちゃ

んと県庁全体に周知徹底して、その管理に向

かって努力をしていただくように、課長のほう

でやってください。

○川畑こども政策課長 申し上げました42年の

数値2.07と、31年の1.84。こちらのほうを目標

値として公式に掲げているもので、その届くた

めの目安として毎年度掲げておりますので、進

捗については、きっちりと管理していきたいと
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思っております。

○中野委員 これは、福祉保健部で、進捗管理

をするということですね。

○川畑こども政策課長 福祉保健部で、数値に

つきましては管理をしておりますけれども、合

計特殊出生率というのは、雇用面、移住、さま

ざまな要因が絡んで、産むための女性の数と産

まれた子供の数によって、結果としてはじき出

されるものでありますので、県庁全体で取り組

んでまいりたいと思っております。

○中野委員 ぜひ、人口が減らないように。26

市町村、どこも2.07になるような計画を。宮崎

が一番低いから、宮崎が上がればじゃなくて26

全市町村がクリアして、消滅市町村にならんよ

うに、ぜひ取り組んでいただきたいと、こう思っ

ております。

もう一点。先ほど県議会提出報告書で説明を

受けました。その中の社会福祉事業団。この中

身に文句を言う必要はありませんが、ずっと資

料を見ていったら、全てがおおむね適正に執行

されている、財務指標も大変いい数字になって

いるし、それから、全施設が黒字になっている

と。

ここの実際の財務の中身を見てみますと、非

常にすばらしいものでありまして、特に、この

中の流動資産もかなりの金額で、預貯金が高額

にありますし、また、固定資産もかなりの金額

ですが、そのほとんどが積立金なんです。

それで、ここが県から独立して10年以上が経

過する。独立するときに、あの40億円も、もう

既に消化した後ですから、もう１人立ちができ

るといったような状況で。

議会の議発の条例で提出を求めるということ

の１つになっているんですよね。県が出資して

いないのはここだけです。ですから、もうここ

が県から独立して、その目的というのは達成し

たようでありますし、県からＯＢ職員といえど

も、３人も４人もずっと、もう職員の育成もで

きただろうから、天下りというと語弊がありま

すが、そういう必要もないと思うんです。

だから、この議会への報告もそろそろもうい

いということで、福祉保健部も、これを完了を

したということで何か提案してもらって、この

報告書提出から除外する方向で検討されたらど

うかと。

これは、議会が要求してしたことで、議会が、

我々もいろいろせんないかんわけですが、私は、

この説明の中からすれば、貸借対照表等の諸表

から見て、ほかの社会福祉法人からすると、す

ばらしい財務内容、経営状況になっていると思

うんです。何ら、報告対象にする必要はなくなっ

てきているんじゃないかなと、こう思いますの

で、ぜひ、議会に提案等もしていただければな

と思います。その判断は我々が逆にせないかん

のかどうかはわかりませんが、我々の求める資

料からすると、もともとが県が出資している法

人等の経営状況と。出資も何もしていない、補

助金もこの２年間はなくなっているわけですか

ら、ぜひ検討していただきたいと思います。

○渡邊福祉保健課長 今、委員からの御意見を

頂戴いたしまして、まことにありがたいと思っ

ております。

説明の中でも申し上げましたけれども、平

成17年から５年間、自立交付金をいただきまし

て、それをもとに事業団も職員の削減ですとか、

給与の１割カットですとか、さまざまな努力を

積み重ねて、本日御説明いたしましたように、

１億円余の純利益を出すような形にはなってき
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ておりまして、この間、議会の御指導、御助言

もいただきながら、ここまでたどり着いてきた

と思っております。

そういう中で、今、議員御指摘のとおり、こ

の社会福祉事業団が、唯一、県の出資がないに

もかかわらず報告をしているということでござ

いますけれども、これにつきましては、委員御

存じのとおり、県から県有施設を、47億円分を

無償譲与した際に、県有財産譲与契約を結んで

おります。その中で、譲与財産の用途の変更で

すとか、解消する際には県の承認が必要である

とか、確かに財政的な自立はしている状況には

ございますけれども、ある程度、一定の関与が

必要なのかという気もしているところでござい

ます。

今、委員から御助言をいただきましたことを

踏まえて、また部内で検討させていただいて、

御協議をさせていただきたいと思います。

○後藤委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 ないようでしたら、次に移らせ

ていただきます。

それでは、請願の審査に移ります。

請願第２号「子どもの医療費無料化を中学校

卒業まで引き上げることを求める請願」につい

て、執行部からの説明はございますか。

○川畑こども政策課長 子供の医療費の無料化

に関する請願でありますので、こども政策課か

ら、子育て支援乳幼児医療費助成事業の概要に

ついて御説明いたします。

この事業は、乳幼児の保護者の経済的負担を

軽減し、安心して子供を生み、育てられる環境

づくりを推進するため、乳幼児の医療費助成事

業を行う市町村に対しまして、県の基準に基づ

いて算定された医療費の２分の１を補助金とし

て交付するものでございます。

県の基準でございますが、大きく、入院の場

合と入院外（通院）の場合に分けられます。

まず、入院の場合でありますが、対象年齢は

小学校入学前まででありまして、自己負担額

は350円であります。

次に、入院外の場合でありますが、対象年齢

は小学校入学前までとなっており、自己負担額

については、３歳未満までが350円、３歳から

小学校入学前までが800円となっております。

説明は以上です。

○後藤委員長 委員から質疑はありませんか。

○中野委員 入院、入院外（通院）と言われま

したが、通院は関係ないんですか。

○川畑こども政策課長 入院外というのが、主

に通院を指すということでございます。

○中野委員 その補助金の２分の１、小学校入

学前までということでしたが、これは全国47都

道府県共通ですか。

○川畑こども政策課長 対象年齢や自己負担額

など、制度の設計はさまざまでございますが、

全ての都道府県において行われているものでご

ざいます。

○中野委員 いやいや、それは小学校入学前ま

でということですか。

○川畑こども政策課長 対象年齢は47都道府県

において制度が異なっておりまして、小学校入

学前までとしている都道府県が一番数が多い状

況でございます。

○中野委員 ということは、例えば、小学校卒

業までという制度をつくれば、そこに、やはり

県が２分の１を補助するということになるわけ

ですか。
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○川畑こども政策課長 市町村の事業に対しま

して補助を行いますので、例えば、本県の制度

であれば、小学校入学前まで市町村が補助を

行った場合に、その２分の１を補助するという

ものでございます。県の基準を市町村が上回っ

て助成を行っている場合には、県の基準までの

部分に対して２分の１を助成することになりま

す。

○中野委員 例えば、小学校まで拡充したとな

れば、それに市町村が２分の１出していれば、

県も基準の範囲内で２分の１を補助するという

ことになるんですか。

○川畑こども政策課長 県の基準は、県の補助

の上限として設定するものでありますので、そ

の県の制度の中において、市町村がそこまで補

助を行った場合については、そこの２分の１ま

で補助することになります。

○中野委員 今、既に小学校までとか、中学校

までと、市町村でこれを取り組んでおりますよ

ね。例えば、小学校までという市町村で、それ

を実施しているところには、今のところ、まだ

県は補助していないんでしょう。しているんで

すか。

○川畑こども政策課長 本県の制度は、小学校

入学前までの補助でございますので、入学前ま

での部分について補助を行っております。

○中野委員 それから、小学校入学前までは県

が制度があるからやっておりますが、これに国

の裏負担はあるんですか。

○川畑こども政策課長 現在、国においては、

この医療費助成に関する制度はございません。

○中野委員 これは、国はしていないわけです

ね。

それともう一点。小学校以上の制度をやって

いるところは、市町村が100％自前でやってい

るということですね。

○川畑こども政策課長 おっしゃるとおりでご

ざいます。

○中野委員 他県で、小学校までとか、中学校

までというところを都道府県が補助していると

ころはあるんですか。

○川畑こども政策課長 他県においては、年齢

はさまざまでございますが、小学校、中学校、

高校までしている都道府県もございます。

○中野委員 もちろん、そこには国の裏負担は

ないわけですね。

○川畑こども政策課長 ありません。

○井上委員 今の中野委員の言われたのと同じ

なんですけれども、宮崎県は入学前までと、こ

れでとめているわけですが、ほかの県で、小学

校までと中学校までと高校までとというのは、

どのくらいありますか。

○川畑こども政策課長 小学校就学前が一番数

が多く、入院であれば22県、小学校３年生まで

が１県、小学校卒業までが８県、中学校卒業ま

でが14県、高校卒業までが１県と、これが本年

４月１日現在の状況でございます。

なお、４歳未満という県も１県ございます。

○井上委員 他県のこの状況を見て、宮崎県と

しては、この問題について、検討された経過み

たいなものはあるんですか。

○川畑こども政策課長 住む場所によって医療

費の助成制度が違うのは望ましくないとは考え

ておりまして、他県の制度、また、市町村の助

成状況を見ながら検討を行っているところでご

ざいますが、財政状況と国の制度が全くないと

いうこと、全都道府県において、何らかの助成

が行われているという状況から、国において統
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一的な制度をつくるべきだということを国に要

望しているところでございます。

○井上委員 この請願の中には、県内の市町村

の状況は書かれているわけですよね。

市町村は中学校までのところもあったり、小

学校卒業までのところがあったり、県内の中で

も本当にバラバラなわけですよね。

最低限でも県の中で、そういう統一したもの

をどこまでするかというのは、財政的な問題が

非常にあると思うのですが、例えば、小学校６

年生、小学校卒業までと考えた場合に、県が負

担をしなければならないような状況になったと

きには、どのくらいの金額が必要だと想定され

ているんですか。

○川畑こども政策課長 今年度、子育て支援乳

幼児医療費助成事業につきましては、先般の６

月議会において、９億4,439万3,000円の予算を

計上させていただいております。

現在の制度が小学校入学前までを助成対象と

しておりますので、未就学児と小学校入学した

あとでは、医療保険の自己負担割合が未就学児

は２割であるところが、入学後は３割となるこ

とや、子供の成長に伴いまして、医療機関を受

診する機会が少なくなるということが想定され

ますが、６歳までのところが12歳までとなると、

２倍程度の費用はかかるのかなと想定をしてお

ります。

○井上委員 ２倍。前提をどうするかというの

はちょっと難しいところもあるけれども。就学

前までが病気をしやすく、小学校に入ってから

はそんなにまではないという想定をどうするか

というのも、また難しいところなんですが。

それでは、この制度は中学校までと、小学校

は飛び越して中学校まで言ってしまっているわ

けだけれども、その２番目のところにある、子

供の医療費無料化を国の制度とするよう─こ

こはちょっと大き過ぎて私も戸惑うところがあ

るわけで、できたら、これを小学校までなら小

学校までとかって切っていただくと、うちの市

町村に網かけが可能なのかと思ったりするわけ

ですが。あまりにも、全市町村の中学校までと

いうのが、どんな状況になるのかが、ちょっと

判断がつかないぐらいなんだけれども。

例えば、小学校までということを考えて、そ

して、国に医療費の無料化を制度とするよう意

見書を提出することについては、執行部側から

見たときにどんなですか。無茶なことじゃない

かとか、無茶でもないとか。

私の言い方がちょっとまずいかもわからない

けれども、子育て支援という、支援のありよう

の１つの中に、小学校まで医療費を無料化する

ということは、私は、非常に有効な１つの手だ

てではないのかなと思うわけです。

だから、そういうような中身について、執行

部側からすれば、全市町村に網かけをして、県

が金を出すということは、そうことになるわけ

だけれども、それについてはどのようなお考え

を。

○川畑こども政策課長 委員おっしゃいますと

おり、子供の医療費を無料化の方向に持ってい

くということは、子育て支援の観点、また、貧

困対策の観点からも、保護者の負担と子供の成

長ということを考えますと、あるにこしたこと

はないというような制度でございます。

ただ、国のほうで子ども・子育て支援に要す

る費用として、今年度から始まりました新制度

の財源についても、まだ、確実に確保がされて

いないこと、また、幼児教育無償化についても、
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方向性は示されているのに、まだ、財源のめど

が立っていないということから考えますと、こ

の無料化まで国の制度とするように一足飛びに

求めていくのは、かなり厳しいのではないかな

と考えております。

ただ、全国的に都道府県が助成をしていて、

市町村がそれ以上にしていてということでござ

いますので、何らかの統一的な制度、国全体で

の制度というのはあるべきだと思っていますの

で、それについては、引き続き求めていきたい

と思っております。

○前屋敷委員 きょうも御説明いただいた子ど

もの貧困対策計画、ここにも位置づけられてい

ますように、全ての子供が生まれ育った環境に

左右されずに育つよう、よくしていくと、それ

を保障するということがうたわれているんです

けれども、その中に、やはり保護者の生活支援

だったり、子供の生活支援だったりというのが

位置づけられております。

請願者の方々も訴えておられるのは、まさに、

その部分をしっかりと、やっぱり生まれ育った

環境で左右されずに、どの子供も、やはり必要

な医療をちゃんと、早目の手当てで受けられる

ようにと。それが、子供たちを健やかに、健全

に育てていく第一歩じゃないかと言われている

んですけれども。

この県がつくろうとしている計画、これには、

どうその辺のところが位置づけられようとして

いるのか、その辺のところを聞かせてください。

○日髙国保・援護課長 委員御指摘のとおり、

確かに支援の中身としまして、その他の生活支

援とかで、妊娠期からの切れ目のない支援とか

いうのがございまして、年齢に応じたいろんな

支援というのを考える必要があるかとは思って

いるところです。

ただ、医療費につきましては、かなりの財源

が必要になってきたりということではあります

し、負担も大きいことから、どんな計画上の位

置づけになるかということについては、また今

後、協議が必要かと思っております。

○前屋敷委員 先ほど他県の例も御報告いただ

きましたけれども、私も一般質問でも取り上げ

たんですが、県によっては、すごく位置づけが

違うんです。やっぱり、どう子供たちの成長を

しっかりと県の施策として位置づけるか。群馬

県とか、鳥取県とかは、本当に突出して子供た

ちへの支援を強めている県だと思うんです。

中学校までの無料ということで請願されてい

ますけれども、県として、全く考えないんじゃ

なくて、段階的にでも、やっぱりこういった支

援は必要じゃないかという立場に立たれるのか

どうか、そういう方向があるのかどうかも含め

て、ちょっと聞かせていただけると。

○椎こども政策局長 今、課長がお話しました

ように、基本的には今の制度、子ども・子育て

支援新制度がスタートしまして、7,000億円と

いうお金を使って子供を育てていくという大き

な方針が出ています。

あと、無償化につきましても、今、段階的に

進もうとしている状況の中で、やはり財政的負

担がこんなに大きい中で、今の基準を上げてい

くと、なかなか難しい状況があります。

ただ、先ほど課長が申し上げましたように、

当然、子供たちを健やかに育てるためには、こ

の乳幼児医療というのは大変大切なものと思っ

ておりますので、まずは、やはり全国的基準を

国につくっていただきたいということを、まず

要望したいと。
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その考え方をしっかり持って、まず、段階的

に順番を踏んでやっていきたいと思っておりま

す。

○桑山福祉保健部長 情報提供する立場として

申し上げたいと思います。

こういう医療費助成については、大変助かる

ものであるというのは、保護者にとっては実感

だと思います。

国においては、こういう無料にしようという

自治体の動きがある中で、逆に安易な受診につ

ながるということで、国が支出する医療費の助

成を減算しているという事実がございます。そ

れに対しては、私どもとしては、そういう減算

はやめるべきだという話で要望はしているとこ

ろではあります。

それと、無料にしてしまうことによって、医

師の負担がふえるとか、そういうお話もあると

ころでございます。

○中野委員 今、部長が言われたようなことの

懸念材料もあると思います。

私は、さっき合計特殊出生率の15年後の2.07

を言いました。これは、質問する際に、福祉保

健部との事前のいろんな関係はありませんでし

たが、他の部局に、この合計特殊出生率の2.07

を15年後にクリアして、それをずっと持続する

ためには、かなりの施策を講じなけれりゃいけ

ませんよと。そのための、また裏づけは、予算

としてかなり落としていかないと、これの達成

は難しいんじゃないかと。

その中に、実はこういうことも含めて、いろ

いろ議論したんです。それで、さっき合計特殊

出生率ということで、このことを言いました。

知事のもともと４年半前の公約は、子育て日

本一を目指すということからずっときているん

です。その政策実現のためにも。それから、プ

ライベートのことを言ったらいけませんが、市

町村の比較になるということから言わさせても

らいますが、私は、えびのに孫が５人、宮崎に

３人いるんです。その親が、私の子供夫婦です

が、時折来て、やはり話をするのは、まだ子供

が小さいですから、８人とも赤子から小学生ま

でですから、いつもこういう話なんです。

それで、えびのはいいなと。えびのは、中学

校卒業するまで無料ですから。宮崎は、小学校

に入ればないです。だから、負担が大きい。こ

ればかりでないですが、ほかの面で、またいろ

いろありますが、そういうことにすぐなるんで

す。

だから、そこは県がまとめて、段階的にでも

いいから、９年かかれば中学校までいくわけで

すから、段階的にいろいろ施策を講じて、その

裏づけの予算もちゃんと持っていってやってい

ただきたいと思うんです。

だから、この子育て支援というのは、基本的

には医療関係と教育だと思うんです。教育と医

療。だから、これは親御さんに負担がかからな

い形で、何とか子育て支援という形で、そうい

う面から総合的に、全庁的に判断してもらって、

政策、施策を講じてもらわんと、私は、合計特

殊出生率の2.07は非常に難しいと。

だから、皆さん方の部には、毎年、数字があ

るような話でしたが、県全体はそのことを認識

しておりませんでしたから、私も知らなかった

んですが、合計特殊出生率をクリアする目標管

理をする中で、やはり、こういう支援というこ

とも考えざるを得なくなると、こう思うんです。

そういう意味から、15年後2.07にならないと

なれば、これは、県の総合計画も５年ごとの見
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直しですから、10年目、15年目、そのときに見

直しをして、こういうのは、どうなのかはわか

りません。そうこうするうちに、長期計画も過

去10カ年計画が３回変わったこともありますか

ら、そういうことになって、もとの黙阿弥とい

うことになって、ふりだしに返る可能性もあり

ます。

ですから、そういう目標を立てて、ガンとし

たものを立てていけば、合計特殊出生率の管理

という面から見ても、こういう子育ての支援の

ことも、医療費のことも、必ず、どこからか県

も支援する政策をほどこさなければならない日

が来ると思うんです。

そういう面からも関連ということで、お願い

をしておきたいと、こう思っております。

○後藤委員長 部長もおっしゃいましたけど、

情報提供の立場ということでの請願の審査です

ので。

○中野委員 私は、合計特殊出生率の１つの政

策の考え方です。

部長、全庁的に勉強して取り組みますと。

○桑山福祉保健部長 合計特殊出生率、先ほど

こども政策課長も申し上げたように、内部的に

は、その計画を裏づけするような率の上昇を数

値的に持っておりますので、そういうものを踏

まえて、いろいろ必要な検討、対策をやってい

く必要があると思っております。

○岩切副委員長 １点だけ、お尋ねをさせてく

ださい。

今回は請願が出ているんですけれども、既に、

各市町村でそれぞれの判断でこのような政策、

制度をつくっているんですが、県知事に対して、

こういう県からの補助事業、小学校入学前まで

というものを少し年齢を引き上げてくれないか

という要望等が出ているとすれば、その件数な

どを教えていただきたいんですが。

続けて、市町村以外の団体等で、別件で要望

等が上がっている状況があれば、それもお教え

ください。

○川畑こども政策課長 今年度と昨年度しか、

今、手元で把握していないところでございます

が、市町村やその他の団体から、特段、拡充に

ついて要望を受け取っているということはござ

いません。

○後藤委員長 よろしいですね。

採決は24日でございますので、会派に持ち帰

りまして、十分御協議方、よろしくお願いして

おきます。

それでは、以上をもちまして、福祉保健部を

終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時６分休憩

午後２時12分再開

○後藤委員長 委員会を再開します。

採決についてですが、委員会日程の最終日に

行うことになっておりますので、24日に行いた

いと思います。再開時刻は13時30分としたいの

ですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 では、以上をもちまして、本日

の委員会を終わります。

午後２時12分散会
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午後１時28分再開

出席委員（８人）

委 員 長 後 藤 哲 朗

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 井 上 紀代子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 原 田 一 徳

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案第１号と議案第７号の議案の採決

を行いますが、採決の前に、各議案につきまし

て、賛否も含め、何か御意見があればお願いし

たいと思います。

○前屋敷委員 １号については、介護医療の総

合確保法に基づいてのさまざまな積み立て、積

み増しの基金等合わせて取り崩して事業をする

ということになってるんですけど、総合確保法

そのものが、やっぱり今後の医療や介護の問題

に大変な事態を起こすということが予想される

中で、それに向けての予算として、ちょっとそ

の辺は問題があるなと私は思ってるところで

す。

○後藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、ほかにないようです

ので、議案の採決を行います。議案につきまし

ては、議案ごとがよろしいでしょうか。一括が

よろしいでしょうか。

〔「議案ごと」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、議案ごと、個別に採

決をいたします。

議案第１号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 挙手多数。よって、議案第１号

については原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

続きまして、議案第７号について、原案のと

おり可決することに賛成の方の挙手をお願いい

たします。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 挙手全員。よって、議案第７号

については原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

それでは、続きまして、請願第２号「子ども

の医療費無料化を中学校卒業まで引き上げるこ

とを求める請願」についてでありますが、この

請願の取り扱いも含め、御意見があればお願い

したいと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時38分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、お諮りいたします。まず、継続と

の意見もありましたので、請願第２号を継続審

平成27年９月24日(木)
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査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 挙手少数。よって、請願第２号

を継続審査とすることは否決されました。

それでは、請願第２号の賛否をお諮りいたし

ます。

なお、態度保留の場合は、退席したものとみ

なしますので、御了承ください。

請願第２号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 挙手少数。

それでは、念のため反対採決を行います。

請願第２号について、不採択とすることに賛

成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 挙手多数。よって、請願第２号

は、不採択とすることに決定いたしました。

続きまして、委員長の報告骨子（案）につい

てであります。委員長報告の項目及び内容につ

いて、御意見をお伺いしたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時40分休憩

午後１時41分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見等を入れながら、あとは正副委員

長に御一任いただくことで御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

続きまして、閉会中の継続調査についてお諮

りいたします。福祉保健行政の推進及び県立病

院事業に関する調査につきましては、閉会中の

継続調査といたしたいと思いますが、御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時42分休憩

午後１時43分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

10月29日の閉会中の委員会につきましては、

先ほどの協議のとおりの内容で委員会を開催す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他であります。その他、何かありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後１時43分閉会


